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萩原　　『ト・ワンの教え』について

『ト ・ワ ン の教 え 』 に つ い て

一九世紀ハルハ ・モ ンゴルにおける遊牧生活の教訓書

萩 原 守*
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おわ りに

は じ め に

　日本における清代モンゴル 史の研究は,現 在までのところ政治史と法制史が中心で

ある。筆者もこれまで主に法制史の研究を進めてきた。政治と法制は,当 該社会の歴

史に関する最も基本的でかつ最 も重要な部類の研究テーマであるが,一 方でまた,そ

れのみを通してモンゴル社会を見ていると,清 朝による行政 ・司法の側から見た一方

的な歴史解釈に陥ってしまう可能性 もある。このかた よりを防止するためには,さ ら

なる広が りを持った歴史像を構築することが要求され よう。例えば,既 に研究が進め

られているチベット仏教寺院 ・活仏の歴史や,あ まり研究されていない当時のモン ゴ

ル社会の遊牧生活史,経 済 ・商業史,民 衆 レベルの宗教史,精 神史,文 化史等々であ

る。

　そこで,研 究の幅の拡大に少しでも寄与すべ く筆者がここに短い解説と転写 ・全訳

を提出したのが,19世 紀ハルハ ・モンゴルにおける遊牧生活の教訓書,『 ト・ワンの

教え』である。 この書物の正式名称は,r参 賛 ・王1)の 生計を立てることを指示 した

教え』 といい,著 者 ト・ワンは,19世 紀初めか ら中頃にかけてハルハ(外モンゴル)
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東 部 の チ ェチ ェン汗 部 で 活躍 した著 名 な王 侯 で あ る。 本教 訓 書 は,当 時 の政 治 や 法制

は 勿論 の こ と,思 想 ・道徳 ・宗教,さ らに は一 般 牧 民 の具 体 的 な 生 計 の立 て方 や 子 供

の養 育,犯 罪 の 防 止,遊 牧 の 方 法 等 に到 る ま で,実 に 幅広 い 内容 を 含 ん で お り,当 時

のモンゴル 社 会 を 多面 的 に研 究 す るに は ま さに最 適 の 一 級 史料 とい え る2も

　 しか も幸 い な こ とに本 書 は,1968年 に ウ ラン バ ー トル で 出版 され た ナ ツ ァク ドル ジ

の著 書 に,そ の詳 細 な研 究 と テ キ ス トの キ リル文 字 転 写,さ らに は最 良 の写 本 の影 印

ま で収 録 され て い る(Hallarnop)K　 l968)。 日本 で は,既 に 小貫(1982;1993:37・-76)

に よって この ナ ツ ァク ドル ジ に よ る研 究 とテ キ ス トの内 容 とが,前 後 の歴 史 的 背景 を

含 め て的 確 に要 約 ・紹 介 され て い るが,テ キ ス ト原典 そ の もの は い ま だ翻 訳 され て お

らず,そ の重 要 性 のわ りに全 容 は あ ま り知 られ て い な い。

　 以上 の よ うな理 由 で本 稿 を 提 出 したわ け であ るが,テ キ ス トの読 解 は容 易 でな く,

筆老 の 力量 不 足 もあ って 不 明 な 点 が な お多 く残 って い るのが 現 状 で あ る。 この機 会 に

モンゴル語 言 語学 や遊 牧 生 活 等 の専 門家 に よる御 教示 を頂 け れ ぽ 幸 い で あ る。

　 な お,本 稿 は 本 来1990年10月26日 に 国立 民 族 学 博物 館 の共 同研 究 会 の 席 で 口頭 発 表

し(萩 原1990a),1993年3月27日 に そ の共 同 研 究 の報 告 書 原 稿 の 一 部 と して 同博 物

館 へ 提 出 した もの で あ る。 しか し,諸 般 の事 情 で 出版 が大 き く遅 れ た た め,そ の間 に

岡 洋 樹 らの研 究 が先 に発 表 され(岡1996;1997),旧 稿 の考 察 の 大 部 分 は そ の オ リジ

ナ リテ ィを既 に失 って しま った 。 そ の よ うな こ とか ら,本 稿 は 岡 らの研 究 成 果 を踏 ま

え て,旧 稿 を部 分 的 に 省略 改 稿 した もの で あ る こ とを あ らか じめ断 って お く。 また こ

の間,1997年9月17～19日 に は,モ ン ゴル 国 ドル ノ ド県 主 催 の 「ト ・ワ ン生 誕200周

年 記 念 ト ・ワ ン ・ホ シ ョー祭 」 が開 催 され,『 ハル ハ の ト ・ワン 爺 』 とい う論 文 集(筆

者 未 見)も 出 版 され た よ うで あ る(吉 本 ・松 村1998:16-17)。

1.　 ト ・ワ ン とそ の 時 代

a.　 ト・ワン とい う人物 につい て

　 ト ・ワ ンTo　vangと い う・名 は,チ ェチ ェン 汗 部(つ ・ま りヘ ル レン パ ル ポ ト盟)の 中

右 旗(末 尾 の地 図 参 照)の 旗 長 トク トフ トゥルToγtaqut6rUに 対 す る当 時 か らの通 称

で あ る。 彼 は,清 朝 政府 か ら郡 王giyUn　 vangの 爵 位 を受 け て いた た め(註1参 照),

名 前 の語 頭 の 「ト」 に,郡 王 の 「王(ワ ン)」 を つけ て一 般 に 「ト ・ワン 」 と略 称 さ

れ て いた 。 つ ま り 「トク トフ トゥル郡 王 」 の 略 で あ る。 ち ょ うど,1930年 代 の 内 モ ン
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ゴ ル で 自治 運 動 を 展 開 した 有 名 な 「デ ム チ ュ ク ドン ロ プDem6Ugdongrub親 王6in

vang」 が,同 様 の略 称 で 「徳 王(デ ・ワ ン,と くお う)」 と呼 ばれ た の と同 じで,清

代 以 降 のモンゴル では ご く一 般 的 な作 り方 の略 称 で あ る。

　 トク トフ トゥル は,嘉 慶2(1797)年 に チ ェチ ェン 汗部 の 名 門貴 族 の 家系 に 生 まれ

た。 彼 の祖 父 で あ る郡 王サン ジ ャイ ドル ジ は,乾 隆46(1781)年 以来 中 右旗 の旗 長 を

務 あ て お り,嘉 慶 元(1796)年 に は清 朝 政 府 か らチ ェチ ェ ン汗 の 称 号 と盟 長 の官 職 を

授 け られ て,チ ェチ ェン 汗 旗 旗 長 に転 身 してい た と ころ で あ った 。 サ ンジ ャイ ドル ジ

は 嘉 慶5(1800)年 に 種 々の不 正 が露 見 して 清 朝 政 府 に よ って 全 て の肩 書 を 剥 奪 され

た が,彼 の転 身 後 の 中右 旗 旗 長 に任 命 され て いた 同族 の マ ハ シ リが,首 に な っ た彼 の

後 任 と して 続 い て チ ェチ ェ ン汗 旗 旗 長 に 転 身 させ られ る と,嘉 慶6(1801)年,中 右

旗 旗 長 は サン ジ ャイ ドル ジの子 バ トオ チ ルbatuo6ir,す な わ ち ト ・ワ ンの父 が 継 ぐ こ

ととな った 。後 に副 盟 長 も兼 任 した バ トオ チ ル は,道 光 元(1821)年 に死 去 し,同 年

長 子 トク トフ トゥルが24才 で 中右 旗 旗 長 の職 と多羅 郡 王 の爵 位 を継 いだ ので あ った窺

　 中右 旗 は ノモ ンハン 事 件 で有 名 なハ ル ハ 川 と,フ ルン ボイ ル とい う地 名 で も知 られ

る ボ イ ル 湖 に面 す る広 大 な旗 で(地 図参 照),面 積 は 約4万 平 方 キ ロメ ー トル,人 口

が道 光8(1828)年 当時 で9649人 以 上 居 た4)。

　 長 き にわ た る ト ・ワン の 治 世 は実 に多 彩 で 政 治 史 的 に も興 味 深 いが,本 稿 の直 接 の

目 的 で は な い の で,こ こ で は ナ ツ ァ ク ドル ジ の 著 作(Hauarnop)K　 1968:11-61,

88-101)に 基 づ いて 以下,年 表 風 に短 く要 約 す るに と どめ た い。

　 彼 の初 期 の政 策 で まず 注 目す べ きは,モ γ ゴル の王 公 が従 来 家 畜 や 畜 産 品等 の現 物

で 徴 収 して い た種 々 の賦 役(alba)を 他 の 旗 に さ きが け て独 断 で銀 納 化 し,か つ法 的

に 徴 収 が許 され て い る 自分 の ハ ム ジ ラ ガか らの み な らず,本 来 皇 帝 へ の公 の 賦 役 の み

を負 担 す べ き旗 内 のン ム ニ ア ラ トか ら も私 的 な賦 役 を 取 り立 てた こ とで あ る窺 後 述

す る よ うに,こ れ らの行 為 は,清 朝 支 配 の 強 化 に よ って い った ん 官僚 化 してい た モン

ゴル貴 族 が,そ の枠 を越 え て 再 び地 方 領 主 化 して い く とい う意 味 で,注 目す べ き政 策

で あ る。 いず れ も後 にモンゴル 各 地 の旗 へ 徐 々に 広 が って行 くので あ るが,ト ・ワン

は そ の先 駆 け とな った の で あ る。

　 ト ・ワン は 道 光16(1836)年 に5世 ジ ェブ ッン ダン バ ホ トク ト6)の 護 衛 と して チ ベ

ッ トへ 往復 した が,そ の前 後 に旗 の 領 域 の 中央 部 に チベ ッ ト仏 教 の大 きな 寺 院 と 自分

の住 む 宮殿 とを建 設 させ た。いず れ も大 型 の 固定 家 屋 で,旗 内 の民 を 徴 用 して建 てた 。

そ して道 光17(1837)年 に は,旗 内 に散 らぽ って い る全 ラマ に命 令 を発 し,全 員 を こ

の 中央 寺 院 に集 住 させ よ うと した。
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　 しかし当時の ラマは,大 部分が,清 朝政府からラマとしての公認を得ず,家 族や兄

弟とともに遊牧 している牧民 ラマであった上に,広 い旗内各地に散在す る遊牧天幕式

の小寺院における活動で庶民の信仰を集めていたため,ラ マも一般の民もこの集住計

画に賛成する者はほとんどいなかった。

　 ト・ワンは,最 も強 く反対 していたダイワンとい う名のンム(註5参 照)内 に住む

ラマたちを連行すべ く道光20(1840)年 に官と兵を派遣 したが,現 地の牧民や下級役

人,ラ マたちが集団でこれに逆 らって武力衝突 となり,官 兵が負傷退却 して結局失敗

に終わった。この事件は,衝 突に加わった民 と旗長 ト・ワンとの双方から別 々に文書

で盟長 ・庫倫辮事大臣(註1参 照)へ と告発 ・報告され,結 局道光22(1842)年 の皇

帝の勅によって,主 だった民は厳 しく処罰され,ト ・ワン自身 も賦役を過度に徴収し

たという理由で俸禄と参賛の職務 とを5年 間停止させられた。

　その後,威 豊元(1851)年 の夏から翌年の初めにかけて中右旗で深刻な夏の干ぽつ

と冬の雪害が発生 し,大 量の家畜が死んで中右旗は飢餓状態におちいった。冬には,

同旗の民や家畜が隣接す る黒竜江省のバルガ ・モンゴル族の領地へ緊急避難 したた

め,領 地紛争まで起こった。

　この時 ト・ワンは,権 謀術数を用いて盟長や盟内の敵対する旗長らと粘 り強 く交渉

し,自 旗に割 り当てられていた種々の公の賦役を削減 してもらうことに成功 した。そ

れから彼は,天 災で破滅に瀕した旗の財政と牧民の生活とを建て直すべ く,中 右旗内

で次々と経済 ・文化上の改革 ・刷新を計画し,徐 々に実施 していった。 ト・ワンが今

日に到るまでモンゴル史上に名を残 しているのは,主 としてこのまれにみる思い切っ

た改革の故である。

　 ト・ワンはまず,牧 民たちが天災を乗 り切って旗長,つ まり自分への賦役を支払 う

ことができるよう,最 も効率的な遊牧の方法と極端な倹約生活を指示 ・徹底させた。

これをはっきりと成文化 したものが,威 豊3(1853)年3月 に自ら執筆 した 『ト・ワ

ンの教え』である。同時に彼は,飢 饅に備えて旗内で牧民が農耕を行なえるよう,盟

長に許可を求めた。 しか しこれは,モ ンゴルの中国化をなお厳 しく禁 じていた当時の

清朝政府の政策に反するものであったため許可されず,ど の程度実施されたかは明ら

かでない。ちなみに 『ト・ワンの教え』では,穀 物のほかにもなるべ く野草やきのこ,

野生動物,魚 の類を食べて,決 して家畜を食べ過 ぎないよう厳 しく指示 している。

　 また ト・ワンは,家 畜の所有権を自分個人に集中させるとともに,旗 内に,救 荒用,

清朝への臨時賦役用 として,「 ジャス」と呼ばれる大きな畜群を四つ創設 し,財 政危

機に備えた。さらに旗内の金属細工,木 工,織 工,画 家等の職人を集めて技を競わせ,
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技 能 に 応 じて 称 号や 賞 品 を 与 え て厚 遇 し,同 時 に弟 子 も育 成 させ た。 牧 民 の建 築 技 術

に関 して もそ の 向上 に 努 め,前 述 の 宮殿 と大 寺 院 の 周 辺 に多 数 の 建築 物 を 建 て させ た。

法 制 史 上 注 目す べ き こ と と して は,当 時 のモンゴル にほ とん ど存 在 しなか った 固定 家

屋 の拘 置 監7)を 建 設 した こ とが あげ られ る。 仏 教 の十 八 地 獄 を模 して レン ガで十 八 部

屋 か ら な る拘 置監 を作 った とい う。

　 ト ・ワ ンの 行 な った 建 築 事 業 で特 筆 す べ きは,ハ ルハ 川 左 岸(南 西 岸)に 建 て た石

積 み の大 仏 で あ る。 威 豊9(1859)年 に盟 内 の王 侯 た ちが 集 ま った 際,天 災 の 回 避 を

祈 念 す べ く盟 の寺 院 と大 きな観 世 音 菩 薩 像 を建 設 す る こ とが 決議 され た。 建 設 場 所 は

職 人 の 多 い ト ・ワ ンの旗(中 右旗)と な り,費 用 は盟 内22旗 中 の11旗 で分 担 す る こ と

とな った 。 ト ・ワン は 盟 を 代表 して 同年2月10日 か ら着 手 して周 到 に 準備 を重 ね,大

量 のモンゴル 牧 民 ・職 人 を動 員 して建 設 に 当た った。 威 豊11(1861)年6月 の 大 雨 で

大 仏 の 建 設 場 所 を 変 更 せ ざ る を 得 な くな った り して難 工 事 を 極 め た が,既 に 威 豊8

(1858)年 か ら盟 長 に 就 任 して い た ト ・ワン は,盟 の予 算 を も流 用 して,同 治3(1864)

年 に よ うや く完成 させ た ら しい。

　 ヘ イ ニ ン(T.N.　 Haining)は こ の時 の物 か と思 わ れ るハ ル ハ 川 左 岸 の 大 仏 に つ い

て詳 述 して い る(Haining　 1992)。 それ に よ る と,大 仏 の遺 跡 は,1902年7月29日 に

イギ リス 人 キ ャン ベ ル に よ って 目撃 され て お り,1926年 に は カ ザ ケ ビ ッチ が遠 くか ら

観 察 した 。 そ して1949年 に オ ク ラー ドニ コ フ と地 元 出身 のモンゴル 人 ジ ャル ガ ル サ イ

ハ ンに よ って公 式 調 査 が 行 なわ れ て い る。 それ らの記 録 に よる と,大 仏 は石 の ブ ロ ッ

クや 石 板 を 高 く積 み 上 げ た 巨大 な もの で,周 辺 には 石 製 の 象や 仏 塔 な ど往 時 の盟 の寺

院 を 偲 ぽ せ るにた る よ うな遣 跡 群 が 残 って い た。 ジ ャル ガル サ イ ハ ンは子 供 の 頃,大

仏 の 顔 や 冠 の部 分 で か くれ ん ぼ を して 遊 ん だ とい う話 で あ る。 ただ 公 式調 査 を した オ

クラ ー ドニ コ フは,こ の大 仏 と周辺 の遺 跡 を 遼 ・金 時代 の もの と断定 した の で あ った 。

そ れ を ナ ツ ァ ク ドル ジ は ト ・ ワン の 大 仏 で あ る と は っ き り訂 正 し て お り

(Hailarnop)K　 1968:57,58),ヘ イ ニ ンも ト ・ワ ン説 に傾 いて い る(Haining　 1992)。 ま

た,ナ ツ ァク ドル ジは この遺 跡 の現 状 に つ い て 明言 して い な い が,西 村幹 也 は 鮮 や か

な カ ラ ー写 真 入 りで遺 跡 の現 状 を伝 えて い る(西 村1997)。 ま た前 述 の ト ・ワ 》/生誕

200周 年 に 際 して こ の大 仏 の修 復 ・復 元 が計 画 され た よ うで あ る(吉 本 ・松 村1998:

17)。

　 さて ト ・ワンは,宗 教 ・文 化 面 で も種 々の 改革 を行 な った。 ラマを 集 め て一 括 管 理

しよ うと した こ とは 既 に 述べ たが,仏 教 寺 院か らも遠 慮 な く税 を取 り,そ の一 方 で,

内モンゴル の ドロ ンノ ール に寺 院 を 建 て た り,チ ベ ッ ト語 仏教 経 典 の モ ン ゴル語 訳 を
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推進した りして,信 心深い王侯として有名になった。 また役人や書記を養成するため

旗内に学校を設立 し,同 治3(1864)年 には自らモンゴル 文字の教科書を著 して木版

印刷に付 し,集 めた子供たちにそれを習わせた。

　盟長に就任 した晩年の ト・ワンは,盟 内で絶大な権力をふるった。清朝政府から監

視を受けつつも,巧 みにそれをや りすごし,盟 全体に課せ られる清朝政府への賦役の

削減に努めた。同治5(1866)年 には ト・ワンの70才を記念して盟のナーダムが開催

されるとともに,盟 全体から 「九白の貢」を受け取ることまで行なわれた。「九白の

貢」とは,清 朝皇帝だけが受け取れるモンゴル の象徴的な貢ぎ物(本 来白馬8頭 と白

ラクダ1頭)で あ り,そ れを受け取 った ト・ワンの行為からは,極 言すれぽ清朝支配

からの離脱という意図すら感 じとれ よう。

　ただし盟内には,や は りト・ワンに敵対す る王侯 もいたらしい。同治6(1867)年

ト・ワンが北京に出かけている間に,副 盟長エルデネ トクトールは,公 金横領の件で

ト・ワンを庫倫辮事大臣に告発した。 しか し詳しい捜査が行なわれる前に,ト ・ワン

は同治7(1868)年4月6日,北 京からの帰郷途上で病死 した。清朝政府は大臣を派

遣して丁重に葬儀を行ない,そ の後,ト ・ワンが横領 した盟の公金を中右旗から賠償

させる処置をとるとともに,「九白の貢」を提案 した盟内の旗長たちを処罰 した。弱

腰ともとれるような寛大な措置であった。

b.　 ト ・ワン の生 きた時 代(問 題提起)

　 ト・ワンの生きた19世紀初めから中頃過ぎにかけての時代は,清 朝がモンゴルを支

配 していた時代の後半期に含まれる。

　康煕30(1691)年 に始まった清朝のハルハ ・モンゴル支配は,当 初,実 質を伴わな

い形式的な支配に過ぎなかった。それが,ジ ュンガル王国の滅亡(1755-1757年)後,

既に別稿で述べた ように,1790年 前後からようや く実質を伴ったものとなる(萩 原

1988;1990;1993)。 具体的には,理 藩院による文書行政の徹底(盟 旗制度の完成)

とモンゴル貴族への行政監察強化,す なわちモンゴル貴族の官僚化であ り,法 制面で

いうと,清 朝蒙古例の遵守とそれに伴 う皇帝 ・理藩院の司法支配開始である。 この清

朝支配前半期の政治史 ・法制史は,最 近岡洋樹や筆者の研究でようや くそマ)概観が明

らかにな りつつあるところである。

　一方,ト ・ワンの生 きた時代である後半期は,清 朝期(1691-1911年)か らその後

の活仏制モンゴル 国の時代(1911--1921年)に つながっていく意味で,政 治史上注 目

すべき時代であるにもかかわらず,日 本ではまだほとんど研究がなされていない。一
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時強まったこの清朝支配がいつごろ弛緩 し始めるのか,そ してそれに乗 じたモンゴル

貴族がどういう形で地方領主化 して行き,辛 亥革命(1911年)直 後の独立宣言へ とど

うつながるのか実に興味深い。モンゴル人学者による研究を検証する意味でも,日 本

でのさらなる研究が期待されるところである。

　またより広い視野から見れば,19世 紀は,モンゴル のみならずアジアの各地で様々

な種類の改革が行なわれた時期でもある。例えば日本では,や や早い時期に行なわれ

た有名な米沢藩,上 杉鷹山による改革が ト・ワンの改革に似ているし,幕 末に西南各

地の諸藩で行なわれた藩政改革は,そ の後の日本の明治維新に大きな影響を与えてい

る。中国 ・朝鮮 ・日本等広 く東アジア全域の歴史から見る時,ト ・ワンの改革の評価

もおのずと違 ったものになるであろう。

　ナツァク ドルジは,ト ・ワンを積極的に評価しつつも,そ の研究が執筆された時代

背景にも影響されてか,あ くまで人民を搾取して自己の利益を図る残酷な封建支配者

階級としてとらえている(Haqarnop)K　 1968)。 しかしナツァク ドルジ自身の言にも

あるように,現 在に至るまで ト・ワンは現地の昔話の中で,第 一級の功労者としてた

たえられているという。 ト・ワンの改革の持つ意味を深く研究 し,彼 の評価を再検討

する時期に来ているのではないだろ うか。

2.『 ト ・ワ ンの 教 え 』 に つ い て

a.そ の写本 と内容

　ナツァク ドルジによると,『 ト・ワンの教え』の写本は ウランバー トルのモンゴル

国立図書館に三種類残ってお り,彼 はそれをA写 本,B写 本,第 三の写本 と呼んで

いる　(Hauarnop)K　 1968:62-66)。

　A写 本は清末のものらしく最も古いが,誤 脱が多 く,写 真に撮 っても判読できな

いような部分がある。B写 本は活仏制モンゴル国時代のものらしいが,誤 脱は少なく

文字も明瞭である。第三の写本は ト・ワンの子マンズパザルの時代に出された追加条

文を含む写本で,誤 りが多い上に最後の部分が欠けている。そして写本 自体の名称も,

A写 本は 『参賛 ・王から所属の民に生計を立てることを指示し教えたのに従って遂行

させる規則の楢冊』,B写 本は 『参賛 ・王の生計を立てることを指示した教え』,第三

の写本は 『ト・ワンの生計を立てる教えを継承 ・追加 して公布した文書』となってい

る。
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　 ナ ツ ァ ク ドル ジは,最 も信頼 で き るB写 本 を底 本 と して影 印 し,キ リル 文 字 転 写

に際 して は,他 の写 本 に あ って底 本 に 欠 け て い る ご くわ ず か な部 分 を も別 に補 っ てい

る。 本稿 もそ れ に 従 い,5写 本 の影 印版 を 底 本 と し,ナ ツ ァク ドル ジに よる補 足 を 併

記 す る。

　 E写 本 の 書 式 や 筆 写 法 の特 徴 に つ い て は 彼 も少 貫 も と も に 何 も述 べ て い な い が

(Hauarnop)K　 l　968;小 貫1982;1993),今,影 印版 を ざ っ と見 た だけ で もい くつか 興 味

深 い 点を 指 摘 で きる。

　 最初 に,「 遽 頭 」 と 「閾字 」 が あ げ られ る。 「撥頭 」 は,大 きな もの(二 字擁 頭 に相

当)と 小 さ な もの(一 字 擁 頭 に 相 当)の 二 種 類 あ り,は っ き りと区別 され てい る。 大

き く擁 頭 して い る のは 清 朝 皇 帝 に 関す る言 葉 で,計3ヶ 所 あ る。 まず 「勅jarliγ」 と

い う語 が 写 本1葉 裏(Hallarnop)K　 1968:122)の9行 目に あ り,「 聖 主boγda　 ejen」

と い う皇 帝 へ の 尊 称 が 写 本2葉 表(HauarAop)K　 1968:123)の5行 目 と,11葉 表

(Hanarnop)K　 l968:141)の6行 目との2ヶ 所 あ って,そ れ ぞれ 大 き く擁 頭 して い る。

小 さ な撞頭 は計12ヶ 所 あ る。 そ の うち11ヶ 所 は,全 体 が11条 か ら な って い る 『ト ・ワ

ンの教 え』 の 各 条文 の 冒頭 に置 か れ て い る 「一 条nigen獅1」 とい う言 葉 で あ り,残

りの1ヶ 所 は,写 本9葉 表(Hallamop}K　 1968:137)の1行 目にあ る 「国政ulus　 t6rU」

とい う言葉 で あ る。

　 一 方 「闘 字 」 は3ヶ 所 あ り,写 本2葉 表(Haqamop)K　 1968:123)の11行 目 と写 本

5葉 裏(Hauarnop)K　 1968:130)の1行 目 とにあ る 「聖 チン ギ ス6inggis　 boγda」 とい

う語,そ して写 本22葉 裏(HauarAop)K　 1968:164)の6行 目に あ る 「国 政ulus・t6rU」

とい う語 で あ る。

　 以上 か ら見 て まず 注 目 され る の は,チ ンギ ス汗 よ りも清朝 皇 帝 の方 が 格 上 に扱 わ れ

て い る とい う点 で あ る。 オ リジナ ル テ キス トが 清朝 時 代 に 書 か れ た もので あ る か ら,

あ る意 味 で は 当然 ともい え るが,チ ンギス 汗 は 小 さ な 「擁 頭 」 の扱 いす ら受 け て い な

い の で,敬 意 の払 い方 が 決 して第 一 級 でな か った こ とは,容 易 に確 認 で き る。

　 つ い で,B写 本 の筆 写 法 の特 徴 と して,満 洲 語 正 書 法 の影 響 が あげ られ る。実 際 に,

写 本11葉 表(Hauamop)K　 1968:141)の1行 目に見 られ るチ ベ ッ ト仏 教 寺 院 「雍 和 宮 」

の 音 訳 綴 り"yan　 he　gung"な どは,満 洲 語 の正 書 法 で 書 か れ て い るが,そ れ 以外 の

普 通 のモンゴル 文 で も,dやeの 文字 をt,　aと 区 別す るた め に,し ば しぼ 満洲 語 に な

ら って右 側 に 点 を 打 って い るの で あ る。 右 に 点 を 打 つ のは,満 ・蒙 文 を公 文 書 に 併 用

して い た清 朝 時 代 で はモンゴル 文 棺 案 に よ く見 られ た特 徴 で あ るが,こ の写 本 が 半 分

私 的 な性 格 の文 書 で あ る とい う点 と,活 仏 制 モ ンゴル 国時 代 の写 本 で あ る とい う点 か
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ら考 え る と,満 洲 語 の影 響 が いか に 強 く残 っ てい た か とい う こ とが よ く理 解 で きる。

　 また,n終 わ りの語 に 少 し間 隔 を空 け て 一i,-u等 の接 尾 辞 を 付す 際 にnの 左 下 に し

ぼ しぽ 点 を 打 ってい る こ と,rの 次 に来 るaやeをiと しか 読 め な い ぐらい左 下 に長

く伸 ぽ して 書 い て しま う癖 が あ る こ と,名 詞 の対 格 語 尾 一iと 一yiとの使 い分 け や 属 格

語 尾 一un,-Unと 一yinと の 使 い分 けが 混 乱 して い る こ と,さ らに,口 語 の発 音 を反 映

した綴 りが 多 く見 られ る こ と も,こ の写 本 の特 徴 で あ る。

　 さて 『ト ・ワンの教 え』 全11条 の 内容 に つ い て は,既 に ナ ツ ァク ドル ジ と小 貫 が そ

れ ぞ れ 細 か く検 討 して お り(Hallamop)K　 1968:66-88;小 貫1982;1993:59-66),訳

註 を詳 し く提 示 す る本稿 では そ の 概要 を記 す に と どめ た い。

　 第1条 は,岡 が 指摘 した よ うに(岡1997),雍 正 帝 の 『聖 諭 広 訓 』 を 引用 しつつ,

仏 教 ・儒 教 的 な道 徳 の こ とを述 べ て い る。 第2条 は,日 常 の勤 労 と倹 約 に つ い て。 第

3条 は,誠 実 に賦 役 に 努 め るべ き こ と。 第4条 は,貧 民 が 富 民 の 使 用 人 と して生 計 を

立 て て い くべ きこ と。 第5条 は,再 び 日常 の勤 労 と倹 約 。 第6条 は,子 供 や妻 等家 族

の問 題 。 第7条 は,ラ マ が清 貧 を 保 つ べ き こ と。 第8条 は,盗 人 の管 理 と感 化 。第9

条 は,キ ャ ラバ ンで 輸 送 を 行 な う際 の注意 。 第10条 は,四 季 に 応 じた 効 率 的 な 遊牧 の

方 法 。 第11条 は,遊 牧 生 活 の 心構 え につ い て で あ る。

　 この うち 『ト ・ワ ンの 教 え 』 で 最 も特 徴 的 な の は,や は り第10,11条 の遊 牧 の 方 法

に 関す る細 か い指 示 であ る。 この2つ の条 は 他 の条 文 に比 して 特 に長 く,当 時 の 遊牧

生 活 に つ い て 詳 し く知 る こ とが で き る。 また そ の ほ か に も第1,6,7,8等 の 条 文 か

らは 当時 の王 侯 や牧 民 の精 神 世 界 を か い間 見 る こ とが で きる し,第2,4～11の 条 文

か らは モ ン ゴル牧 民 の具 体 的 な 日常 生 活 が よ く伝 わ って くる。 ま さに 一 等 史料 の名 に

ふ さわ しい もの とい え よ う。

b.rト ・ワン の教 え』 出現 の背景 とヘル レンバ ルホ ト盟 での教 訓書の流

　　行

　 rト ・ワンの教え』は,ど のような時代背景から出現 したのであろうか。そもそも

中国では,「善書」と総称される教訓書が古 くから一般に流布 してお り,特 に明末清

初にはその最盛期を迎えた。「善書」とは,酒 井(1960;1967)の 定義によれば,読

書人によってi著された民衆教化用の通俗的教訓書であった。一方それらとはまた別に,

中国の明王朝では,太 祖洪武帝によって 『六諭』という有名な教訓が発布され,里 甲

制を通 じて広 く一般に流布 ・強制された。清朝でもその伝統を継承 して,康 煕帝はr聖

諭十六条』,雍正帝は 『聖諭広訓』 とい う同様の教訓書を発布 し,一 般に徹底させた
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こ とが,よ く知 られ て い る(大 村1953;1958;酒 井1960;鈴 木1967)。 こち らは 皇

帝 か ら直接 下 され た 訓 示 で あ る点 が,「 善 書 」 との大 きな相 違 で あ る。

　 これ らの教 訓 書 は,い ずれ の系 統 の もの も 日本 や 琉 球 等広 く東 ア ジ アに広 ま り,大

き な 影 響 を 及 ぼ した こ とが よ く知 られ て い る(神 崎1994;酒 井1965;1966;1988;

鈴 木1967;安 岡1958)。 この 点 か ら考 え て,中 国 の 「善 書 」 やr聖 諭 広 訓』 等 の伝

統 が19世 紀 に な っ て徐 々にモンゴル に まで波 及 した こ とは,も とよ り容 易 に想 像 で き

る。 ナ ツ ァ ク ドル ジ も,19世 紀 初 め 頃 に 清朝 の道 光 帝 や ウ リヤ ス タイ 定辺 左副 将 軍 が

繰 り返 し この種 の 教 訓 書 を 出 してい て,そ れ らがrト ・ワン の教 え』 に影 響 を与 えた

可 能 性 を正 し く指 摘 して い る(Hauarnop)K　 l968:65-66)。

　 また,ハ ル ハ の ヘ ル レン バ ル ポ ト盟 で 作 られ た 教訓 書 は,『 ト ・ワ ンの 教 え』 だけ

で は な い 。 ナ ツ ァク ドル ジは,『 ト ・ワ ンの教 え』 出現 以 前 に チ ェチ ェ ン汗,ア ル ト

シ ドが 道 光 帝 の 教 訓 書 に基 づ い て 自分 の 教 訓 書 を 著 し盟 内 各 旗 に 頒 布 して い た こ と

や,『 ト ・ワン の教 え』 の影 響 を受 け て盟 内 で後 に 著 され た と思 わ れ る著 者 不 明 の教

訓 書 がモンゴル 国 立 図 書 館 に所 蔵 され て い る こ とを 述 べ て い る(Hallarnop)K　 1968:

65-66)。 これ に 対 して,岡 洋 樹 は,光 緒ll(1885)年 発布 の 本 盟 中 末 旗 旗 長 プ レブ ジ

ャ ブの布 告 文 と,宣 統 元(1909)年 発布 の本 盟 右 翼 中旗 旗 長 ゴン ボス レンの諭 告 文 を

紹 介 した(岡1985;1990)。 この 両 諭 告文 は,前 者 が ナ ツ ァク ドル ジ の別 の著 作 に モ

ン ゴル 文 字 で抄 録 され て お り(Hallarnop)K　 1960),後 者 は バ ダ ム ハ タン の著 作 に転

r写 文 の み が収 録 され て
い る(BanaMxaTaH　 l　972)。

　 そ の後,岡 の研 究 に よ って,こ の プ レブジ ャブの布 告 文 が 『聖 諭 広訓 』 の モ ン ゴル

語 版 か らの直 接 引 用 を 大量 に含 ん で い る こ とが 明 らか に され,同 時 にrト ・ワン の教

え 』 の第 一 条 に も 『聖 諭 広 訓 』 モ ン ゴル語 版 が 短 く引 用 され て い る こ とが確 認 され た

　 (岡1996;1997)。 した が って,モンゴル で作 成 され た これ ら の教 訓 書 が,上 記2系

統 の うち の後 者,つ ま り,中 国 皇 帝 に よる直 接 の訓辞 か らの大 きな影 響 を受 け て い る

こ とは 明 らか で あ る。 た だ,よ り重 要 な こと と して,個 々 の教 訓 書 の 内容 や 力 点 の置

き方 が必 ず しも一 様 で な い こ とが 挙 げ られ よ う。 例 え ば,上 記 プ レブ ジ ャブ の布 告文

と 『ト ・ワ ンの教 え』 を比 較 す る と,両 者 と もに 『聖 諭 広 訓 』 を 引用 して 儒 教 的 倫理

観 を説 い てい る部 分 が あ る に もか か わ らず,前 者 は あ くまで 行 政 や宗 教 上 の訓 辞 の部

分 に 力点 が 置 か れ て い る の に対 して,後 者 は 遊牧 経 済 に関 す る訓辞 の部 分 に 力 点 が置

か れ て い る。 中 国皇 帝 の訓 辞 か ら影響 を受 け て は い て も,個 々の教 訓 書 の 目的 そ の も

の に はや は り独 自性 が見 られ るわ け で あ る。

　 最後 に,rト ・ワン の教 え』 が 内 容 と 目的 の 両面 で,日 本 の江 戸 幕 府 が 布 告 した慶
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安2(1649)年 のr慶 安御触書』によく似ていることも,誰 もがす ぐ気づ くことであ

る(神 崎1994;山 本1994)。 例えば,煙 草やお茶,高 価な衣服などの禁止,そ して

賦役(年 貢)へ の専心を説いている点等である。中国に端を発 した教訓書の伝統が東

アジア各地に広まり,日 本やモンゴルによく似た影響を与えたこともまた容易に想像

できるが,両 者の年代は大きく異なっていて,直 接の関係は不明である。

　以上,『 ト・ワンの教え』が決 して単独で突然現れたものではなく,種 々の教訓書

の影響を受けて当時のヘルレンバルポ ト盟に集中的に現れた教訓書の中の一つである

ことは確かである。そ してそれらの教訓書の中でも特に注目すべき内容を持 っており,

この教訓書自身も後代に大きな影響を与えたといえるであろう。

3.『 ト ・ワン の 教 え 』 転 写 ・訳 註

転写文 ・訳文中の記号 ・略語

【/】　 影印写本の葉番号 とナツァクドルジの著作(Hallarnop)K　 1968:121-165)

　　　　 に収録されている影印写本該当部分のページ。そのキ リル文字転写文

　　　　　 (Hallarnop;K　1968:105-118)に も影印写本の葉番号が記入されているので,

　　　　 キ リル文字転写文及び影印写本の双方 と同時に対照できる

//　 　 影印写本各葉の行番号

①②　　 条文の番号を示すために訳者萩原が便宜的に付 した数字

[]　 ナツァクドルジのキ リル文字転写文中(Haqarnop)K　 l968:105-118)で

　　　　 彼によって加えられた他の写本等による補足(補 足記号なしに加えられ

　　　　 たものを含む)

{}　 影印写本の判読不能部分をキ リル文字転写文から萩原が再構成 した綴 り

()　 訳者萩原による転写文 ・訳文の補足 ・説明。転写モンゴル語の説明はそ

　　　　 の単語のすぐ上に記 した

「『』」　　引用関係を示すために訳者が付 した記号

,　　　 写本中の文の切れ 目に記された一点による記号(6eg)

,,　　　 写本中の文の切れ 目に記された二点による記号(dabqurこeg)

,,,,　　 写本中の文の切れ 目に記された四点による記号(d6rbeljin　6eg)

6U　 　 語中形の6やtiの 綴 り(oやuと 同じはず)が,誤 って語頭子音直後の

　　　　 6やUの 綴 りと同じになっていることを示すためのアンダーライン

oh　 　　その文字が,外 来語を写すためのガ リック文字であることを示すための
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　 　 　 　 アン ダ ー ライ ン

chi.　 　 中 国語

man.　 満 洲 語

skt.　 　 サ ンス ク リ ッ ト語

tib.　 　 チ ベ ッ ト語

転写 ・訳註凡例

・対応関係にある転写モンゴル 語とその日本語訳語は,基 本的に双方の語頭の位置を

　そろえた。

・綴 り字等に関する註は主に転写文に付 し,単 語や文の意味に関する註は主に訳文に

　付した。

・「擁頭」部分は改行 して逆に行頭を下げ ,そ の度合を表示するために(撞 頭 ・大),

　 (擁頭 ・小)と 記した。

・ 「閾字」部分は少し空けて(闘 字)と 記 した。

・年月は原文通 り清朝暦,家 畜や人の年齢も原文通 り全て数え年とした。

・訳文文脈の都合上,モ ンゴル語原文では切れていない長文をいったん切 って二文に

　分けた り,訳 語の配列順を原文 と入れ換えた りしたところがある。またその際いち

　いち註は付していない。

・煩雑 さを避け るため,ナ ツァクドルジのキ リル文字転写文(Hallarnop)K　 1968:

　 105-ll8)に 細かい誤 りがあった場合でも,註 は付 していない。またキリル文字転

　写文は,例 えぽ動詞の仮定接尾辞 一basu/-besUや 一qula/-kUleを 一6an/-63n(-bal/-

　bel)に 変えた り,動 詞kemekUをr3x(gekU)に 変えた りするなど,古 い表現を全

　 く同意の現代語で転写している場合が しぼしばあるが,そ れに対 してもいちいち註

　は付 していない。

・外来語の語源表示は必要最低限の語の初出時にとどめ,常 識的なものは省略した。

・対格 ・属格語尾を含めて大量に存在するモンゴル語の誤った綴 りや,異 形綴 りの指

　摘も,お おむね必要最低限の語の初出時にとどめた。
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　 転 写 文 ・訳 文

(<man.　 hebe　 i)

kebei　 vang-un　 　　　aju　t6rUkifig)-yi　 　　　ji7aγsan　 　suraγal　bolai,,,,

参 賛 　(郡)王8)の 生 計 を た て る こ とを 指 示 した 教 え　 　で あ る。[ま とめ て 清書 した写 本 コ

【1a/p,!21】

/Ol/tUgemel　 elbegtU・yinγurbaduγar　 on　 jirγuγan　saradu　 kebei　 　　 vang　 tan-aるa

　 　威 　 　豊 　 　 　三(1853)年 六 　 　 月 に 　 参賛(郡)王 　 殿 よ り,

/02/qariyatu　 qosiγun-u　 t6ni1一廿n　daruγ 一a　tayiji-nar　 d6rben　 sumun-u

　 　 属 下 の 旗 　 　の,族 　 　 長 ・　 台 吉 た ち ・ 四人 の 佐

　 (<man.　 funde)　 　 　　 　　　 (<man,　 hafan)

/03/janggi　 k廿ndh,　 　jiγsaγal-un　daruγ 國a,　qab6ud,　 　　k6geg乙i。ner-tUr　 tusiya1γaju

　 　 領 ・　 暁 騎校 ・ 侍 衛 　　 　 長 ・　　 官 吏 た ち ・ 領 催 　　ら10)に 命 じさせ て,

/04/teden-ti　 tus　tus-un　 baγ　 　 sumun-u　 dotorki　 tayiji　 arad蓉ara　 qara　 olan

　 　 彼 ら　 各 々 の 　 バ グやン ム11)の 中 の 　 台 吉 や 民,聖 　 俗 　 全 て の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (-iの 誤 り)

/05/bUkifndi　 aju　t6r繭k髄　　　yabudal-yi　 sur7aγsan-i　 　　 egride　 ki乙iyengtiyilen　 daγaju

　 　 大 衆 の 　 生 計 を た て る 行 為 　 を 教 えた こ とに,常 に 　 努 め　 　 　 　 従 って

/06/yabuγulaqu　 d廿rim　 kemjiyen-O　 debter　 dangse　 bolai,

　 　 行 か せ る 規 則 　 の 楢 冊 で あ る 。

①(erkimlekUに 同 じ)(yirtin6U-dUrの 誤 り)

/07/(撥 頭 ・小)nigen　 jUi1,　knmUn-h　 erkemlekU　 yaγum-a　 anu,　 ene　 yirtengこU.dUr　 yosu

　　　　　　　一 　条。人 　 が尊重すべき事 　 　は,こ の世 　 　で 礼儀・

/08/jirum-i　khndOdken　 aju　jiγuqui-yi　ki6iyekO,　　　　eξOs　qoyitu-yi　sanaju

　 　 規則 を 尊重 して　 生　計　　 に 努め ること,　将　 来　　を 案 じて

　 　　　　　 　　　(erkimlenの 誤 り)

/09/burqan　 sajin・i　erkimelen　buyan　nom-i　 OiledkO　 　　 ene　qoyar　bolai,　　 teyimti・yin

　 　 仏　　 教　 を 尊び　　 善　 　行 　を 行な うこと,こ の二つ　 であ る。　 こ　　 の

　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　 (・iyerの誤 り)

/10/tula　 burqan　nom　 blam-a　quvaraγnoyad　 t血simed・i　jerge　des-ber　k"nd湿ekO

　 　 ため,仏 ・　 法 ・僧　 　 侶 ・　 貴族 ・ 官僚　 に 順 　　々 に　 敬意を表す る
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　　 　　　　　 　 (tigUlekUに同 じ)

/11/yosulal　yayun　UggUlkU,　kUmUn　 e6ige　eke-yin　surγa1-iyar　　 sayi

　　礼儀は 勿論のこと12),人 は　　父　　母 の　 教え に よって ようや く

　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　 (sayinは行の左に追加 された語)

/12/k茸mOjigsen　tula,　　　　　　 kejiyede　a6i-yi　martal　Ogei　sayin　sanan　 　　 yabuju,

　　人 とな った のであるか ら,常 に　　恩 を 忘れ　 ず　 よく　思いだ して 暮 し,

【1b/p.122】　(ifrgtilji'の誤 り)

/Ol/adaγni　　　tirgiilji　　　　　　　　　　　　　　eseこidabasu　　　　　　　　　　　　　～iaγan　sar-ayin　sin■e-yin　nigen-dif

　　最低限,　 常 に(恩 を謝す ことが)で きないのなら,(最 低限)正 　 　月　 の 初　 　　一 日 に

/02/yeke　 yosulal-un　daraγ一a　e6ige　eke-degen　s6gtiddUn　 　 yosulζn　m6rg且 」血

　　大 きな 儀礼 　の 後,　 　 父 　 母 に　 　 ひざまつい て お辞 　　儀を し,

　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　 (qubこadの 誤 り)

/03/qadaγ 　　　　　barin　　jo1γuju　　　　　　　edUr　bUri　aγuqu　idekU　d6rben　6a7-un　qub6id-i

　　 ハダク13)を 捧げて あいさつを し,毎 　 日の 飲　 　食や　四　　 季 の　衣服　を

/04/dutaγu　　Ogei　　　　　 ki乙iyen　o!daγsan　　　ali　　amtatai-yi　　ideg丘lj廿,　dulaγan　k6nggen

　　不足 させないよ うに 励み,　 手 に入 った 何か おい しい物 を食べ させ,　　　 軽 く

/05/dulaγan・・i　i4)emtiskeji'sayiqan　 ktindtilen　kifbegifn　6ber-e-iyen　se6en　mergen

　　暖か い服を　着せて　　よく　　 尊び15、　 息子は,　 自らが　　　賢　　明で

　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　 (medemekeyilJUの 誤 りとみなす)

/06/bolba6u　 e6ige　eke-ebe　asa7ul　　 Ugei　aju　tδrUl-dUr　medekeyilji'　　　　 bolqu

　　 あっても 父 母 に 尋ね ることな く 生 計 の 知識を鼻にかけては なら

/07/hgei,　　edUge　ta-nar　　　　　　　　e6ige　eke　　aq-a-nar　　　ege～ii　berged-i　k廿nd並1」∬

　　 ない。 今　　おまえたちが,父 　 母 ・ 兄　 たち ・ 姉 ・ 兄嫁 らを 重 ん じて[秩 序正 しくしなかっ

　　 たなら,後 でおまえを誰が]

/08/ergIim髄i,　　　　　　　　　　gek廿～iii　　　　　bayituγai,

　　世話す る[の か]16㌔　以上 のことは 勿論 のこと,(雍 正帝の)

　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 (bolの 後 のaは 呼びかけの間投詞 とみ なす)

/09/(撥 頭 ・大)jarliγ一un　dotur・a　 nigen　nasu　aq-a　bolba6u　 kelekUi-dtir　　 ayatai　bol　a,

　　 　　　　　 お言葉の 中 で,　 「一　 　才　 年上 であ って も 話す に当た って 丁寧であれ,

　　sa7uqui-dur

　　座 る　 に当たって
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/10/dour-a　bol　a,　yabuqui-dur　 　　　qojid　bol　a　　　kemegsen　 bi髄,　 　　　 eyimti

　　下座 となれ,行 く　 に当たって 後 ろに なれ且吻　 とい った ではないか。　 この ように

　　Jlrum-ta1

　　秩序正 しく

/11/yabuba1-a　 nasu　 buyan　 maγad　nememtii,　qa7u6in　Ugen-difr　aq-a-nar-i

　　暮 らせば,一 生,善 行を 確か に 積める。　 古い　　言葉に,「 年長者た ちを

　 (abuγayilbasuに 同 じ)

/12/abγayilbasu　arban　6aγan　buyan　 nemedeg,　 dorumjilabasu　 dalan　 nigti1

　　厚遇すれば 十 の　 白い　善行を 積める,　 蔑視すれば　 　七十の 罪が

【2a/p,123】

/01/iredeg　　　　　　　　　bisih,　　　　　　　　e6ige　　{eke　　aq-a-nar　inu　　　　　keUked　de}g蔦{i-ner-iyen

　　来る」(と い う)で はないか。　 「父　 　 母や 兄　 　　 たちは,子 供や 弟　 　た ちを

/02/kereg　Ugei　erkelegillji'erke-yi　　 surγaqar-a,　jirum　 yosulal　aju　t6rUkU

　　不必要 に 甘やか して わがままを教 えず18),　規則 ・ 礼儀や 生計をたてる

/03/yabuda1-i　jiγaju　berke-yi　 　　surγaltai　　　　　　　　　　　　 m6n　 qaγu6in　　 Uge　 bisiU,

　　行為　 を示 し,困 難 なことを 教えるべきだ」(と い う教 えも),　 また 古 くか らの 言葉 ではないか。

　　gekU

　　以上の ことは

/04/tedUi　Ugei

　　勿論 のこと,(雍 正帝に よる)

　　　　　 　　　　　 　　　(sengkeregUIUnに 同 じとみなす)

/05/(撥 頭 ・大)boγda　 ejen一薮senkirigtilifn　badara7ulqu　 surγal　jarli?-un　dotur-a　 olan　irgen

　　　　　 　　 聖 主 の 諭 して 広め る 教 えの お言葉の 中で,「 大 衆は

/06/bhgOdeger　 ki6iyengUyilen　aqa～iilaqu　degU6ilekti　yosulal-yi　knnd廿dken　kereglekUn-i

　　皆　　 　　努めて　　 　 長幼 の序を守 る　 　　礼儀　 を 重ん じ,　 物品　 　　を

/07/kemnejO　 sayin　irgen　bolqu-yi　　　 ki乙iy-e,　teme6ekU　 ketUrek血　　　　　maγu　surmaγai-yi

　　倹約 して 良 き 民　　とな ることに 努め よ,争 った り 分 を越 した りす る 悪い　習慣　 　を

　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　(-turの 誤 り)(jalqaγuranに 同 じ)

/08/bUrin-e　gegegtnn,　ekin-d廿r　kiξiiyeged　adaγ一tUr　buul9)jalqayiran　osuldaγtun

　　完全に 捨て よ,　 最初は　 努めて　 最後には 怠慢にな るようなことをす るな,

　　　　　 　　　　　 　　(arbilaquに 同 じ)

/09/bUrilgen　sOidkej茸　UIU　　aribilaqu-yi　　6erig　irgen　neng　　g廿n-e

　　浪　　　費 して　 倹約 しないことを 兵や 民に まさに 厳 しく
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/10/乙egerlebesU　jokimui　 　　　 kemegsen-i　 　　　 ki乙iyenggUyilen　egifride　daγaju　yabubasu　jokiqu

　　禁止す　 　 べきである」20)と いった ことに,敬 意を表 して　 常忙　 　従 って 行 く　 　 べ き

/11/tulada,　 (閾字)乙inggis　boγda-yin　 surγal-dur　erdem-Un　 degedti　　 　 eb　 　　　　　 kemegsen

　　 なので,　 聖 チン ギスの 教 え に 「教養 の 最たるものは 和合 である」21)と いった

/12/bolai,　　　 basa　 　 eblebesif　 bUtUdeg,　qoblabasu　 7utudaγ　　　kemeg6i　 　qa7uこin

　　 のであ る。　 また,「 和合すれ ぽ 成功 し,中 傷すれぽ だめにな る」　 というの も 古 い

　　Uge,

　　言葉であ る。

【2b/p.124】　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　 (-iyanの 誤 り)

/01/yeke　 　　baγ一a　　 bUgifdeger　jerge　yosula1-ban　olju　　　　 ebtei　　　 bolbasu　 66m

　　年長者 ・年少者が 皆　　　　 自分の身分礼儀を わ きまえて 秩序正 しく すれ ば,皆

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (oyir-a-a6aに 同 じ)

/02/61jeyitei　bolju　　　qamuγsayin　 irgen　bolqu-yin　terigUn　　　　ni　tere　　　　　　　　basa　oyirnas22)

　　平安　　 となる。 皆が　 良き 民　　とな る　 筆頭 のもの が これ であ る。　 また 最近,

　　　　　 　　　　　　(eremsij負に同 じ)　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 (γangsa<ch.桿 子 に同 じ)

/03/忌aliγ　　 duran・dur　erimsiji'tamiki　tatan　　　 medegdej廿kni,　 　　 tamikiγangsu　 jerge-yi

　　軽 々 しい 好 みに,　 乗 じて 煙草を 吸 うことが 知 られて しま った。 煙 草や キセル 等 　を

　　　　　 　　　　 (ilegtitiは行の左に追加された語)　 　 　　　 　　　 　　 　　　 　 (endegdenに 同 じ)

/04/qudaldun　 ab6u.　 ileghh　γarujadamui,　 basa　 tamikin-u　 　　　　　　　　γal-a6a　engdegden　 t面mer

　　 買い　 　 取 って 余分に 支出 している。　 また,煙 草の[罪 は大 きい上 に]火 から 誤 って　　 失

　　aldaju

　　 火 して

　 (kUndtiに 同 じ)　　　 　　 　 　 (boljabasuの 誤 り)

/05/kUngdU　 ya1-a-dur　qolba7daqu-yi　bolujabasu　Ulti　bolqu　tula,　　ed血ge-ebe

　　重 い 罪 に 関わるか も 知れ 　 な い 　ので,今 後

/06/dakin　6ingdalan　joγsuγan　tusiyaγtun,

　　再 び　厳 しく　 禁 じて　 命令せ よ2孔

②(amur-iの 誤 り)(demei　 le　K同 じ)

/07/(撥 頭 ・小)nigen　 ji'il　yern　 bey・e・yin　amur・yi　erin　 demile　 　 sula　 saγubasu　 　　　 noyir

　　　　　 　　 一　 　条。 一般 に 身　 の　 安 楽を　求あ,い たず らに ひ まに 暮 らしている と,眠 く

/08/kUrOn　 umtaγad　 　　　aju　t6rUkti・yi　　　aldaqu　 　　　　arai　sereji'　　bosuba1・a　 dakin　 dakin

　　な・て 眠・てしまし・ 生計(の すべ)を 失・てしまう・ 少し 目覚めて 起きると・ 何度 も 何度も
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/09/6ai　　　aγuju　　basa　bayiγsan　b廿g髄deger24)

　 　お茶を 飲み,　 また あ る物 　 全て[を 食べ尽 くして,必 ず,三]

　 　　　　　 　　　　　 　　　　 (qoy㎎laの 誤 り)　　 　 　 　　 　 　　 (tere己ilenの誤 り)

/10/edtir・Un　aγuqu　6ai　　 idekO　 qoγulu・yi　nigen　edUr　barumui,　 　　 ter乙ilen

　 　 日　 で 飲 む　 お茶や 食べる 食事　が 一　 　日で 尽 きて しま う。 そ うや って

　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　(qoγusurajuに 同 じ)

/11/γurban　sarayin　keregle1-i　nigen　ji1く1血25)baruγad　qoγusur乙u　　jarim-ud

　 　三か　 月の　 物 資　 が 一か 月で　 　尽 きて　貧 しくな り,あ る者たちは

/12/ketiked-iyen　erkelegUlifn　kUmim-difr　jaruγulju　　　　　　　 idekU　emUskUi-yi　o1γaγulqu

　 　子供　 を　 甘やか し,人 　 　に　 使わせ て(雇 主か ら)衣 　　食　　 を 与え させ るとい うことを

【3a/p.125】　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (baraγuljuの誤 り)

/01/Ugei　　ger　　degtttirgen　idegUljii　　　　　　　　　ζiaγ一un　dotur-a　　bayiqu-yi　　　　　　'barγulju,　　olan-u

　 　せず,天 幕 一杯 の　　食べ物を食べ させ,期 間　 内　 に,あ る物(全 て)を 尽きさせて 多数(の 、

　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　 (sedkil　jobajuに 同 じ)

/02/　　　 tulada　idekU　em廿sk並gtii乙eldekU　Ugei,6ber廿n　sedkel　jobuju　busud　 em・e

　 　家族)が 　 　 衣　　食に　　不 自由 し,　　 自らの 心が　 痛んで 残 りの 妻

/03/Ur-e-yi　tejigen　eidaqu丘gei　 bolqu　 tula,　　　　　6benin　bey-e-yi　6beriyen

　 　 子 を 養 　 え 　 な く な る。 そ のため,自 分の 身 を 自

/04/albadaju　 　　erte　bosun,　eb並1一廿n　6aγ　bolbasu　6ai　　 aJru7saγar,7ar6u　mal

　 　 制 して(朝)早 く 起 き,冬 　 　 季 に なれぽ　お茶 を 飲んで　 　 出て 家畜を

　 　(aduγulunに 同 じ)

/05/ada7ulun,　 ar7al　tegOk仙　jerge　UiledbUri-dUr　yabuju　edUr　ireji'

　 　 放牧 し,　 牛糞 集め26)等 の 仕事　　に　 行き,昼 に 戻 ってきて

　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 (ireji'の誤 り)

/06/nige　 dai　　 aγuju　γaru7ad　m6n　 yosuγar　　　　 yabuju髄de§i　iriji'　　　 nige

　 　 一杯 の お茶 を 飲 んで 出て,　 元　　通 り(仕 事に)　 行 き,　晩に 戻 って来て 一杯の

　 　　　　　 　　 (qoγulaの 誤 り)

/07/6ai　　 nige　　qoγulu　idebesti　gtii6emtii,　　 gertin　ktimtin　keUked-i　 idqan

　 　 お茶と 一回の 食事を 食ぺれぽ 充分 である。 妻や　　　　 子供　 に 勧めて[繕 い物や]

　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　 (kebteriの 誤 りとみなす)

/08/jasaこa7aqu-yi　UiledkU,　　　　　mal-un　kebtel-e　jerge-yi　jasa6aγan　joγsul　Ugei

　 　 修繕　　　を させ,(妻 子 は)　 家畜 の 寝床　　等　 を 整えて　　休 ま　 ず
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　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　 (aγu16anの 誤 り)

/09/yabuju　 n6k丘r-iyen　irimeg6e　 　　 qamtu　 qoyulu　6ai-yi　aγul6in　yerU

　　 働 き,夫 　 が　 戻 って来れば 一緒 に 食事と お茶を 飲み,決 して

/10/urid-a～ia　ilegU髄　　　　　　　　　kereglejn　　bolqu　Ugei,　　jun-u～iaγ　bolbasu　　　　　　　　nigen

　　 先に　　余分に(食 料 を)　 消費 しては な ら　 ない。『夏　　季 に なれば(こ れ に)一 杯の

/11/乙ai　　 nemej血aγuqu-a乙a　 ilegifU　yaγu　　　　　　bayiqu,　　 kerbe　 　 eyimti　　　 qalaγun

　　 お茶を 加 えて 飲 む。それ 以上　 何(の 必要)が あろ うか。　 もしも　 「この ように 暑 くて

/12/urtu　edUr　d6rben乙ai-bar　yaγakin　　 tesmili .　　 kemebesU,　 　　 g6前gen-U　kUmUn

　　 長い 日に 四杯 の お茶で どうや って 耐えるのか」 とい うの なら,狩 　　 人は

【3b/p,126】

/01/6rl廿ge　mordaγad血de5i　irimtii,　ayan・u　k廿m磁n　edtir　nige　　　　　 亘deleged

　　 朝　　 出発 して　晩 に 戻 る。 旅　 　 人は　　日に 一度(だ け)昼 食を とって

ゾ02/yabumui,　 　　 tere　　yaγakin　bolba,　　 γaγこak廿aju　t6nikU　 　tiiledbtiri　kigsen

　　 行 くのである。　 これは ど う　　 なるのだ。 ただ　　生計をたてる 仕事を　 し

　　　　 　　GUgerに 同 じ)

/03/Ogei-dUr　 jO99er　　　saγuju　6jdaqu　Ugei-yin　tula　　　　　　　　　　teyin　kU　　　　olan　　　　　aγuju

　　 ないか ら ちゃん と 暮 ら　 せ 　 　 ないの 　で(あ って),そ の ように た くさん 飲

　　　　 　　　　　 　　　　 (qomsaの 誤 り)

/04/iden　baruju　 66m　 qour　qomsu　 bolumui,　 　　 jarim-ud　 　　　arai　　　　　　 nige

　　 食 し 尽 くして 皆 　 貧 　 乏に　 なるのである。 あ る者たちは,や っとのことで 一頭の

　　 gorugeSU

　　 野生草食獣を

　　　　 　　　　　 　　　　　 　(yereの 誤 り)　　 　　 　　 　 (aba6uの 誤 り)

/05/angnaju　 nigen　jil　　naya　　　　yeri　　　　jaγu　kUrgeji'alaγsan　aba～ii　yer血　　　idekti-eee

　　 狩 り,　 一　 　年で 八十頭や 九十頭,百 頭 までも　殺 した のに,決 して 食べる以

/06/ilegtiti　　γarγaju　qudaldun　 qo7sil　k6rtingge・・dtir　nemeri　bolγaqu-yi　ki6iyekU

　　 外には,売 　 　 却 して　 財 　 　産 　 　 の 　 足 しに す ることに 努め

　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 (daγusuγadに 同 じ)

/07/tigei　nigen　edifr　kedUn　udaγ一a　6inan　dakill　dakin　idejU　 66m　daγusaγad

　　 ず,一 　 日に 何 　 度 も 　 煮て どん どん 食べて 皆 尽 きさせて しまい,
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/08/qarin　tegtinti　deger-e　6berUn　7adanaki　 mal　 buyu,　esekUl-e　 busud-a6a

　　逆に その　 上に　　自分の そのほかの 家畜 や,　 あるいは 他人 か ら

　 (tarγunの 誤 り)　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 (jekeiに 同 じ)

/09/tarγ昼n　k"硫tei　mal　 Unelen　ab己u　 idekif　　　　　 basa　jarim　qoγsil　jeki2i)　　　　　 arad-ud

　　太 った 丈夫 な 家畜を 買い　 取 って 食 べた りす る。　 また 或 る 財産が 取 るに足 らない 民らは,

　 (くchi.買 費)　 　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　 (ulataiに 同 じ)

/10/kitad　mayima-dur　 6ri　　 talbiju　aγuquこai　　 tataqu　tamiki,6aγan　ultains)

　　漢 人 商人 　 に　 借金を して,飲 む　 お茶や 吸 う　 煙草,　 白い　底の

　　　 　 (sangqayuu　toqumこis己eUセ こ同 じ)　 (jangこeUに 同 じ)(左 下に点があるのでdabuu・nuに 同じとみなす)

/11/γutul　sangqayu　 toqum乙as6iu　 　meng6U,　 jang乙iu　　b6s,　 dabuu・u　jerge

　　靴,　 三 合油　 鞍褥,柞 綜綱,綿 綱,　 潭綱29)の 布,　 木綿,　 等の

/12/yeke　tin-e-tei　　　ed　baray-a　oldaqu-a～ia　　　　ab6u　　　　6ri鳶iri　bo1γaju

　　 大変 値段の高い 物 品を,　 得 られる所か ら 入手 して 負 債　とし,

【4a/p.127】

　 (γoyumsuγ1anに 同 じ)　　　　　　　　　　 (bayaliγに同 じ)

/01/γoyumsa71an　 yabuqu-yi　 　 durlaju　imaγta　bayalaγ30)ktimifn・i　daγuriyan　6benin

　　 飾 りたてて　 暮 らすこ とを 好み,　 常に　 金持 ちの　 人　 　を まねて,　 自らの

　　　 　　　　　 　　　　　(ketifrenに 同 じ)

/02/kiri・・yi　boduqu　 Ugei　 ketUrin　yabumui,　 　　　 jarim-ud　 　　　 budaγ一a　tariju　ki6inen　 yeke

　　 分際を わきまえ ないで 過 ぎた 暮 しを している。 或 る者たちは,穀 物を　植 えて どれだけ 大量に

　　　 　　　　　(eyimnの 誤 りとみなす)

/03/abuba6u　 　　eyim31)　　 kemnen　 kereglekU-yi　medekif　Ugei,6ai　 　 6inaqu　btiri　 buda7-a

　　 収穫 しても,　 このよ うに 倹約 して 使 うことを 知 ら　 　ず,　 お茶を 煮 る　 たびに 穀物を

　　 己inalこaju

　　 一緒に煮 て,

　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　 (dUgOrgenに 同 じとみなす)

/04/basa　面 　　　　aγuqu　bUri　　qaγurai　budaγ一a　　ayaγ一a　degiirigen　　　　　aγuγsaγar　bayiju

　　 また お茶を 飲む　 たびに 乾いた 穀物32)を お碗　 いっぱ いに して 飲み続け ていて,

/05/nigen　jil　　 idekU　　　 buda7-a・yi　nige　　　kedUken　 saradu　66m-i　 baru7ad,　 segO1-difr

　　 一 　　年間で 食べ る分の 穀物　 が 一か 月や 数か　　 月で　 すべ て な くな り,最 後には
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　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 (qabur乙aγ に同 じ)

/06/ayil　ayil　kes茸n　　　　 yaγum・a　7uyun　 yabuju　 qabur乙aγ　budaγ・a　tariqu　6aγ.tu,

　　家　 々を 訪ね回 って,物 を　 　請 うて 暮 らす。 春 　 季 の 穀物 を　植え る 時 には,

/07/Ur-e　 Ugei　 kemen　 　busud-a6a　 Un-c　6gこU　 qudaldun　 ab乙u　 6ri　jegeli　bo1γan

　　「種が ない」　 とい って 他人 か ら 値を 定 めて 買 い　 　 取 り,負 債　 　となして

/08/qokiramui,　 　 nige　 乙erig・・tU　toγtaγaγsan　ktinesti　nige　ed直r　nige

　　損害を受ける。 一人の 兵士に 定め られた 食料は,一 　 日に 一

/09/bitegUti,　 arban　biteg面nige　 geng　 　　　　 nige　dan-u　bolumui,　nige

　　合であ り,十 　　合が　　一　 升,[十 升 が]　 一　 斗33)で ある。　一頭 の

/10/qonin-u　 btikifli　miq-a　nige　sar-a　　　 bolumui,

　　羊　　　全体の 肉は　一か 月(分)に 当た るのだ。

③(gui乙eldOgUlkmこ 同 じ)

/11/(撞 頭 ・小)nigen　 jUil,　bayalaγkUmUn　 alban　 6geti　gUi乙eldegUlkti　jerge　yabudal-a6a

　　 　　 　　　 一　　条。 豊かな　人は,賦 役を 負　 担す る　　 　 等の こと　 に

　　 　　 　　 (buruγuに 同 じ)

/12/berkesiyen　buruγuu　sanaγ・a　egtiskeji'mal　adaンun-iyan　qudalduju　 baraγ・a

　　 困って 　誤 った 考 えを 起こ し,家 畜 　を 売 って 　物品や

【4b/p.128】

/Ol/m6nggU　 bo1γabasu　 alba　6gk丘ttgei　 amurqan　 saγumui　kemen　 yabuqu　 　 kUmUn

　　 お金に 替えれば,賦 　 役 　 な しに 安楽に 　 暮 らせ る などと 考 えて いる 人(が いる)

/02/anu　bolju§i　tigei,　　　　　　 ger-ttir　baraγ一a　m6nggti　bayiba乙u　 雌rejik菰Ugei　bayiγsaγar

　　 　　か もしれ ない。(し か し)家 に　 物品や お金が　あ って も,殖 え　 ない ままで(か つ)

/03/qokiramui,　 kerbe　 m6nggU-yi　 kUUIebedti　　　　　　 nige　lang　yekedebel-e　 　 nigen

　　 損失がある。 たとえ お金　 を 利子付 きで貸 しても,一 　 両 で うま くいっても 一

　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　(fUnの 誤 りと見なす)

/Ca/jil-dU,　 m6。 γ。,b、n　6,n　ji,γ。γan　pU。　 kUU　 t6,timUi,　 　 　 　 1、bun・e,n-yin

　　 年に また 三 　 銭 六 　 分34)の 利子が 生 まれ る(に すぎない)。(一 方,)五 銭 の

/05/Un-e-tei　em-e　qoni　 nigen　jil-dUr　m6n　 tabun乙en-Un　 　　　　　qur7-a　　　nige

　　 値段の 雌 羊は,一 　年に また 五 　 銭 の(値 段の)一 才子羊 を 一,

/06/qoyar　qurγalmui　qurγ・a廿kObe6U　 　arisun　ni　jirγuγa116en・e6e　　qudaldumui,

　　 二頭　生 む。　　 子羊が 死んで も,そ の皮 は 六 　 　 　銭 以上で 売れ る35㌔
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/07/qur7.a　 bayituγai　　 arisun　ni　　　　bolba己u　m6nggUn-O　 k雌 ・e6e　　 ifn・e　ilegUU

　　子 羊は 勿論の こと,そ の皮(だ け)で も　 　お金　 　の 利子 よ りも 価値が 余計に

/08/γarqu　 tula,　　　　　　　　　　　　　　 eyimU　 　　 yeke　 m6nggti-yi　aldaqu　gekti　 tedtii　Ugei,

　　出 る。 だか ら(不 必要 に家畜を売る と)　 この ように 多額の お金　 を 失 う　 とい う のみ ならず,

　　toru・yln

　　政 を司 る

　 (tngriに 同 じ)

/09/tngeri　taγalaqu　tigei,　eldeb　 maγu　iru-a　bolumui,　 ene　 乙6b-tin

　　天 が　好 ま　 　 ない 種々の 悪 い 前兆 となる。　 この 天災の

/10/6aγ一un　ktimUn　buyan　 baγ一a　tula　　6berUn　kU6tin-iyer　bayajiqu　 　　　 berke,　　　　 qarin

　　 時期の 人は,　 善行 が 少ない ため,　 自らの 力　 　で　 豊かにな るのは 困難である。 む しろ

/11/36)ejen　qaγan-u　　　　　　　　　alba　　　degeji　　　　 sayiqan　　　　baribasu　　　　　　tegifnU

　　　 皇　 帝　 　の(た めに)賦 役 の 最 高級品 を 申 し分 な く 捧げ るな らぽ,そ の

　　 buyan-iyar　　　　bayajiqu

　　 善行 に よって 豊かになる者

/12/anu　 olan,　 yerU　 Unen　sana7・a・bar　sUsUlen　 alban　 baridaγkUmim

　　 は　 多い。　一般 に 本　　心 　　 か ら 敬服 して 賦役 を 捧げる　人が

【5a/p.129】

/01/qoγusuraγsan　udaγ一a　urid　 tigei,　qoyin.aこu　 　　　　　　　γarqu　tigei　anu　 　　masi

　　 貧 しくな った ことは かつて ない。 今後 　 　も(そ んな人が)出 　 　ないことは,全 く

　　 Unen,

　　 本当であ る。

/02/teyimtt-yin　tu正a　　　alban　 6gUgsen　kOm廿n-i　 tngri　tedkUdeg,　 buyan　 UiledUgsen

　　 だ　 　 　　か ら,　 「賦役を 出 した　人　 　を 天が 加護す る,善 行を 行 なった

　　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　 (tobtubの誤りとみなす)

/03/kUmUn-i　 burqan　 aburdaγkemen　 qaγudn　Uge　 　　　　　 bi蓉揃,　　　　 jarim-ud　 　　　 dabtub

　　 人　 　を 仏が 　 救 う」　 と　 　 古い　　言葉(に ある)で は ないか。 ある者たちは,明 白に

/04/s三durγu-yi　bariju　　　　　beyeber　yabuju　alba-yi　b廿t廿gejO　　　　　　　　　　　　　6gkU　壮gei

　　 まじめを 本分 と して 身 　を 以 って 賦役を 完了 させ るとい うことを せ　 ず,
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　 (くman.　bogokti)

/05/imaγta　bo忌uqu-nar-bar　6ri　jegeli　kilgen　　　　　　　　　　　　 quriyaγsafi　　　　　 乙aγ

　 　常に　 領催37)ら に　 借 金 を　し,(領 催が全員か ら賦役 を)徴 収 し(終 わ っ)た 時に

　 　ar7-a　 Ugei

　 　 しかた な く

/06/bariγulunδri　　 696if　nigemifstin　qo7usuraγad　 segUldUr　 　　man-u　 mal-i　 alban-du

　 　納めて　　借金を 払い 一挙 に　　 貧 しくな り,最 後 には,　 「我 々の 家畜を 賦役 に

/07/barin　ab6u　 qoγusuraγulba　kemen　 keleji'　 degegsi-yi　　　 alban-du　dergedeki　janggi

　 　徴 　 収 して 貧 しくさせた」　と　 　い って,お 上の ことを,賦 役 に 関わ る　 佐領,

　 　　　 　　 　　　 　 (ner・e・yiの誤 り)

/08/k茸nd廿・ner・tUr　maγu　ner-e-iγarγabasu　　　　　　sidkeji'　6egerlel茸jeg血1bes髄

　 　暁騎校38)ら に 悪　 　く　 　 い う。(こ れ らは,)処 罰 して 禁令 を 示す

/09/jokiqu　arad　 　　 bolai,　 jarim　 6gedele蓉i　tigei　maγu　arad　 aju　t6r症k血

　 　べき　 民[な の]で ある。 若干 の 改 まら　 ない 悪 い　民は,生 計の

/10/UiledbUri-eこe　jayilan　ktimtin-U　sula　bayiγsan　 ed　　 mal-i　 sem　 　　　niγun　ab乙u

　 　仕事　 　を　 離れ,他 人　 の 放　 置 していた 物品や 家畜を こっそ りと 隠　　匿 ・

/11/jabsiqu-yi　 -'　sanaju　qulaγull　yabuju　 amtasin,　 ene　 qoyitu-yi　　　　　　　　 nigem廿s血n

　 　横領す ることを 考え,盗 みを　行 なって 味 を しめ,　 この 来世(の ための善行)が 一挙に

/12/baraju　kUmUn一 髄sUrUg-e乙e　ilγaγdamui,　qulaγai　qudal　 ene　nasun-u

　 　尽 きて 人間 ・の 類別 から 離れ る。　 　 「盗み と 嘘は,今 生 　 の

【5b/p,130】

/01/i6igOr　 e己tis-nir　tamu-yin　buγ　 kemen(閾 字)6inggis　 boγda・yin　surγa1

　 　恥 で,最 後に 地獄 の　 悪魔」　 とは,　　 　 　 聖　 　 チンギスの 教えの

　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　 (emegedに 同 じ)

/02/jarliγ　 bi話i廿,　　　　 urid　man-u　 　　　　　 ebUged　emged　 aburi　　 b並d血g貢n　metU　bolba6u

　 　お言葉 ではな いか。　昔,我 らの(祖 先 の)老 爺 ・ 老婆は 性質 こそ 粗野　　 では あったが,

　 　　　 　　 　　 (aqaこilaquに 同 じ)　　 　　　　　 　　　 (γou16iに同 じ)

/03/aju　　　jiγuqu　aqeilqu　　　degU6ilekti　yosulal-dur　Uneker　γolu6i忌idurγu

　 　生計を たてて 長幼 の序を重ん じる　 礼儀 　には 本当に 実　 　直であった

　 　　　 　　 　　 (talbiγuに同 じ)

/04/tula　　　bayan　 talbiγuu39)　yabujuqui,　 　　　eyim茸一yin　tula　　　qaγu6in-i

　 　ため,豊 かで 穏 やかに 　 暮 らしていた。 だ　 　 　 か ら,古 い
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　 (surtal　 yosula1-i　mOrdenの 誤 りとみなす)

/05/surtaγal　yosula1・i　m6r塾d廿n　 　　　　da7aju　yabubasu　 sayi　　　buyan・i　kUrtegemtii,

　 　教 えや 礼儀 　を よ りどころに して 従 って 行けば,　 よ うや く 善行 を 施す ことになる。

/06/qoγusuran-a　kemeg6i　 　　 erte-e6e　　　　 血ile　　　　　　 gebe6ti　　 ene　 nom　 burqan-tai

　 　貧 しくなる　 とい う者は,前 世 から[の]行 為(の 結果)　 とはいえ,こ の 仏　 法を持 って

　 　t6r並gsen

　 　生 まれた

　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　 (baraγdajuに 同 じ)

/07/yeke　buyan・i　UjebesU,　　　　 yeke　t61ifb　uqaγan　sanaγ一a　baruγdaju　jalqaγuran

　 　大 徳 を 見 るな らば,大 低は 思 　 慮を な くして 怠け

　 (qOyirγUSiγSaγarに同 じ)　　　　 　　　　 (ajUに 同 じ)

/08/qoyirγsiysa7ar　　qamuγ 　Uile　　　　　qojidaju　aji40)　　t6rUl　　　Ugei-e乙e　　　　　　　ed並jO

　 　 さぼ り続けて,全 ての 行ないが 遅れて　 生計が たて られ な くなることに よって

　 (qokiraquに 同 じ)

　 　 qokirqu

　 　 損害を受けて

　 　　 　　 　(qoγusuraquiに 同 じ)

/09/bolumui,　 qo7usurqui-dur　 urid-iyar　uqaγan　baru7damui,　 　　　　　　 uqaγan-tai　kilmtin

　 　 いる。　 貧 しくな る時は,先 に　 思慮 が な くな っているのである。 思慮　 深 い 人は,

　 　　 　　 　 　　 　　 　　 (edUgeに 同 じ)

/10/41)qoγusurqu　 berke,　　 odu-a　uqaγan　baruγdaγsan　kUmUn-dUr　 uqaγan　jiγaju

　 　　 貧 しくな り に くい。　 今,　 思慮が な くな った　人　　に　 思慮を 教 えて

　 　(tengkertiglilkUに 同 じ)

ノ11/tengkerigUlkU　keregtei,

　 　 回復 させる　 必要がある。

④(う 盾の誤 り)

/12/(擁 頭 ・小)nigen　 ji'il,　yadaγu　kUmUn　 olja-i　qurdun　 olsuγai　kemebesti　 　 busud-tur

　 　　 　　 　 　 一　　条。　貧 しい 人が　　利益を 速 く　 得 よう　とい うのなら,他 人 に

　【6a/p.131】

/01/kti6Un　 Unelen　yabuju　 bayan　 　ktimifn-ti　ed　 ma1-i　 6berUn　yaγum・a　met廿

　 　 労力を 売 って 生活 し,金 持 ちの 人 　　の 物品 家畜を 自分 の 物 の　　 よ うに
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　 　　 　　　 　　　(bos6uに 同 じ)

/02/edlen　 　　 erte　bosuju　orui　umtan　yerti　 jobuquδilekti-yi　　　登1廿keriglen,

　 　利用 して,早 く 起 きて 遅 く 寝,　 決 して 苦 しみ 疲れるこ とを 惜 しまず,

　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 (k6rUsUに 同 じ)

/03/ar7al　　usu-yi　　　　　　　abu皿　　arjsu　k6risU-yi　eldejO　　　joγsul∬gei　yabuju

　 　牛糞や 水 を(集 め)取 り,皮 　 革 　 を なめ して 休 ま　ず 　暮 らし,(雇 い主が)

/04/yaγakin　　aγasilan　joduba乙u　　　　ene　　　　　namayi　aji　　　 t6r亟nζiidaqu　Ugei.dUr

　 　どんなに 叱 り　 殴 って も,　 「これは,私 が　 生計を たて　られ　 ないので(私 に)

/05/surγaju　　　　　 bayimui,　 bi　 6berUn　qayiratai　k6begUn-iyen　 6ti　jodudaγ　　　　　　　edUge

　 　教 えて(く れて)い るのだ。 私 も 自分の 愛す る　 息子 　 を 　 も 殴る(こ とがある)。 今

　 　　 　 G'oba76iに 同 じ)

/06/minu　 jobuγ6i　　　　　　 ene　 　　 bi　 urid　nasun・dur　buyan　 ese　kigsen-U

　 　私が 苦 しんでいるのは,　 これは,私 が 前　 世　 で　 善行を 行 なわなか った

/07/Uile-ber　edOge　qo7usun　 k血m丘n　bolun　　t6rUji'　　　　　　　　　　　　　jobalang　amsaju

　 　結果,　 今,　 貧 しい　 人 と　 なって 生まれ,[こ のよ うな]苦 労 を　 味わ って

/08/bayimui,　 egUni　　　　 bi　6ber-iyen　　　　　kigsen　　tu藍a　　　　　　 ken-dtir

　 　い るのだ。　 この ことは,私 自身が(前 世 で)行 なった のであるか ら,誰 に

　 　　 (γomudamuiに 同 じ)

　 　乙0γomudumui,

　 　　 不平をいえ ようか。

/09/teyim廿・yin　tula　　kUmtin　nadur　sayin　maγu　 yambar　 　 jangnabasu　 bi

　 　だ　　　　 から,人 が　　私を　 良い 悪 いと いか よ うに 叱 って も,　 私は

ノ10/70muduqu　 tigej,　sayiqan　sana7abar　 　 tusa　　kUrgen　 yabuju　 　　　　 yeke　buya11

　 　不平をいわずに 立派な 考 えで以 って 利益を 達成 して 行き,(行 為 が)　 大　 善行

/11/boluγad,　tere　buyan-u　 血r-e-ber　ene　nasun-dur　buyan　 　　　　　bolju

　 　 とな って その 善行 の 結果,　 今　生　　で　 善行(の 人)　 とな り

　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　 (sedki1に 同 じ)

/12/qoyitu-du　 sayin　kUmUn　 bolqu-yi　 　　kiこiyesUgei　kemen　 　　sedke1-iyen

　 　来世 で　良き 人　　　となることに 努めよ う」　 といって,　 自分 の心を
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【6b/P.132】　　 　　　　　 　　　 (tUdelに 同 じ)

/01/dakin　 　 dakin　 　 jasabasu　 　　tUdUl　Ugei　tere　　　　　　　 bayan　 　kUmUn

　 　繰 り返 し 繰 り返 し 正すな らば,ま も な く その(雇 主た る)金 持 ちの 人は,(使 用人の)

　 (belekenに 同 じ)

　 　belken　　　　yabudaI

　 　よ く整 った 行 ないや

/02/sanaγ一a-yi　medeged　 6berUn　 aju　t6rttl　　　　　 tigei　 maγu　kifmifn-e6egen　 ileg曲

　 　考 え　 を 知 って,　 自分の,生 計をたて ようと しない 悪い 人[息 子]よ り 以上 に(使 用人を)

/03/qayirlan　 　　　ilegtiUken　yaγum・a　bayiγsan-iyanこOm-i　696U　 ed　 mal-iyan

　 　かわいが って,少 し余分に 物が 　 　あ ったのを 　 皆 　 　くれ て 物品 家畜 を

/(M/edlegtilmtii,　　 　 　 　 　 　 　 bayan　 kilmtin　jaruγsan　　 　 kUmttn-iyen　boγu16ilan

　 　利用 させ(て くれ)る 。(一 方)金 持 ちの 人は,　 自分が召 し使 う 人　 　を　 奴隷 のよ うに

　 　darungγuyilaju

　 　 しいたげた り

/05/Ulti　basumjilan　 　　 minu　tusa　　bUttigedeg　　　 tusatai　ktimUn　kemen　 sayiqan

　 　軽視 した りせず,　 「私の 利益 を 実現 して くれ る 有益 な 人だ」　 と　　 良い方 に

/06/sanaju　 　　　　　　　　　tegtinU　 tilif　surqui-yi　inu　t6beg　yarsiγ　kemen

　 　考 え(る べ きであって),そ の者が 学ぽないのを 　 　 困 った ことだ と思 うだけで,

　 G6ng-dU　inuに 同 じ)

　 　」6ngd廿ni　　　　　　　buu

　 　放任 しておいては な ら

　 　　 　　　 　　 　　　 　　 (aγasilajuに同 じ)

/07/yabu7ul,　 erkebisi　idqan　　　aγasilju　j6b　　　jam-dur　oruγulun　jaruju

　 　ない。　 必ず　 　説 得 して 叱 り,　 正 しい 道 を　 歩 ませて 召 し使 って

/08/yabu7ulaγtun,　yer髄　　　kiqaju　buu　a7asila,　tegOn廿　　　6idal　yabuda1-un

　 　行 くよ うに。　 決 して 憎 んで 叱 るな。　 　 その者 の 能　 力　 　 の

/09/kiri・yi　ifjeji'　ami　ji7uqu・yi　6g,　　　　　 eyim貢bolbasu　 tan・u　　 aju

　 　程 度を 見て,生 　計　 　を たてさせ よ。　 こ う　 すれば,お まえの 生

　 　　 　　　 　　 　　　 　　G6ng-degenに 同 じ)

/10/t6r柱1　yabudal　jaruly-a　　j6ngdUge11　bift"mtii,

　　計の ことと　雇用とは,お のずと　成功すう。
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⑤

/11/(撞 頭 ・小)nigen　 ji'il,　kilmtin　yaγu　 　　　　　 乙idadaγtere　Uile-ben　jalqaγuraqu　loγsuqu

　　　　　　　 一 　　条。 人は,何 で も(自 分 の)で きる　その 仕事を　怠 けた り　 中断 した り

/12/Ugei　 Org萌i　kibesU　　　qamuγaju　 t6rUl　teghnU　dotura6a　 γarumui,

　　せずに 続けて 行なえぽ,全 ての 生 計が その　 中　 から 出て来 る。

【7a/p.133】　　　　 (tegUdegに 同 じ)

/01/adaγ 　ni　 arγal　teg繭髄deg　kUmUn　 d6rben己aγ ・tu　　　　joγsul　tigei　arγal

　　少な くとも 牛糞を 集め る 人が 四 　 季 にわた って 休 ま ず 牛糞を

/02/teg廿Ubes廿　 kUm廿n　 　　　　ab6u　 　　　　　　　　　　 keriglekti　j崩1-i　6gkU　 metU,

　　集めれば,人 が(そ れを)買 い取 って,(代 わ りに)使 う　 　 物 を くれ る 等 である。

　　alin　　　　　　　　　　　　6idadaγtegUn

　　 どれか(自 分 の)で きる それ(仕 事)

/03/-iyen　uyidqar廿gei　 kiji'　　　　 乙idabasu　　qoγsin　kUmUjikU-dUr　 kilbar　bolai,

　　を 　 退屈 　 　せずに す ることが で きれぽ,富 み 　 成功するのは たやす い。

/04/teyimU・yin　tula　　　alban・u　jabsar・a　 amin・u　Uile　　kik廿6ilifge

　　だ　　　　 か ら,　 「賦 役 の 合間 に,個 人 の 仕事を する 暇が

/05/bayidaγ,　aju　t6rUkU-yin　jabsar。a,　　amur　　saγuqu　～iil廿ge　oldadaγ　　　geg～ii

　　 ある。　 生計を たて る　 合間 に,安 楽 に 暮 らす 暇 が　得 られ る」　 とい うのは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (6nggereji'に 同 じ)

/06/qaγuこin　Uge,　　　　　　　　 alba　　6nggerd　 　　　　　　　　　　　　　　aju　jiγuy-a,　　　 amurqan

　　古い 　 言葉 なのである。　 「賦役が 過ぎてか ら[を(や り)過 ごして]生 計をたてよ う,安 楽に

　　jirγan　　sa7uγad　marγata

　　楽 しんで 暮 し,　 明 日か

/07/n6gUge　edUr茸iledb廿ri-iyen　kisUgei　 kemen　 6ber・i　qaγur6u　qoyirγsin

　　あ さって　　仕事　　を　　しよう」　 と,　 自分 を 欺 き　　怠けて,

/08/qamuγUiledbtiri　 qojidaqu　teyimU-yin　tulada　marγata-yin　ifile.i

　　全ての 仕事が　 遅れる。 だ　　 　　か ら　 明 日　 の　 仕事を

/09/ene　edUr　Uiled,　jun-u　keriglekUn-i　qabur　beledke,　 namur-un42)keriglekUn-i

　　今　 日　 せ よ。　 夏 の 使用物　　を 春に　 用意せ よ。　秋　　の　　 使用物　　を
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　　　 (beledkeに 同 じ)

/10/jun　beledek43),eb髄1一廿n　keriglekttn-i　namur　 urid6ilan　beledkejO　abubasu,　edlel

　　 夏　用意せ よ。'冬 　の　使用物　　を 秋 に　 前以 って 用意 して　おけぽ,物 資が

/11/dutaγdaqu　Ugei　elbeg　delbeg　bolumui,　arγ一a　ni　oldabasu　 　　nige　 ya7uman・du

　　不足　 　　せず 豊 　　富 に　 な る。　 方法 が 得 られれぽ,一 つの 用事　　で

/12/yabuqui-dur　 ked血n　　　　kereg　bUttigekU-yi　　　boduju　yabu,　 adaγ　　ni　　　　qoni　qariγulqu

　　 行 く　 際に い くつかの 件 を　済 ませ ることを 考 えて 行け。 少な く とも,羊 の 放牧

【7b/p,134】

/01/jerge-dU　odqui-dur　 　　aruγ一tai　　　yabuju　arγal　　tegUgtUn,　arba

　　 な どに　行 く際には,籠 を持 って 行 って 牛糞を 集め よ。 十 ない し

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (ilgiの誤 りとみなす)

/02/tabu-yin　jerge　 boda　 　 ma1-tai-dur　 　　　 dabuu　 ilge　　　　　　　　　 qolli　imaγan-u

　　 五 程度の ボ ド紛 の 家畜を持つ者には,綿 布,小 型家畜 のなめ し皮,羊 や 山羊 の

　　　　 (k6m-tinの 誤 り)

/03/arisu　k6m-yin　 　　　　　 jerge-e6e　ilegOU　ed　　　keriglegUlkU　ttgei　bo1γay-a,　　　 qori

　　 皮,　 大型家畜のなめ し皮 等　 以　 上には 物品を 使わせ　　　ないよ うに しよう。　 二十ない し

/04/γu6i-yin　jerge　 boda　 mal-tai-dur　　　　　jang6iu　meng6iU　jerge　nemeji'

　　 三十　 　程度の ボ ドの 家畜を持つ者には,潭 綱,　 綿綱45)等 を 加えて

/05/edlegUIUy-e46),aγuqui-dur　 6berUnγajara6aγarqu　 　　eldeb　　～iai　　　　　 aγuqu

　　 使わせ よ う。　 飲 むなら,地 　 　 元　 で 産出する 種 々の お茶47)を 飲む こと。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (kiri-yiの誤 り)t

/06/erg茸deg　　　　　k6gsid　　　　bui　 abasu　　　　　　　　　aγuqu　idek茸　　kiri-i　　tijeji'こai　　　silti　　　　　　olju

　　 世話をすべ き 老人たちが いる ならぽ,(そ の)飲 　　 食す る 分量を 見て お茶や 肉スープを 得,

/07/kemnen　 6g,　　　 6bersed・Un　idekUi・dtir　　　　　 malun　 sim-e　　 budaγan-u　jerge　tin・e

　　 倹約 して 与 えよ。　 自分たちが 食べ るに際 しては,家 畜の ス ープや 穀物　 　 　等 　 値段の

　　　　　 (-yiの 誤 り)　　　 　 　　 　　 (saba-yinに 同 じ)

/08/baγ一a-tai-i　kemnen　 ide,　　　 Yerti　 saban-u　amsar-i

　　 安 いものを 倹約 して 食べ よ。 決 して 器　 の 口　 を(自 分の 目の前に)

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　(aγudalaに同 じ)

　　 γa「γan　 　 　 　 　 　 b・旦・γ・d・1・

　　 出 して(流 し込む ように速 く食べて)空 にす るな。
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　　　　　　　　　　　　　　 (siγarun-iに同 じ)　　 　 　 (m6gti　 mekerの 誤 りとみなす)

/09/mal-a乙a　idekU　 bolbaこu　　導aγarun-i　　 idekU,　　　 m6igU　 　meker-e　buyilasu

　　家畜を 食べ る と しても,不 良な ものを 食べ ること。　 きの こ,た で,　 ボイルス,

　 (こuligirに同 じとみなす)

　　6urgiri　　　　　　　　　　　　　　　　　ali

　　すなよもぎ48)[等の果実]を 大

　　　　(abの 誤 り)

/10/yeke　aba,　 alban-u　 yaγum-a。i　 ali　　 kilbar　　oldaqu　 γajaraこa　6beriyen

　　量 に 取れ。 賦役用 の 物　 　　を,　 どこか たやす く 手に入 る 所　 へ 　自分で

/11/yabuju　urid-iyar　　 olan　　　　beledkej廿　　　　　a!ban-i　sidurγu-bar　b廿t廿gej廿

　　行 って あ らか じめ た くさん 用意 しておき,賦 役 を 誠実 　 に　 完了す る

/12/bayiγtun,　bo忌uqu-nar-tu　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tunirqaju　　teden-iyer　khU　k61穏s並n-06ri

　　 ように。　 領催　 ら　に(賦 役の提 出をい ったん)断 わ って,彼 ら の　 利　 息がつ く　 負債 と

【8a/p,135】　　　　　　 　　　　　　　　　 (yaγum-a-durに 同 し)

/Ol/buu　bolγ・a,　　 alba　　amin・u　keriglekOn　yaγuman・dur　　　　　　 imaγta　mori

　　 した りす るな。　 賦役や 個人　　使用の　　 物品(の 支払 い)に は,常 に　 去勢馬 ・ ・

　　　　　　　　　　　(araljijuに同 じ)　　　　　 　 (abquγulunに 同 じ)

/02/忌ar-yin　jerge　ma1-i　　ariljiju　qudaldun　 Un-e-i　　　　abaqaγulun　e6gen

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひ

　　去勢牛 等 の 家畜を 売　 　 却 して　　その代価 を 渡 し,　　 少数の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(t611ektiに同 じ).

/03/ma1・tai　　　　　 .　 allu,　oru・yi　 ab6u　 n6kUbesti　 　 to7・a　qoruqu　 Ugei,　 t61並lekO

　　家畜(だ け)に なっても　 代わ りを 買 って 補充すれば,数 は 減 ら　 ない。 子を生む

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (6ber-eの 誤 り)

/04/mal-i　 qudalduju　jaruqu-yi　 　　 bayilγ一a,　　 kerbe　 6ber　jaruqu　 mal　 tigei

　　家畜 を 売 って　 　消費することを やめさせ よ。　も しも 他に 消費する 家畜が ない

/05/bolbasu　 　　　　qosiγun-u　dotur-a　ariljiju　qudalduju　jaruγuluy.a,　　 eyimU

　　のなら,(こ の)旗 　 　の 中 　 で 売 　 　却 して　 消費させ よ う。 こ う

　　　　　　　　　　　　　　(Orejik丘に同 じ)　　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 (ilgiの誤 りとみ なす)

/06/bolbal-a　 　　　　　mal　 亘rjikn-d廿r　tusatai,　　 emUskU.dUr　 　　　　jun　 ilege

　　すれば,(旗 内で)家 畜が 殖 えるのに 益 がある。,着 る　 に際 しては,夏 は なめ し皮,

　　ebOl　6ngge　debe1-dUr　　・

　　冬は 毛皮　外套 に,
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　　　　 　　　　　 　(belgeteiの 誤 り)　　 　　 (qaliγuに同 じとみなす)

/07/qalq-a　　　qaγu6in　belgtei　　 surtaγal-i　da7aju　qaku　 　　　　　　　　　kijO　　　　　kerigle,70yuqu

　　 ハルハの 古い　 　吉祥ある 教え　 に 従 って かわ うその毛皮を 入れて49)使 え。　 着飾ろ う

　　 kemeji'

　　 といって

/08/jun-u　keriglekU　b6s　dabuu・bar50)6ngge　 debel-i　buu　6nggele,　malaγ一a　nidurγ一a-dur

　　 夏　　使 う　　 綿　布　　で　　　毛皮　外套 を 飾 るな。　　 帽子や　袖の折 り返 しには,

/09/qurγan-u　arisu,　γutul　toqum-dur　 UkerUn　arisu　eldejO　　edle,　 yerU　 eldekU

　　 一才羊 の 皮 を,靴 や 鞍褥 には 牛 の　 皮を なめ して 使え。 決 して なめす

　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　 (-yiの 誤 り)

/10/負iledkO-yi　buu　jalqa7ura,　eyimO　bolbasu　 6ri　　 tigei　bolumui ,　tifsimed　da7alta-i

　　作業 　 を 怠 るな。　 　 　 こ う　 すれぽ,借 金は な く なる。　 官吏や その従者を

　　　　 　　　　　 　　　　　 (dorumjilabaに 同 じ)

/11/tijeji'　　 man-u　 qub乙isun-i　dorumjilba　 kemen　 buu　san。a,　tusiyal　bUkUi　kUmUn

　　見て,　 「我 々の 衣服　　を 蔑視 した」　 と　 　 思 うな。　 地位の あ る　 人間

　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　(qarin　6uの 誤 り)

/12/kemeg6i　 　　　 66m　 debel　 qub6isun-u　6ngge　jerge-d廿r　　　　　bui,　　　　 qaring6u　orun

　　 とい うものは,皆 　 上 着や 衣服　　の 色が　序列 に(応 じて)あ るのだ。 む しろ　 地域や

【8b/p.136】 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　 (uduridunに 同 じ)

/01/6aγ一un　erke-ber　 qa7u6in　mongγul　 jirum-i　udariddunγoyumsuγbU{tUn}

　　時代に 応 じて51)古 い 　 　モ ンゴルの 伝統 を 用いて 　 　美 しく　 正確に

/02/keriglej茸yabuγ一a　　　 anu　ene,　　　　　　　　　　　　　　　 sana7an.u　joriγ一iyar　maγu

　　使い　　 続け てい るの が　 これなのである。(地 位 ある老が)思 うが　 　ままに 　 悪い

　　nabtar{qai・yi　emOsbesn}

　　古着　 　　を 着たな らぽ,

/03/66m　 yal-a　btikOi　ulus,　　　　　　　　　　　　　　 demei　 　　 ataγarqan　 da7uriyaju

　　皆 罪 ある 民となるのである52も(貧 乏人が)い たず らに うらやんで まねを しても,

　　neyilel6ekti廿gei

　　合わ　 　 　ない

/04/γajar　　 bui,　 01uγsan　yaγum-a-bar　qoni　abuqu-du　 Un-e　baγ一a-tai

　　 ところで ある。 入手 した もの　 で 　羊を 買えぽ,　 値は 安 く,
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　　　 　　　　　 　　　(65ktiに 同 じ)　　 　　 　 　　 (sUnに 同 じ)

/05/ese　jarubasu　 　　　6sekU　 ni　qurdun,　 　　 UsU　 sUU53)terigUten　 　　yaγum-a

　　消費 しないでいれぽ 殖 えるのは 速 い。(羊 は)毛 や 乳を　 は じめ とす る 物を

　　keriglekU

　　使える こと(の 度合)

/06/anu　elbeg,　　　　　　baqan　 6sbesU　　　　　　boda　 　　　　　abeu　　　　bolumui,　tegtini

　　が　豊 かである。 か な り 殖 えたなら,大 家畜54)を 買 っても よい。　 それ(羊)を

　　jegelin-dUr

　　借金(の 返 済用)に

/07/6gkii-d廿r　　　　erkebisi　oru-yi　　　ab己u　　69,　　　0rutai　bolbasu　　　　toγ一a

　　渡す 際には,必 ず　 　代わ りを 買 って やれ。 代わ りが いれば,数 が

/08/dutaγdaqu　Ugei　qurdun　nemeri　bolumui,

　　不足　　　せず 速 く　 増加　 す る。

⑥(naimanの 誤 り)

/09/(撞 頭 ・小)nigen　 ji'il　6benin　 　　　 6idal・i　OjejO　 kifif　 ketiken-iyen　arban　nayiman　 nasun-a6a

　　　 　　　　 一　　条。　 自分の(生 活)能 力を 見 て,息 子 ・娘 　　 を　　十 　　八　 　　 才　　ま

　　　 　 (ktimUnに 同 じ)

/10/inaγsi　kUns5)　k61Ug　　bolγabasu　　aji　t6rUl　　　　　　　　　olqui-dur　　　　sayin,　egUn-e6e

　　 でに　人間の 駿馬 と みなせば,生 計をたて ることを 会得す るのに 良 い。　 これ を

　　　 　　 (tomuraγabasuの 誤 りとみ なす)

/11/kettired　tomuγurbasu　 aju　tδnil-dtir　　　 t6stige56)　　　　 aq-a　deg面 一dUr

　　過 ぎて 大 き くなれば 生計をたてるのに 不慣れ とな り,兄 　 弟　 に も

　 (dasumaγaiに 同 じ)

/12/dasamγai57)UIU　bolqu　ted面　藍gei,

　　慣れ親 しまない　　 　のみ な らず,

【9a/p.137】

/01/(擁 頭 ・小)ulus　 t6rii-yin　yabuda1・dur　qarsilan　olan　 ktimtin。dUr　　　　　　　 忌07ula7daju

　　　 　　　　 国 政 の こと に 逆 らい,多 くの 人 　 に(独 身者 として)軽 んぜ られて,

　　erkeifgei

　　 きっと(両 親に対す る)
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/02/inaγ　　　qayir　 sularamui,　teyimO　boluγsan乙aγtu　qarin　kifbegtin　inu

　 　心か らの 愛情 が 衰える58も　 そ う　 な った　 時,　 逆 に 息 子　　 は,

　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　 　　 (jobamui　 kemen　 buruγu　1こ同 じ)

/03/minu　 e6ige　eke　 　　　　　 qayiri　Ugei　boluγad　bi　　 jobumui　 kemen　 buruγuu

　 　「私の 父　　母は(私 への)愛 情が な く な り,　 私は　つ らい」　 と　　 誤 った

　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　(simnanこaに 同 じ)

/04/sanamui,　 　　　 keOken　inu　eldeb-iyer　jobuju　 乙ib7ang6a　bolsuγai　kememUi,

　 　考えを起 こす。 娘　　 は　いろいろと 悩 み,「 尼僧 に　　なろ う」　 とい うものだ。

/05/6ib7ang乙a　bo17aqu　 　　qauli　Ugei　　　　kereg,　　　　　　erkebisi　　　burqan-u　 surtal。dur

　 　尼僧に　 　す るのは,道 理の通 らない ことである。　 どうして も 仏　 　の 教 え に

/06/orusuγai　kemekU　 sUsUg　 bui　　 abasu　 liran　nasun・a6a59)6nggereji'sayi　 bolumUi,

　 　入ろ う　 とい う　 信仰 が あるの なら,六 十 才　 を　　 過 ぎて　　初めて 許可する60も

/07/bayan　 　kUmUn　 olan　　　　keliked　jaruqu-yin　orun-du　 　　　　　　　　　　 ed　 　 ma1-un　kiri-dif

　 　金持ちの 人は,　 た くさんの 子供を 召 し使 う　 代わ りに,(自 分の所有す る)　 財産や 家畜の 程度 に

/08/neyilegUlji'ger　 dabqurlabasu　 　　 γaruja　baγ一a　tusa　ni　nemeri-tei,　basa6u　 keUked

　 　合わせて　 妻 を 重ねてめ とればω,支 出は 少な く 利益 は 増える。　 また,　 「子供が

　 (arbid6uの 誤 り)

/09/aribidこu　t6rif　　　 t61　　　 bolju　 k曲乙Un　barimui　kemedeg　 　　qa7u乙in　Uge,

　 　殖 え　 　政 治的 にも 子畜62)と なって 力を　 握る」　 とい うのは,古 い　 　言葉 であ る。

/10/7a76akif　ba7・a-i　 erkimlen　yeke・yi　　 dorumjilabasu　 yeke　jokilduqu　Ugei　yajar　bui,

　 　 ただ　　幼 い子を 尊重 し　 大 きい子を 卑 しめるのは,全 く 理に合わ な い ところであ る。

/11/abali　ekener-Un　daraγ一a-yi　　　daraγ一a　neyilegUIUn　jaruju　　　　　aju　t6r廿gUl丘n

　 　 正　 　妻　　の　次(の 妻)を 後で　　一緒 に して 召 し使 い,生 計をたてて

/12/yabuγulbasu　jokimui,　　 eg"ni　 qoγusun　yadaγu　kifmifn　da7uriyan,

　 　 行かせる　 　べ きである。　 これを 貧　 　 　乏な　 人が　 まねて

【9b/p.138】

/01/蓉ali71aju　　　　　　 tilU　bolumui,　qaγu乙in　ulus　　　arba　 qorin　 　 kUUtei　　　　yabuγsan

　 　 軽率なこ とを して は な らない。　 昔 の　　人た ちが 十 人,二 十 人の 子供を持 って いた

/02/anu　 m6n　 eyimO　yabuysan-a6a　 　　　　boluγsan　anu　iflemji,

　 　 のも また,　 こ う　 した ことから(そ う)な ったの が　多い。
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⑦

/03/(擁 頭 ・小)nigen　 ji'il　quvaraγkttrnifn63)tejigekti-i　　　 　 erkimlen　gergei-ten-ti

　　 　　　　　 一　 　条。 僧　　 　侶が,　　 生計をた てることを 尊重 し,妻 帯者(た る俗 人)の

　　ed　 mal-du　ta6iyaju

　　物 品 家畜を 欲 して

　　 　　　(aduγulanに 同 じ)

/04/mal　 adaγulun　k6dUge　yabuqu　 abasu　 　ebUl　k61dUn　jun　 ttiligden　　　　 niγur

　　 家畜 を 放牧 しに 草原に 行 く　　 ならば,冬 は 凍え　　夏は 暑 さに苦 しみ,顔 は

　　 　　　　　 　(Saγaritanに同 じ)　　　　　 　　 (jObalangに 同 じ)

/05/k6keren　 γar　　saγartan　　　　　　　　6beriyen　berke　jobulang　　　tijeji'　　busud-tur

　　 青ざめ 手は あかぎれ とな り,　自ら　 　辛 く　苦 しいめに あい,他 人 に

/06/dorumjila7dun,蓉ajin-i　 k6nggen　 bo1γaju　gergei-ten　 qar6ud-un　boγul

　　 軽蔑 されて　　 宗教を 軽 ん　　 じ,　　 妻帯者 たる 俗人　 の　奴隷

　 (boljuに 同 じ)

/07/bolaju　 　eldeb　 maγu耐le-dUr　 jaruγulqu　　　 bolumui,　jarimγajarun

　　 となって 種 々の 悪い　行為に　使われる ことと なる。　 ある 地域の

/08/quvara7-ud　 noqai　k6tOlen　 　 modu　 bariju　taulai　jerge-yi　g6rtigelen

　　 僧侶たちは,犬 を 引 き連れて 木片を 握 り,う さぎ などを 狩 りたてて,

　　 　　　　　 　　　　　 　 (sanvarに 同 じ くskt.　samvara)　 (elesU　sirui・dur　qudqaju

/09/burqan-u　 erketei　berketei　sangvar-i　　　　　　　　　　　　　　　　　elUsUヨirui-dur　qudqaju

　　 仏 　 の 偉 　 大 な 　 誓い を 　 　 　 　 　 土 砂 に まみれ させて

　　 orkj?ad

　　 捨て,

/10/ejelegsen　　noyad　 tUsimed-t髄 忌oγudburila7daju　eldeb　　　 maγu-bar

　　 支配者たる 貴族 ・ 官僚　 に 蔑 視され て　 　　 いろいろと ひど く

　 (tamulaγdan　 6erigに 同 じ)

/豆1/tamala7dan　 6ereg-Un　sur7a7uli-dur　oruqu　kemen　 　numu　 sumu　 bariju

　　 苦 しめられ,兵 隊の　 学校醐　 に　 入 る　 とい って 弓　 　矢を　携 えて

　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　(qalturinに 同 じ)

/12/yabuqu-yi　 UjekUi・・dUr　　　　　　　　　　　　　nidUn-e乙e　nilbusunγarun　 qaltarin　qaraju

　　 い るの を 見 る　と,(私,ト ・ワンは)　 目　 から 涙が　 　 こぼれ 出て　 　見 て
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【10a/p.139】

/01/bolqu　 　廿gei,　　jigsigUr-i　　　　廿jebes廿　　　　　qarin　　altan-i　negUresUn-e6e　qudalduγsan

　　 いられ ない。 け ちな度合を 見 るならぽ,む しろ 黄金を 木炭　 　 で　 買い取 った

　　 　　　　　 　　　　 (masiに 同 じ)

/02/metU　 　　　　　　　　 ma§i　qayiran　bayin-a,　 eyimU-yin　tula　quvaraγ一ud

　　 かの ように(財 物を)大 変 大事に　している。　 こ　 の　 ため 僧侶たちは,

　　 qUral　　　　　　SUrγaγUli-yi

　　 読経集会所や 寺院 の学舎 に

/03/daγaju　　　　saγun　　gajin-i　kUngdUtei　bo1γan　ali　　　　　 6idaqu　l}inegeber　burqan-u

　　 つ き従 って 暮 し,宗 教を 尊重 　 　 して 　 何 らかの で きる 範囲 で 仏

　　 　　　　　 　　　　　 　 (belekenに 同 じ)　　　　　(manjaに 同 じ くtib.　mang　ja,乙ab〈tib.　cab)

/04/忌alin-u　Uile-i　kibesU　 　　belkell　　　 edUrbUri-yin　mangii　m6nこab　 keriglen

　　 教　の 行為を 行なえぽ,準 備の できた 毎 日　 の　 お茶や また 食物を享用 して

/05/amurqan　 saγuju　　§ajin・i　kUngdtitei　bolγan　olan　 　6glige-yin　ejen-U

　　 安楽に　 暮 ら し,宗 教を 尊重　　　して　 多 くの 施　　　　主 の　　　　　　　　　　　　　　　・

/06/stisUg。i　nemegtiltin　bari乙a　ergtigdtin　　　　　　　itegel　abural　bolun　 amitan・u　tusa・i

　　 帰依 を 加えて　 　 贈物を 献呈 され,(そ れが)信 仰や 救済 と な って 衆生 　の 益 を

/07/tiiledkif　bolbasu　 　　　　　 erkim　bolai,　　　　　 kerbe　 k6dUge　genin　 　　　　　 kUmUn

　　 なす　　ならぽ,(そ れが)最 も　 良いのである。　 もしも 「草原は 天幕(に 住む)の 人が(あ ま り)

　　 廿gei　　 tula

　　 いない か ら,

/08/ami　tejiyekif　　　　 ene　 kedUn　 mal-i　 orkibasu　 　　　　　　　　　　yaγakin

　　 生計をたてるための この 数頭の 家畜を 捨てたな らば,(我 僧々 侶は)　 どうや って

　　 amiduramui　 　　　 kemebesU　 　　 quvaraγ

　　 生 きて行け ようか」　とい うのなら,僧 侶たる

/09/kUmUn-dU　 burqan　5ajin-aこa　　buq-a　 ajirγan-u　t61-i　erkim　 　　　　　bo17aju

　　 人　　が　仏　 　 教　 よ りも 種牛や 種馬　の 子を 尊重(し た り)　 して

/10/ya7akin　 jokiqu,　　　　　　　　 teyimU　bolbasu　 　　 angq・a・a6a　qara　 bolqu　ni　yaγakiγsan,

　　 どうして よか った りしよ うか。　 そ うで あるのなら,最 初　か ら 俗人 と な った ら どうなのだ。

/11/qarin　 　 tere　　　mal　 Ugei　　 yabubasu　 　 dutaγu　 γajar　　 tigei　 γuyuju　ideged

　　 む しろ,そ の者が 家畜を 持たずに 暮 らすな らば 不足す る ところは なく,請 うて 食べて
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　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 (baγsiに同 じ)

/12/yabuju　 m611　 γuyuqu　joγuγ1aqu・dur　i6ig血ritei　　 kernebesU　 　　 man-u　 burqan　baγ蓉i

　　行 き,　 また　「請 うて 食事をす るのは 恥ずか しい」　 とい うのな ら,我 らが お釈迦 様は,

【10b/p.140】

/01/adaγ　　　 ni　asaγaqu　　　 qub6asu　bayituγai　umda　 qo7ulu　Ugei　　 tula

　　ひ どい時に は お召 しにな る 衣服は　勿論,　 飲物 も 食物 も なか った ので,

　　 　　 　　　 (<skt.　patra)

/02/edUrbUri　j6bsiyeren　badar　 ayaγ一a　bariju　jalaran　　　　　　　　　ayil-a6a　　　　　　　　　　γuyun

　　毎 日　　 納得 して　托鉢 の 椀を　 持 って お 出かけにな り,家 々か ら(食 事を)請 うて

　　 　　 　　　 (§abi<chi,沙 彌)

/03/joγuγlaju　　　　§abinar　　　 tus　tus.taγan　　　　γuyuju　amiduran　 yabu7san　teyimti-yin

　　召 し上が り,弟 子たち も 各 々(食 事 を)請 うて 生きて　 行 った。　 だ

/04/tula　quvaraγ　ktimUn　bayan　 　bolbasu　qarin　 i乙igOritei,　　　　 edtige　quvaraγ一ud

　　か ら 僧侶 たる 者,　 金持 ちに なれぽ　む しろ 恥 ずか しいのだ。 今は　僧侶たちが

　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　 (jekeiに 同 じ)

/05/edleltei　　　　　　　　　bolu7san　u6jr-tu　ktimUn　　　　　　　yaγum-a　barjqu　　　ni　jeki　　　　　　　　　　　bolu7san

　　 財産を持つ ように な った　 ので,人 が(僧 侶に)物 を　 　 捧げ るの は つ まらない こと と な った

　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 (6glige-yinに 同じ)

/06/bayin-a,　 　　　　　　　　 乙6m　edlel　　　　 Ugei　 abasu　 　 6glig-yin　ejed

　　 のである。(も し僧侶が)皆 財産 を持 って いない な らば,施 　 主た ちは 「(僧侶が)

　　 qoγusun　　　　　　　　　　γarγaJU

　　 貧 しくて(お 金を)出

/07/こidaqu廿gei　anu　 maγad　 kemekU　 tedUi　　　 Ugei　　　　burqan

　　 せ　　 ないのは 確かだ」　 とい う。　 それだけで な くまた,お 釈迦様が

　　 ayiladduγsan

　　 お っしゃった[こ と]と して,

/08/gergei-ten　 ,　　　　　 kimusun・u　toliyan-u　tedtii　γajar-a　　　　 budaγ一a　tariqu　　　　　 teyimti

　　 「妻帯者(た る俗人)が 爪　 　　の 甲　　　 ほどの 土地 に(で も)穀 物を　植え るような,そ んな

/09/qobur　6a7　bolbasu　minu　Sabinar　 　 qo7ulu　qub6ad-iyar　dutaqu　 Ugei

　　 貧 しい時[で も]私 の 沙彌 たちは 衣 　　 食　 　に　 不 自由 し ない」65)

　　 kemen

　　 とい ってお り,(お 釈迦様が)
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/10/qudal　ayiladduju,　　　　　　　　　　　　　　　　basa　ene　　qural　　　　　　60yir　　　　　surγaγuliγaruγsan-a6a

　　嘘を　お っしゃっ[た りしようか]軌 　 また この 読経集会所や 仏教哲理の 学舎を　 出て　　か ら

　　 　　　 　　 　　　 　　 (kemkeregsenに 同 じ)

/11/ulam　 uγ　 」6rildnj並67)kemkerigsen　 　 maγu　arad-un　Uldegegsen-i

　　 さらに 元 々 逆 らって　 粉 々にな った68)悪 い 民 の 残 した の に

　 (tindUsUlegsenの 誤 り)

/12/OngdUs極legsen　buyu,　 　　jarim　nigenγajar-a　 　 keUked-iyen　quvara7　bolγaqu

　　 由来 したので あ ろ うか,あ る　 　 　 地域 では,子 供たちを 僧侶 と　 なさ

【11a/p.141】

/01/ifgei　aγsan　　aγsaγar　　nigen　　qura1-un　　　tedUi　Ugei,　　　 p5n　he　gung69)

　　 ない ままで あ って,一 つの 読経集会所 のみ な らず,雍 　和 宮や

　　 　　　 　　 　(-unの 誤 り)　　 　 　 　 　 　　 (bolbasuraγsanに 同じ)

/02/dolun　 　 nuur-yin　stim£-yin,　　 nom,　erdem　bolbsuraγsan　ariγun

　　 ドロン ・ ノールの 寺院70)ま で,学 　　識の　 備わ った　　 清い

　　(bandiに 同 じ くskt.　vandaya)

　　 bangdi　　oldaqu

　　 修行僧が 得 られ

　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 (badaraγulquに 同 じ)

/03/Ugei-dtir　　　k廿r6U　　　　　　　　　 §ajin-i　kδglig湖Un　bidaraγulqu-yi　tUdegeljegUIUy-e　kemekU-yi

　　 ないとい うに 到 ってお り,(こ れは)宗 教の 興 隆 を 遅延 させ よう とい うこと

/04/boljubasu　 UIU　bolqu　kerbe　 teyimU　aqu1・a,　nigen　 qura1・un　　tedtii

　　 か もしれ ない。　 　 もしも そ う　 ならば,一 つの 読経 集会所 ぐらいを

/05/tUdegeljegtilkUi-dttr　kilbar　　　　　　γaγ6akif

　　 遅延 させ るの は　 たやすいが,た だ

/06/(擁 頭 ・大)boγda　 ejen一血minu　 gara　Sajin-i　k6gjigO10n　badaraγul　 kemegsen　 jarliγ一yi

　　 　　　 　　 我が聖 主 の　 　　 「黄　 教71)を 興　　 　　隆 させ よ」　 と述べた お言葉 を

/07/tUdegeljegUlsUgei72)kemekU　 anu　 dangこi　 sanaγ一a　　 yeked血r　kOr髄kO　　　　abasu　 qariyatu

　　 遅延 させよ う　　 　 とい うの は,あ ま りに その考 えが 大 きく　 な ってい るの な ら,所 属の

　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　 (medeの 誤 り)

/08/jakiruγsad　　nigen　6aγ一tur　qo藍baγdaqu　 bo1γujin　　egUni　 baqan　 kinaltai　medU73),

　　 監督者たちが 同 　 時 に 関わ っていは しまいか。 これを 充分に 監査 して 処置せ よ。
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⑧(oyir-a・a己aに 同 じ)

/09/(擁 頭 ・小)nigen　 ji'il,　oyirnas74)qulaγai　 　 　 bolju　 　 nutuγ一un　ulus　 stiidkel乙ilektii75)・dtir

　　　　　 　　 一　　条。 最近,　 　 盗人[が 多 く]　な って,地 域 の　人 々を 荒廃 させてお り,

　　qulaγai

　　盗人は

　　　　　(6igiraγの誤 り)

/10/～iaγaja　6igiriγ　　　　　Ujen,　　jobuqu　 　　　　　jUdek廿　　　　Ugei　　　　　　bolju　　amui76)　edeger

　　法律が 厳 しいのを 見て,苦 しんだ り,悩 んだ りし ないように な って い る。　 これ らの

/11/maγu　surtal・i　Ugei　bo1γabasu　　　　　　　 sayi　　 ali　 eteged　amur　tUbsin・・i　olumui,

　　悪い 習い を な く したな らぽ,(そ れで)よ うや く どの 人 々も 平 穏 が 得 られ る。

　　　　　 　　　　 、(qasiraquに 同 じ)

/12/eyimti-yin　tula　　qa§irqu　jalqaqu　 Ugei　dakin　 　dakin　 　qulaγai

　　 こ　 の 　ため,飽 きも 懲 りもせ ず 　繰 り返 し 繰 り返 し 盗人と

【11b/p.142】

/01/boluγsad-i　　　 nigen　 乙idamaγai　daruγ・a-dur　tusiyan　6g酷 　　　　　　　　　ger・i

　　 なった者たちを 一人 の 有能 な　　長　 　 に　 引 き　 渡 し,(そ の盗人の)　 天幕を(長 の)

　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　(qudalduγulunに 同 じ)

/02/ayil　 yabhγulun　 　　　　　 adaγu　　　qudalda7ulanこ6m　 Uker　 　　　 bo1γan　 {m}ori

　　 近隣に 送 らせ,(そ の盗人 の)馬 群[を]売 らせて77)　 全 て 牛[と 羊]に させ て　 馬

　　jerge

　　 な どの(足 の)

/03/qurdun　 mal-i　 unuγulqu　Ogei　unulγ一a78)-dur　　 tiker-i　unuγulun　 yeke

　　 速い　 家畜 に 乗らせ　 ず,乗 用家畜 としては 牛　に 乗 らせて,大

　　　　　 　　　　　 　　 (urγ一aに同 じ)　　　　　　　　　　　　　　 (edlegtilkUに 同 じ)

/04/kituγ一a　btidUgUn　tasiγur　uurγ一a　　　qajaγar　noγtu　　ζiidUr　　　　　jerge-yi　edelegtilkti

　　 刀や　　太い　　 鞭,　 捕馬竿,馬 勒,　 手綱,馬 の足押え 等　 を 使用 させ

　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　(・聾nの 誤 り)

/05/Ugei　　　　　bolγan　qosiγun-u　nutuγ一aea　　　　　　　γarγal　Ugei　edtir　　Ud-yin　　　　　　　7ajar

　　 ないよ うに して　 旗　 　 の 土地 か ら(外 へ)出 さ　 ず,一 日や 半 日(行 程)の 所 へは

/06/yabuγulal　tigei　imaγta　idqan　 qaraγaljaju　{m}a7u　 surtal・i　edUgUlji'

　　 行かせ　 　ず,常 に　 説得 ・監 視 して,　 悪 い　 考え を 起 こして
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/07/dakin　qula7ai　buu　bo1γ一a,　kerbe　　　　　　　　　　　　　γadaγsi　yabuqu　 kereg　　tokiyalduqu

　 　再び　盗人 と　させ るな。　 もしも(そ の盗人に)外 へ　　行 く　 用事が でき

/08/abasu　 tamaγ一a-yinγajar-a　medeg髄ljO　jiγalγ一a,　　　　　　　　　　 qudalduqu　 abasu

　 　れぽ,印 務　 　　 所79)に 報告 して　 教えさせ よ。(そ の盗人が)売 買をす る な らば,(売 買 した)

　 　yaγum-a-1

　 　物 　 　 が

/09/erkeUgei　qaraγaljaγsan　ktimtin-dUr　medegdeji'　 　　　　　　　　　　 medeji'bayiqu

　 　必ず　　監視 　　　　 者　 　に　 知れ渡 るように し,(監 視者 は)知 って いなければ

　 　kereg-tei,

　 　 ならない。(監 視者は)

ノ10/kUmUn　 jaruqu-yin　orun-du　 　　　　　　　　　　　　　　 UiledbUri-eるe　kilge,　　　　　　　 tere

　 　 人を　 召 し使 う　 代わ りに(そ の盗人を使 って自分の)仕 事　 　を　 させ よ。(盗 人は)そ の

　 　 qarγaljaγsan

　 　 監視

　 　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　 (k6rUsifの 誤 り)

/11/kUmUn・i　 　　　　 ar7al・i　tegUn　 arisu　k6risU・yi　elden　　 usu。i　ab,

　 　 者　　 の(使 う)牛 糞を 集め,皮 　 革　 　を なめ して 水 を 汲 め。

/12/aliba　 　 tiiledbtiri-yi　sayiqan　 kijti,　　 mal　 ed-i　 aldaqu　 jayilaqu-du

　 　 あ らゆ る 仕事　 　を きちんと 行 ない,家 畜 物 品を 失 った り 離 した りす るに

【12a/p.143】

　 　(khrgegUlktiに 同 じ)

/01/k髄rg種g血lk髄tigei　　　　bolγ一a,　qarin　 maγu.yi　qalaqu　Ugei　tegUnti　mori.yi　sem

　 　 到 らせ 　 　 ない ように せ よ。 逆 に,悪 行 を 改め　 ず 　 自分の 馬 　を こ っそ り

/02/ni7un　 　　　　　　　　　　　　　unuju　　　　　　　　qulaγai　bolbal-a,　　　　　　　　　　　　　　busud-yin　mori

　 　 隠 しておいて(そ れに)乗 って(再 び)盗 人 と なった ならぽ,(監 視者は)「 他人 の　馬

　 　 tula　　　qula7ai.yin　unulγ一a

　 　 だか ら 盗人　 の　 乗用家畜

　 　(bisiに同 じ)　　 　 (eremsijuの 誤 り)

/03/bi§i　　　　 kemen　 erimsiji'　　　　　　　 bolqu　Ugei　 tere　kUmifn・ti　　　　　yaγum・a。i

　 　 では ない」 などと 勝手 なことをい っては な ら　 ない。 その 者　 　の(所 有)物 　 　　を

　 　 qara7aljaqu。bar

　 　 監視す 　 　べ く
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/04/tusiyaγsan　tula,　　　　　　 erkebisi　　　　　　　　　　　　　 on1-yi　quriyamui,

　　引 き渡 した のであるか ら,必 ず(監 視者か ら盗難被 害品 の)代 償を 徴収す る。

　　tere　　　　nigente　　　　　　　　ayil

　　その者 は 既に(監 視者の)近 隣 に

/05/bayiqu　 bδged,　 tegUnU　 aliba　　 yabudal・yi　qaraγaljaγsan　kUmUn-9　 nidUn-U

　　居 るので あ って,そ の者の あ らゆ る 行動　 が 監視 　　 　　 者　 　の 目　 の

/06/emUn・e　todurqai　Ujegdekti　tula　　　　　　 urida　　　　　　　ger・tegen　bayiγ・a　Ugei・yi　idekti

　　前で 　　明 らか に 見える　 のであ るから,以 前(そ の者の)天 幕に　 なかった 物 を 飲

/07/aγuqu　 　em並sk廿edelek丘一ber　　　　　　　　　　　　 m6n　 tegifnif　ger-t廿　　 suruγtai

　　食 した り 着た り 使 った りしてい ることに よって,ま た その者の 天幕に,噂 のある(別 の)

　 (qulayayieiの 誤 り)

　　qulγyi6i　kUmUn

　　盗　 　 人が

　　　　 　　 (ireji'に同 じ)

/08/ed廿r　s6ni　irij茸yabuqu　　jerge　　　　　　　　　　　qula7ai-yin　u6ar　sejigtei　　ji'il　bui

　　昼 夜 出 入 りす る など(に よって),窃 盗 の 件で 疑わ しい 点が あ るか

/09/Ugei・i　　 sayiqan　 ajiγlaju　medeji'　　 bolumui,　yerti　 maγu　ktimUn-i　gert昼ni

　　 ないかを きちん と 観察 して 知るこ とが できる。 決 して 悪い 人 　 を その天幕に

/10/baγulγaju　aγu{1}jaγulqu血gei　　　　　　bolγ一a,　e{r}kebisi～iingγalaju　darungγuyilan

　　泊 めて　　会わせた りし ない ように せ よ。　 必ず 　　　厳 しく　　 強制 して

/11/jakirγuluy-a,　　　kerb■e　　　ilγamjilan　jakir6u　sejiglen　　bariju　　　　　　　　　　　　～iidaqu　Ugei

　　管理 させ よ う。　 もしも,特 別 に　 　監視 ・ 注意 して 捕 らえるとい うことが で き　 ず,(再 び)

/12/qulaγai　bolu{n}　yabuγulbasu　　　　　bayi乙aアaqu■i　alda7san　　　　　　　qauli　　yosu7ar

　　 盗人 と なって　 しまったな らば,査 察　　 　を 失 した(場 合 の)法 律に 従って

【12b/p,144】

　 (k廿ndUdU　jalqaγan　siidkek血に同 じ)

/01/kUngdUde　 jalqaγan　sidkek血一ei…e　γadan-a,　dakin　qulaγai　bolun

　　 重 　 く 処 　　 罰 する ほ か,　 再び 盗人 と な って

/02/yabuγsad-i　　　　 kUngdUde　 nemgdegUIUn　 sidkemUi,　 qulaγayi乙i　　　　　　 man-i　 kiqaju

　　 しまった者 たちを 重 く　　 加重 して　 　 処罰する。 盗人は,「(監 視者が)我 々を 押 さえつけて
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/03/bayin-a,　eyimU　bolsuγai　 kemen　 sanaγdabasu　 　　　 ene　 kUmUn　 na{m}ayi　 j6b

　　いる。　 そ う　 なろ う80)]　と　　 思 えるのな らば,　 「この 人が,私 が　 　 正 しく

/04/yabuγsaγar　bayita1暉a　　　inggeji'　　　 eldeb-iyer

　　行動 して　 いるのに,　 こ うや って いろい ろと[押 さえつけ てい るのは,私 の行動が]

　　buruγuu　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 kemen　 6berifn

　　誤 っている[か らこ うや ってい るのだ ろ うか]」 と　 　 自らの[行 動 の]

　　 　　 　　　 　　　 　　 　　(boduに 同 じ)　　　　　 　　　　　 (eimayiに 同 じ)

/05/buruγuu　j6b-yi　　　　　　　 boda,　 　 tere　　　　　　　 kUmim　 6imayigi　 ba7-a　yal-a-dur

　　是 非 を[き ちん と]考 えよ。 その(監 視役 の)人 は,お まえが 「軽い 罪 に

　　oruju

　　落ちて(罰 畜 として)

/06/ed　 ma1-iyan　sUidkegOjin81)　　 yeke　yal-a-dur　oruju　　　　　　　　bey-e　amin

　　物品 家畜を　 失いは しまいか,重 い 罪 　に　 落ちて(罰 として)身 体 生命が

　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　(bisi　cuに 同じ)

/07/jobuγujin　 　　　　　kemen　 　qayirlaγsan　　　　　kUmUn　 m6n　biヨi廿　　 odu・a　　 daru7-a

　　苦 しみは しまいか」 とい って いつ くしんで くれた 人 　 　 ではないか。 今,(族)長,

/08/tayiji　　janggi　k廿ndh-ner　　　d6rben　egelji-ber　arban　tabun　 daruγ一a-nar

　　台吉,佐 領,騎 騎校 らは,　 四　　　交代で　　十　　五人 の 長　　 たちが

/09/qoyar　qoyar　edUr-ber　　　　γaこaγ一a　kUi-yin　damγ 顧a　6bersed一廿n

　　二 　 　 日ごとに82),村 　 落 の 長や 自分たちの

/10/toγan・dur　neyilegifl廿n　egeljilejU　　　　　　　　　 sumu　 baγ一un　ulus-un　nutu71aγsan

　　数　 に　 合わせて　 交代で次 のよ うに しよう。　ン ムや バ グの 人 々の 牧営す る

　　 　　 　　 (くchi.　 票)

/11/γajarun　dotur　 a6a　piu　temdeg　Ugei　badar6in　kitad　 6aγa6in

　　場所 の 中　　　で　許可証 の　 ない 乞食僧や 漢人,放 浪者,

/12/k61　　　　　kerUji'　　 yabuqu　 nige　qoyar　 arad　　　　jiq-a　neyileji-qosiγun-u

　　徒歩 で83)流 浪 して いる　　一人 二人の 民 らが,境 を 接する　旗　 　 の

【13a/p.145】

/01/keb　 　sakiqu藤gei　k血mOn　eril　　 sural　　 kemen　 siltaγ　 jiγaju　eneken

　　 規則を 守 ら　 ず,人 を　 探すの 尋ね るの と　 　 口実 を 設けて あち ら
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　　　　　 　　　　　 　　　 (endekiの 誤 りとみなす)

/02/terken-iyer　yabuqu　 　ba　　engdekU　 nutuγ一un　keb-i　　sakiqu　Ugei

　　こちらに 　行 くこと や,こ の 　 　土地 の 規則を 守 ら　 ない

　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　 (ende　tendeの 誤 り)

/03/qulaγai　qudal　 　 samaγun　arad　nigen　qoyar・bar　engde　tengde　neyilel己ekU　　　basa

　　盗人や 嘘つ きの 乱れた　 民が 一人 二人 と　 あ ち　 こちで 合流すること,ま た

/04/9・liγb・7-a・n・・un-・ar・d・ariki・yi・aγaγ ・q・　 t・{m}iki・t・t・q・

　　軽率 な 若 年 の 民が 蒸留酒や 馬乳酒を 飲 んだ り84)煙 草を 吸 った りす る

　　jerge・i

　　 など[元 々](旗 長が)

/05/tusiyaγsan-i　j6rin　　 yabuqu　jerge　　　　　　 maγu　surmaγ{ai}-yi　sergeilen　sana7・a・yi

　　命 じたの を 無視 して い る　　等,(こ れ らの)悪 い　習慣　　　を 警戒 し　 注意

/06/aγulun　s6begeilen　bayiこaγan　　　　　　　　　　　　　　　bariγulsuγai,　　　eyin　　　　　　tusi{ya}γsan-u　qoyin-a

　　 して　 捜 　 　 　 査 した上で(そ れ らの者 を)捕 え させ よう。　 このよ うに 命 じた　 　　 後,

/07/bayi乙a7an　bariju　　　　　　　　eseζiidabasu　　　　　　　　　　　　　　　　　noeuydaγsan～iaγtu　　　ed琶r

　　調査 して　捕 らえ ることが できなか ったな らぽ,(そ の者が)つ か まった　 時 に,毎

　　daraγalan

　　 日(そ の機会に)

/08/neyilegtilji'6ingdalan　bayi6aγan　sidkemUi,　 　 basa　 qulaγayi6in-dur　yaγum・a

　　合わせ て　 厳 しく　 調べ,　 　 処罰 しよう。　 また,盗 人　 　　に　 物を

/09/abtaγsan　kUmUn　 darui　 ali　 oyir-a-yin　tayiji　　　　 daruγ一a　janggi　kUnd廿一

　　取られた 人は,　 す ぐに 誰か 近 く の　 台吉,(族)長,　 　 佐領,暁 騎校

/10/nertU　uこari　todurqayilan　 medegtil,　 teden-Uγajara6a　 　　 k田一yin　daruγ一a{-yin}doturaこ{a}

　　 らに 事情を 明らかに して 報告せ よ。 彼 ら の 所 　の[村]落 　 　 長 　 　 の　 中 　 か ら

/11/nigen-i　tomilju　 urid　　qula7a{i}bolun　 yabu7sad・un　dotura6a　 tabun

　　一人 を 任命 し,か つて 盗 人　　　で　　あ った者 の　 中　 か ら 五

/12/k昼m壮n・ida7aγulun　 696U　 　　　　　　u7　 ejen-ti　 qamtu　yabuγulun　arba85)

　　人　　を 従 えさせ て 与え,(盗 品 の)元 の 持ち主と 共に　 行かせ て　 十

【13b/p.146】

/01/qonuγ 一un　dotur　erkebisi　tere　qulaγai-yi　surbuljiian　bayi6aγan　bariγuluy-a,

　　 日　 の　間 に 必ず 　　その 盗人　 を 捜　 　　 　査 して　　捕え させよ う。
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/02/kerbe　　ese　6idabasu　　　　　　　　　　　　　　　　　　daruγ一a　　　　　　　　　～iereg-Odri

　　 もしも で きなかったならぽ,(そ の村落)長 と(元 盗人の)兵 士ら(の こと)を

　　qariyatu　　　　 γajar　medegUlji'

　　所属の[印 務]所 に 報告 して

/03/bayiこaγan　sidkeg血1tiy-e,　teyim直bolbasu　 qula7ai-i　bariqui-dur　 　 erkebisi

　　調べて　　処罰 させ よ う。 そ う　 なれぽ,盗 人　 を 捕 らえ るのが,　 きっと

　 (tobtubの 誤 りとみ なす)

/04/dabtub86)bolumui,

　　確実に　 な る。

⑨

/05/(撞 頭 ・小)nigen　 ji'il,　ayalan　yabuqui・dur　edelekU　ni　　 buliγar　　 　 k6m

　　　　　 　　 一 条。 旅 　 行す る 際に 利用す るな ら,ロ シア革87)や なめ し革の

　　boγ6a　　　uuta-yin

　　 入れ物 や 袋

　　　　　 　　　　　 　　　　　 (daγaγaquの誤 り)　　 　 　　 　 　　 　 (b6keligの 誤 りとみ なす)

/06/jerge-i　nigen　 k血mUn　ergUjO　da7aqu　 　　　　　　　　 ali　　 k6nggen　 b6keleU・yi　edelen

　　 な ど,一 人 の 人が 　 持ち　 上げ られる(ぐ らいの)非 常に 軽 くて　 丈夫な物を 使い,

　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　(qaduγurに 同 じ)

/07/te!nege　 ulalaqu　 　　 sibUge　kUm　 　　　qobuγ一a,γa1-un　sam　 kirUge　　　qadaγur　stike,

　　 ラクダの 足 の裏を縫 う 錐88),な め し革の 桶,　 　 火か き 棒,の こぎ り,鎌,　 　 斧,

　　　　　 　　　　　(k6degenに 同 じ)

/08/ktirje　　　jerge-yi　kddUgen・ti　keriglel.i　bUrin　　beledken　ab6u　　yabu,

　　 シャベル 等　　　草原用　の 道具　 を 完全に 用意 して 持 って 行け。

/09/d6こin　nasun-u　er-e　d6rben　jiq-a-du89)mori

　　 「四十　才　　の 男は 四方 の 辺境 に　　 馬の

/10/ayan　yabudal-igo)daγamui　 kemegsen　 tula　　ene　 kiri　　　 nasu-tai　　 dabqur　 　 kn6廿tei

　　 旅の 仕事 　 を　 担 う」　 とい う　 か ら,こ れ ぐらいの 年 の者は,二 倍 ぐらい 力がある。

　　　　　 　　　　　 　　　 (tuγurayituの誤 りとみなす)

/11/6ndUr　 juja7an　qara　 tuγutu忌a　　　　　麺gei　 morin-dur　 jujaγan　j6gelen

　　 背が高 く 丈夫 で 黒 く,蹄 の　 す り減 って いない 馬 　 に,分 厚 く 柔 らかい

　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　 (qongγUの 誤 りとみなす)

/12/toqum・du　 　　　 urtu　qabtasutu　aγujim　　　qongγuu-tu　 　　　　　　　　emegel　toqubasu

　　 鞍褥(の 上)に,長 い 板付 きで 幅が広 く,馬 の背 中との間に隙間のある 鞍 を　 置けば,
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【14a/p.147】　　 　　 (niruγu　6ilekU　niの 誤 り)　　 　　 　　 (e6ekU　niの 誤 り)

/Ol/daγari　γarqu　tigei　nirγuu　eilektini　baγ一a　tula　　　　　　　　　　e6UkUni　udaγan

　　 鞍傷が つか　ず,背 中の しびれが まし　なので,(馬 の)疲 労が　遅い。

/02/k6nggen　 narin　qajaγar　　　　　　　　　　　　UsUn-i　qal6alaqu　Ugei　　qola　γajar-tu,

　　軽 くて 細 い 馬勒の(当 た る部分の)毛 は 抜か 　 　ない。 遠 い 所 へ(行 くのに)は,

　　 　　　　　 　　　　　 　 (b6kUtuの 誤 り)

/03/6ngdUr　 qabartu　aγujim　　　b6ket廿　§a　　　　　　　　藍gei　　 jujaγan　tabaqayitu,

　　 高い　 鼻 と　 幅の広 い こぶ と す り減 って いない 分厚い 足 の裏を持ち,

　 　 　 　 ノ

　　 　　　　　 　　　　　 (k6delktiの 誤 り)　　　 　 　 　 (a6iyanの 誤 り)

/04/joγsuqui-dur　　olan　　k6dUlkU　 Ugei,　temege　anu　 ayan　a6iγan-dur

　　立 っている時に あ ま り 動か　 　 ない ラ クダ が,旅 の 荷物 に

/05/sayin　 bolumui,6ngdUr　 juja7an　qom　 　　　　keriglel　tarγun・u　　6a7・tu

　　適 して いる。　　 高 くて 分厚 い　背中の敷物 の 利 用は,　 太 っている 時 には

/06/yosuこilan　　qasuγadg且)　　　　　　　yabuqui-dur　 　　6rlUge　bUrig2)　erte　　　　　　　　idegUlbesU　　　uyaγ一a

　　規則通 りに 減 ら し,[最 初に]　 出発す る際には 毎 　 　朝 　 　 早 く(草 を)食 べ させれぽ 調教に

/07/aldaqu　 費gei　　 kedU　qonuju　　　　orui　baγuγsan　6aγ一tu　usulabasu　　　　　　　ul-a

　　 失敗 し ない。 何 泊か して,夜 宿営 した 時 に 水を飲 ませれば,足 の裏に

/08/60γuraqu　Ugei,　 dulaγan乙aγ一tu　　　 edUrbUri　qom-yi　 　　 ab,　　 kUiten

　　 穴があか ない。　暖かい　時期 には,毎 日　　 背中の敷物 を 取れ。　 寒い

　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　(sularaγulbasuに 同 じ)

/09/こaγ一tu　　　qom-i　 　　　 abul　Ugei　tata1γ一a-i　　 sularγulbasu　　　　　qom-i　 　　　 jasaγsaγar

　　時期 には,背 中の敷物を 取 ら ず に 荷の ロープを ゆ るめれば,(ま た)背 中の敷物を 整 えつつ

　 (k61ifregelの誤 り)

/10/k61血ge]　　　Ugej　　yabubasu　 eこOkUni　　　uda7an,　da7ari　　　　7arqu　Ugei

　　 汗をかかせ ないで 行けば,疲 れ るのは 遅 く,　 背 中の傷 も でき　 ない。

/11/modu　 budaγan・u　jOil　k廿ngde　ni　qour・a　baγ・a　　 temUr-Un　ji'il　qour-a

　　木材や 穀物　　の 類 が 重いの は 害が　 少 な く,　金属　　　類は 害が

/12/yeke,　 　 yerti　 k6nggen　 a6aγ一a　sayin,　qabur　6aγ　　 k61Uregsen　 morin-u

　　大 きい。　 一般に 軽 い　　 荷物が 良い。 春の　 時期,汗 をかいた 馬　　の

【14b/p」48】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 (ebUstiに 同 じ)

/01/emegel　 abuqu　 　　　　 qa{1}aγun　 {Ude-d琶r}toq{um}tataγ 一a　 tigei　ebsこi{degti}lji'

　　鞍を 　 取 る(よ うな)暑 い　 　 　 昼間に 　 鞍褥 を　 固定させ ずに 草を 食べ させては
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/02/bolqu　廿gei　　　　　　　　　　ayil　　　　　　kesUbesU　 　　　　　a6ilγ一a　yaγakiju　　　osuldaqu

　 　なら　 ない。(道 中の)家(々)を 訪ねて回 ると,荷 物が ど うして も おろそかにな った り

　 　saγataqu

　 　遅れた りす る

/03/{m}aγad　 tigei-yin　degere　rnori　k61Urekti　　 yabudal　saγataqu　　　　　　　bolqu　 {tula}

　 　可能性が ある　 　上に,馬 が 汗をかいた り 旅程 が　遅延 した りすることに なる　 　 ので,

　 　　　　　 　　　 (6njiji'の誤 り)

/04/buu　kesU,　　　　 6nglij画　 t曲dek丘　　　　　　γajar-tu　temegen-dO　 qujir　　　 ese

　 　訪ねて回るな9死　まる一 日 ゆ っく りと過 ごす 場所 で ラクダ 用にン ーダ塩 が

　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　 (sid荘・ben　lこ同 じ)

/05/oldubasu　 　　　　　　　　　　　　　dabusu　ab6u　 idegti1,　　　 yabuju　bayita1-a　temege　 忌idUben

　 　得 られ なければ,(そ の代わ りに)塩 を 　 取 って 食べさせよ。 道 　　 中,　 ラクダが 歯 を

　 (qabirana　uu,　k61ifrene　titiの誤 り。 短縮形 とみなす)

/06/qaribanu,　 k61UrntiU,　 kebtebesU　 　　　　　　　qom94)　 　　 蓉ayin　　 bolbaこu　　　　 qom-i

　 　 こするか 汗をか くか 横たわ るかす るならぽ,背 中の敷物が ちゃん と なっていて も,敷 物を

　 　ab6u　　sayiqan

　 　取 って きちん と

　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　 (daγaritajuに同 じ)

/07/bey-e・yi　Uje,　 erkebisi　nigen　7ajar-a　daγartaju　 gem　 　olju　　bayimui,

　 　その体を 見よ。 必ず 　　一か 所　 　 け がを して 損傷を 負って い る。

　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　(6gsejtiの誤 りとみなすgs))

/08/noqai　 abこu　 yabubasu　 qulaγai-du　maγad　sayin,6rgtin　 usu　 6ngseleji

　 　犬を　連れて 行けぽ,　 盗人　 用に 確 かに 良い。　 広い　川を 遡 って,

　 　　　　　 　　　　　 　 (このaは 呼びかけの間投詞 とみ なす)

/09/6ngdUr　 daba7・a　derleji'qonu　a　　　　qur-a-yinこa7-tu　　　　qotuγur　saγuri-a6a

　 　高 い　　峠に　　依 って 宿泊せ よ。　 雨　 の　 時 には,　 くぼ地 の 宿営地か ら

/10/jayila,　　 qulaγai　　　　　　　　　　　　　　　　　　qongqur　 γajar-a　baγuu

　 　 離れ よ。 盗人に(遭 いそ うな時に)は,　 くぼ　　 地　 に 宿泊せよ。

　 　 degerem-d廿 　　　　　　　　　　　　　dedeger・e　7ajar　barin

　 　 強盗　　に(遭 いそ うな時 に)は,窮 屈 な　 所 に 依 って%),
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　　　　　 (kisaγ一aの誤 りとみなす)

/11/tala　　　kisia　　　7ajara6a　　jayi{1}a,

　　平原や 川岸 の 崖　 か ら 離れ よ。

⑩

/12/(撥 頭 ・小)nigen　 l耐l　mal　 adaγulqu-du　 qabur　jun　 　erteken　malun　 miq・a

　　　　　 　　 一　　条。 家畜を 放牧する際,春 や　夏に,早 めに 家畜の 肉を

【15a/p,149】

/01/k6gelgeji'abubasu　 jujaγan　miq-a-tai　　　 bolju　 qoyisi　yeke　 tarγulamu{i}

　　太 らせて おけば,分 厚い 肉を持つ ように な り,後 で　大いに 太 る。

　　　　　 　　　　　 　　　　　 (siralalに同 じ)

/02/yeke　 　tar7ulabasu　　　　namur§irlal　　ttgei　eb廿1　eこttktini　　　udaγan　　qabur

　　大いに 太 っておれば,秋 　 苦 しま ず,冬 やせ るのも 遅 い し,春(食 料が)

　 (tar己iγの誤 り)　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 (daγaγanの誤 り)

/03/tariこiγsiγurγ一a　simarγ。a　　　bolbasu　 on-i　daγan　　　　　　　　　　 t61　　　 qur7-a-i

　　乏 しく 嵐や　　湿 った吹雪 と なって も 年を 越せ て,(翌 春生 まれた)子 家畜や 一 才子羊 も

　 (bi6ilの誤 り)

　　be6il　tarγun

　　やや 太 っていて,(母 羊の)

　　　　　 　　　　　 　　　　　 (arbinの 誤 り)

/04/jilbi　ni　sayin　b6ged,　s血n　ni　aribin,　　　　　irekU　jun　　erte　tarγulaju

　　初乳 は 良 く　　　　 乳量 も 豊富である。　 次の 夏も 早 く 太 り,

　　　　　 　　　　　 　　 (yeke　leに 同 じ)

/05/m6n　 d6rbenこaγ ・tu　　　yekel-e　sayin　 bolumui,　jun　 erte　miq.a　ese

　　 また 四　 　 季を通 じて 大いに 元気に な る。　 夏に 早 く 肉が

　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　(qatanggirの 誤 り)

/06/kδgebesU　　　　　qoyisi　ked廿i　tarγu{1}aba6u　6gek丘一iyer　tarγulamui,　　　　　qatangger

　　太 らなけれぽ,後 で　 い くら 太 っても　 　 脂肪 だけで 太ることにな る。 虚弱

　　　　　 　　　　　 (siγaruに同 じ)

/07/bolun　 　　na{m}ur蓉a7arun　 　　　　olan　　　　　　{e}己雌ktin{i}　　{q}urdun　 qabur

　　 となって 秋は　　 不良なものが 多 くな り,　 やせ るのが　 早 く,　 春(食 料が)

　 (tar6iγdabasuに 同 じ)

　　tari6iγdabasu　on-i

　　乏 しくなると 年 を
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (juliuyiquの誤 りとみなす)

/・8/gtii6,kti.tig,i、{i}),u,7-、 、i脚 舳 、,、面k面g,i　 tikttkilb、　 j。le、d{、q。,}

　　越せ　 　ず　 嵐や　　 　湿 った吹雪 に 耐え られ ず,死 んだ り　 弱 った りす る。

/09/qurγ一a　　ni　　　　　　　　　　yeke　t{61U}b　tejigel　abqu　　{ti}9{ei}　bo{1}ju　γaruja　bolu{n}

　　一才子羊 は[ほ とんど]大 　 部分が 餌を　 食べ　　な く　 な って 損害を 受け,

/10/irekU　jun-u　tarγu　　　　 oruyitamui,　ene　 metU　 　 d6rbenこaγ 一tu　　　　 yeke

　　 次の 夏 の 太 りぐあい も 遅れる。　 この ように,四 　 　季 にわた って 大 きな

/11/gem　 　bolumui,　ada{7u}qo{ni-yi}　 {agi}ta　　　　 b{u}tuγ{u1}t{a}　 　　　　　　　 jerge

　　 損害 と なる。　 馬群や　 羊　 は　　 にが よもぎや めあかんふす ま97)の生えてい る よ うな

　　 γajar　 talbiju

　　 ところに 放ち,

/12/{us}u{n}-dur　 jo{γs}uγal廿gei　　　 {us}ulan　　　　　　　　　　　　　　s{ubai}　　　　　　　　q{oni}-yi

　　 水場 　 で 　 中断 　 　 　せずに　 水を飲 ませて,(そ の年)子 を生まなか った 羊 　 　を

　　 erte　　　　　　　　　　γar7an

　　 早 く(牧 地 へ)　 出 し,

【15b/p.150】

　　 　　 　 (taγuburisiγulalの誤 りとみなす)

ノ01/66Uken　tuyibarsiγulal　　　　　　　　　　Ugei　be16ige　　　　tarγun98)　yabu7ul,　　 qurduqan-a

　　 少 しも 追 い立てて疲れ させること な く 牧養せ よ。 太 って　 いかせ よ。 速 く

　　 yabubasu

　　 行 きす ぎた なら,(人 が群れの)

/02/emtin-e　oruju　 joγsuγsaγar　qola　　　khr6U　 qari7ul,　　 qalaγun-du

　　 前方 に 入 って 止 ま りつつ,遠 くまで 行 って 牧養せ よ。 暑 さの ために

　 (qorujuに 同 じ)　　 　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　 (k6delgenの 誤 り)

/03/qorl…u　　　joγsubasu　　　　　　　　　　　salki　6gede　　　k6dUlgen　 　　　　　ideg血1

　　 群が って 止 まって しまったな ら,風 に 向かって 進 ませ,(草 を)食 べ させ よ。

　　 　　 　　　 　　　 　 (boruγ・aの誤 り)

　　 manggirlaqu-dur　 　　 boru7u-a99)

　　 野生ねぎの時期には,雨 が降 ら

/04/Ugei　　abasu　qoyarγurban　 edUr　　　　boruγutai　abasu　d6rbe　tabun　qonu7

　　 なけれ ぽ　　二 ・　 三　　　日の間,雨 が降れ ば　　 四 ・　 五　 　日の間,
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/05/usu　 Ugei　　　　 angγabasu　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 sayi　　　 sayiqan　 tarγulamui,　qabur

　　水を 与えないで 喉が乾いた(ま まで草 を食べ させた)な ら,よ うや く きちん と 太 る。　 　 春は,

　 (irγuiの誤 り)

　　lruγUl　　　　qongγur

　　 アネモネ,　 ホンゴル100),

/06/jula-yinるeeeg　　　ene　　γurba-iyar　　　　　　　　　　　doturun　geln-iyer　arilan　　　　　　　　yer廿

　　 チュー リップ,こ の 三者に よって(家 畜 の)体 内 の 害毒が　 きれ いにな り,一 般 に

　　　　　　　　　　　　 (ifji'gtirの誤 り)

/07/nabこi　nakiy藺a　ebes丘n一貸　血jeg茸r　idegUljU　　　quduγ 一un　k面ten　usu

　　樹　 　葉や　 草　　の 先端を 食 べさせて 井 戸 の　冷たい 水 を

/08/a7u1アabasu　　qurdun　sayin　tar7ulamuj,　no7u7-a　erte　7aru7san　γajar-tu　　一

　　飲 ませれぽ,速 く　 よく 太 る。　 　 草が 　 早 く 芽吹いた 所 へ

/09/negUji'　　nutuγlan　qur7atai　　　　　　　　　　　qoni-yi　edUr　saγaγadlol)

　　移動 して 放牧 し,一 才子羊を持つ(母)羊 　 を 昼間 搾乳 して,

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(saγaqaltaduの 誤 りとみなす)

　　qurγ一a-i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sa7altadu

　　一才子羊は(分 担放牧を してい る)近 隣 の家102)(の群れ)に

/10/neyilegOIUn　ebesU　ideg血1,　　　　　　こe～ieg-Un　　　　　　　6aγ一tuio3)　　　　erte　belこigegsen　　　　qoni-i

　　合流 させて 草を　食べ させ よ。 花　 の(咲 く)頃 に,(朝)早 く 草を食べさせた 羊　を,

　　　　　 (btiliyedkUに 同じ)　 (己igigの誤 り)

/11/nara　 　bOliyedekU　ebesUn一曲　eigeg-Un　qour-a　bolqu　6aγ一tu　　　　　　　　　　　　joγsuγan

　　 太陽 で 温 まる　 　草 　 　の 湿気 が 　害に 　 な る　頃 に,(食 べるのを)や め させ,

　　　　　　　　　　(elesむnの誤 り)

/12/eidabasu　 qa亘aγun　els廿n　deger-e　kebtegiflji'　　　　 6igig　　arilqu-yi　　　　Ujejii

　　 できれば 熱 い 　 砂 の 上に 　横たわ らせ て,湿 気が な くなるのを 見て

【16a/p.151】　 　 　　 (bosqanの 誤 り)　　 　　 　 　 　 　 (ifji'gnr-iの誤 り)

/01/baγ一a　Ude-yin　kiri-d丘bosuγan　　　kδdUge　sayiqan　ebstin-tt　旺jeg血r-i

　　 昼　　前 の　 頃 に　立たせて,　 草原 の 良好な 草　　の 先端 を
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　　　　　 　　　　　 　 (kersUの 誤 り)　　 　 　　 　 　 　　 　 　 (qoγulai・dur　seleji'の誤 り)

/02/ideg廿1,　　　　　namur　 kirisU　　　ulayiqu　　kiri.dO　　　　　　　　　　　　qopuli■dur　seleji　　qariγul,

　　食べ させ よ。 秋は,あ か ざが 赤 くなる 頃 に,(放 牧場所を)広 い谷へ と 変えて 放牧せ よ。

　　tasulan

　　停止 させ て

/03/bayiju　　　sayin　usula,　　　　　　　 qudduγ 一un　　　　　　　　　　　　　　ong7uこan-u　der-e-i　　　baγ一a

　　おいて,　 よく 水を飲 ませ よ。 井戸(水 を入れるための)の 水槽　 　 の ふち10u)を 少 し

　　6ngdUr　bo1γan

　　高 く　 して

　　　　　 (qobuγu-yin　usu-yi　a1γur　 6idqubasu　 asqarの 誤 り)

/04/talbiju　qobuni　 usu-i　a1γuur　　　　こidqbasuios)　asaγar　　　　ifgei

　　置 き,桶 の 水 を ゆ っくりと 注げぽ,　 こぼれ水が な く[な いので],

　　　　　 　　　　　 　　　　　 　(qalturiγ一aの誤 り)

/05/seregUnこay・tu　m6sU　 　　　　 qaltarγ・a　 Ugei　bolumui,　baγ・a　mal　 　　ong7uban-du廿10

　　涼 しい 季節 に 氷で(家 畜が)滑 ることは な く なる。　 小　 　家畜は,水 槽　 　に

/06/qalaju　 　usu　 Ugei　 jutaraqu　 　　　 lli廿lemji　 bolqu　tula　　usulaqu-i　　　　　　 k揃yen

　　近付けず 水が な くて の どが乾 くこと が 甚だ しく な る　 ので,水 を飲 ませることに 努め,

　 (bitegei　k61tiregeの 誤 り)　　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　 　　 　　 (soyilγ一aの誤 り)

/07/bitegi　k61血rge　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　soyilaγ一a

　　 汗をかかせ るな。[家 畜の好みに応 じて中断 しつつ よく水を飲 ませ よ]食 事節制106)を

　　　　　 　　　　　(taγuburisiγuljuの誤 り)

　　 alda7ujai,　　　　　　tuyibarsiγuljulo7)　　　　　bun　qoladaγu1,

　　 誤 らないよ うに。 追 い立 てて疲れ させ,遠 くへ行かせす ぎるな。

　　　　　 (t611egUlkUの 誤 り)

/08/mal　 t61田gUlkO-eこe　　 busud　6a7-tur　　 olan　 neg血ji'　nutuγla　　 ma1

　　 家畜に 子を生 ませる時以 外の　 時期には,頻 繁に 移動 して 牧養せ よ。 家畜は(新 しい土地を)

　　 sonlrqan

　　 珍 しが って

　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　 (s61Uの 誤 り)

/09/tarγulamUi,　ebUl・tin乙a7・tu　　　 ebsUn・O　s61i　　 sim・e　ifldegsen　agilo8)

　　 よ く太 る。　 冬　の　時期には,　 草　　の 青 みや 養 分の 残 った　 に がよもぎ,
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/10/butuγul-yin　　　　jerge　k6ngker　 tigei　　 ebesii-tei　　　　　　6asu　baγ一a　　qaγurai　　γajar

　　めあか んふす ま 等 の 倒れ て　 いない 草が生えていて 雪が 少な く 乾燥 した 場所 で

/11/nutuγ1a,　　　qujir　　　　　abeu　　idegtilUgseger　bai,　e6UkUni　　　udaγan　qoni　bolbasu

　　放牧せよ。　ンーダ塩を 取 り,食 べさせ続け よ。 やせるのが 遅い　 羊 　 は

　 (γonjuγuiの誤 り)　　　　　　　　　　　　(sebesUに 同 じ)

/12/γongjuγui　qor7ul　廿gei,　　bUdtigUn　adaγu　sebsU-ber　　　　　　　baγabasu　　sayin　nutuγ

　　楕円形 の 糞 を し ない。 成熟 した 馬群が 反す う物で もって 糞をすれぽ 良い 土 地

【16b/p.152】

ノ01/{m6n　bui　 kemen}　 　{??}Io9)　 {be16ikU　　　　jnu　oruj,　 baンa}s{un・}u　{jijig　　q}on{i}

　　 で 　 ある といい,　 (?)　 　 　 草を食べるの が 遅 く,糞 　 　 の 　 　小 さな 羊が

　　silgeb{esU}

　　体を振れ ば,

　 (jutaraqu-yin　sinliの誤 り)

/02/juttarqu-yin　singji,　s61i　　　　　　　　　Ugei　nutu7　 bui　　　teg{Un}dU　 　　nutuγ　Uje,

　　飢え る　　 印で,青 みのある草が ない 土地で ある。　 これに よって 土地を 見(分 け)よ 。

/03/yabuju　 　　　ebes廿s61itei　　　　bolba6u,　　　　　k6ngker-yi　　　　　　　　　ajiγla,　　　　tere　7ajarun

　　行 ってみて 草に　青みがあ っ ても,(草 が)倒 れているか どうかを 観察せ よ。　その 土地の

/04/kUmUn・ii　 mal-un　baγasu-yi　bi16ikU　　 jerge-yi　ajiγ1aju　　　　　　　　　　　　 mede　 sayi!1

　　人　　 の,家 畜 の 糞や　　　草の食べ方 等　 を 観察 して(土 地 の善 し悪 しを)知 れ。　 良か った

/05/bolbasu　 tere　γajar　　negtiji'　　nutaγ1a　　　ebUl一髄n　6a7。tu　Uker-tin　kUides髄一i

　　 なら,　 その 場所 に 移動 して 放牧せ よ。 冬 の　時期に 牛　の　凍 った糞を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (ibigUrの 誤 り)

/06/ese　jayilγuIbasu　　　　　　bey-e-yi　toγurin　dulaγan　ibgtitir　bolju　　jayi1γulbasu

　　片付けないでお くと,身 の 回 りが 暖かい 床 と な り,片 付けて しま うと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (qorγudajuに 同 じ)

/07/juttarn-a　kemedeg　 deger-e　ar7al　 quriyabasu　 　　　　　qoruγudajuiio)

　　飢 える　 とい う。 良い　 牛糞を 集める と,(そ れに)執 着 し

　 (negUlの 誤 りとみ なす)

/08/negUUIe　Ugei　 bayiju　m6n　 juttarmui,6asu　 yeke-tU　qoγulai-yin　6ngdUr

　　移動　 　せずに いて　 また 飢える。　 雪 の 多い　 広い谷 の　 背 が高 くて

/09/61Un　 　　　ebesU-i　ifjeji'saγubasu　 mal・un　baγasu　jijig　　bolun　 gedesUn-i

　　栄養 のない 草 　 を 見 て 暮 らせぽ,家 畜 の 糞は 　 小 さく な り,腹 　 　 が
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　 (6tirdeyigseger　 bayijuセこ同 じとみなす)

/1・/6。,d、yiγ、a,ar　 b、yiji　 ifkUmUi,　 ,,,廿 」。d　 b。lq、 、i。9ii、 、1・γd・

　　ふ くれた ままに な って 死んで しま う。 一 般に,天 災が 起 こる 前兆は,暑 い

　　 namurcaγ

　　 秋 の　時期[か ら]

　　 　　　(boruγ一aの誤 り)

/11/k廿iten　boruγu-a　6asu　elbeg,　　　　　　salki　jeg茸n-tei　bolumui,　ebUl　　6asu　dara7-a

　　 冷たい 雨や　 　 雪が 大量に降 り,風 が 東風 と　 なる。　 冬は,雪 が 次

　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 (tonuljilanの 誤 りとみなす)

/12/dara7・a　yeke　 unaju　 　oγtarγui　toγuljilan　　　 olan　　　　solungγ一a　nara11　 {metti}

　　 々と　　大量 に 降 って,空 に　　 十字形を作 って た くさんの 虹が　　　太陽の　　よ うに

【17a/p,153】

/Ol/7arumui,　 　　　 angq-a　6asu　baγ。a　oruγsan　tere　7ajar-a　　 6ng　 　　　　 bo1qu　 　anu

　　 出る111も(冬 の)最 初に 雪が 少な く 降 った　その 場所では,良 好な季節 と なること が

/02/elbeg　tula　　　tegUni　aji71an　　al玉　　　 乙asu　baγ一a　　γajar-a　erteken　negtiji'

　　 多い ので,そ れを 観察 して どこか 雪の 少 ない 所 へ 早め に 移動 して

　　 　　　　　 (genedteの 誤 り)

/03/nutuγla　　 gendte　6asu　yekedbes"　 　　　 lam・un　yeke　 6asu-i　ma7u　 mal

　　 放牧せ よ。　突然　 雪 が 多 くなった場合,　 道中の 大量 の 雪　を 弱 った 家畜が

　　(taγulanに同 じ)　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (qoyirγusinの誤 り)

/04/tuulanii2)　　　　 gUiこekif　ifgei　　　　　 kemen　 　qoyirγsin　　　saγubasu　segtildtir

　　 乗 り越えることが 出来 　 ない(か ら)と い って ぐず ぐず して いる と,最 後には

　　 maγu　 　　　 sayln

　　 弱 った ものも 元気な ものも

/05/廿gei　　 66m　UkUmUi,　 　　 yabubasu　 　 maγu　 　　 ni　ifkUged　sayin　　　 ni　tildemifiii3),

　　 関係 なく 皆　 死 んで しま う。 移動すれば,弱 った もの は 死に,　 元気な もの は 残 る。

　　 　　　　　 　　　　　 　 (tUlesiの誤 り)

/06/yabuqui-dur　 　　baqan　 　　tUlisi　tegegen　tiilil　　 Ugei　yabuju　γal-un　sam

　　 移動する際は,か な りの 薪 を 運んで 燃 やさ ず に 行 き,火 か き 棒 ・

　　 (k6gergeに 同 じ)

/07/kδUrigii4)　ebes並n-ti　qadaγur　yeke　　kerigtei　　　　　kU6Un　 kifiten一廿6aγtu　　　　6rlUge

　　 ふ いご ・　 草刈 り　 鎌が　　大いに 必要である。　極端に 寒い　　時 には,朝
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/08/erte　qoni　 　 ma1-・i　qari7ulur-a　yabuγulju　　 qami7-a　 ktirUgsen　tereγajar-tur

　　早 く 羊な どの 家畜を 放牧に 　 　出発させて,ど こで も 到着 した その 場所 で

/09/qonuju　 　　yabubasu　 jil　 gUiこed　　　　　　negtibe6U　　　　　 UIU　　eこtim茸i,

　　宿営 しつつ 行けば,年 を 越 して(冬 中)移 動 した としても やせは しない。

　　γaγ6akU　jud-aこa

　　ただ　　 天災(の 場所)か ら

/10/darui　 γarsuγai　　kemen　 negOj廿　　 mal・i　eるUgemUi,　　　　　　　　　 '　　　　 mal　 da7aju

　　す ぐに 脱出 しよう と　 　 移動 して,家 畜を やせ させ る(こ とがある)の であ る。 家畜に 従 って

　　yabuγsan　kUmifn

　　行 く　 　 人は,

/11/tiilisin-i　selbeg　abeu　　edUr　edUrUn　arγal　buyu　ebes登　　{a}b6u

　　薪　　の 予備を 持 ち,　 日　 　々 の 牛糞 や　 　草を　 　持 って

　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　 (sira　tOSU-taiの 誤 り)

/12/yabuγtun,　 　 ma7u　 mal-i　 6rlUge　erte　bel6igekU-dUr　 baqan　 sartasu-tai

　　行 くように。　 弱 った 家畜を 朝　　 早 く 放牧す る際に,か な り バ ターを入れた

【17b/p.　154】　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 (da7aγamuiの 誤 り)

/01/sayin　ariki　　 6ggUged　 　　　　 γarγabasu　on-i　daγamui　namur　 ebUl・茸n　kiri・dU

　　良い 蒸留酒を 与えて(草 原に)　 出せぽ,　 年を 越 せる。 秋 や　 冬　の　頃 に,

　　　 　　(toγuraγtaiの誤 りとみなす)

/02/ulaγan　taγuriγtai　　　　　　　　　　　　　　 urin　　　salki　baraγun　j丘g。eこe　bayiqu　b6ged　l且5)　～iasu

　　赤 く　 濁 った[土 ぼ こ りの入 った]　 暖かい 風が 西　　　方 か ら 吹　　　き,　　　 降

　　　 　　　(qoyirγUの 誤 り)

/03/oruqu　 ni　qoyirγ一a　　　　bayibasu　6ng　　　　　　bolqu-yin　singji,　　　　　 qabur6aγ　　　　qoγulai

　　雪　　 が ゆ っくりして いれぽ,良 い季節 と なる　　 前兆であ る。 春の 時期は,広 い谷や

　　　 　　　　(jabsarlanの 誤 り)

/04/k6dUge　 　 jabsirlan　elbeg　 ebesO-tei　　　　　 γajar　saγu,　　　　　　 γal面mer　 sergeyilejU

　　広い草原を 離れて　 豊富な 草[や 水]の ある 所 に 住め。(草 原 の)火 災に　 注意 し,

　 (naγurに 同 じ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (sibarに 同 じ)

/05/naγuur　toγuriml16)qabi-du　 siγurγ一a　simarγ一a　　　sergeyile,　 忌abar且且7)　usu　 γuu

　　湖の　　周　　　　 辺　では 吹雪 や　湿 った吹雪 に 注意せ よ。　 ぬかるみ ・ 川 ・ 窪地 ・

/06/jilaγ一a-a6a　jayila,　　 eb廿l　qabur　easun8)　kiliten　salki　siγurγan-du

　　谷間　か ら 離れ よ。　 冬や 春 の　 雪や　　冷たい 風,　 吹雪の 際は,
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/07/mal-i　 salkin-u　deger-e　beledkeniI9)　　 qariγul,　　 si7urγ・a　yekedebesti　 　　 irikti　　　　 ni

　　家畜を 風　 　 　上 に　 用意 しておいて 放牧せ よ。 吹雪が　激 しくな って も,戻 って来 るの が

　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 (daquの 誤 り)

/08/amurqan,　 　　 noyitan　simarγan-du　　 daq・a　　 Ili　UsUうd　dotu7蓉i121)ni　 emUs,　 jiq-a

　　容易である120も　 湿 った 吹雪の　時は,毛 皮外套 は 毛 を 内側向けに して 着 よ。　 え り ・

　 (qan6ui　qormaiの 誤 り)　　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　　 (bekilebestiに同 じ)

/09/qang6ui　 qorumai-bar　 こasu　oruqu　Ugei　　　　　 bolγan　boγuju　bekelbesU　　　　kedU

　　そで ・　 すそ　　か ら 雪が 入 ら　 ない ように して,縛 って 固定すれば,数

　　 　　 　　 　　 　 (da7aγamuiの 誤 り)

/10/kediin　edUr　s6ni■i　daγamui,　　　　　qota　gerUn　　do7udu　 ta1-a-du　terge

　　 　　 　昼 夜 持ちこたえる。 天 幕群の 風下 側 に 車や

　　qasiγ一a

　　柵 を(固 定 して,縛 った ロープを)

　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　 　　 (tulγara),ulunの誤 り)

/11/sayin　tataγad　　　　jabdubasu　 　　廿ker-i　uyaju　　　　　adaγu-i　tu1γarγulun　qoni-i

　　 よく　引 っ張 り,間 に合えば,牛 　を 縛 りつけ て 馬　 を 直面させ,羊 　を

/12/egerebesti　　　　 toγtaqu　ni　sayin　b6ged,　 　　 daruγdaqu　tigei,　siγurγ一a　arilmaγこa ,

　　 囲んでおけば122),安 定　 　が 良 く　て(吹 雪に)押 され　　 ない。 吹雪 が　晴れればす ぐに,

【18a/p.155】

/01/ma1・un　nid廿n・O　m6sU・yi　ari1γaju　　　　 bel6ige,　　 ese　ari1γabasu　　　　　demei

　　 家畜の 目　 の 氷　 を きれ いに取 って 放牧せ よ。　 きれいに取 らなければ いたずらに

　　 gUyuji'

　　 走 り回 り,(家 畜を)

　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　(osuγudaγの誤 り)

/02/aldamui,　 　　 uyaγsan　mori-i　 darui　 talbiju　ebesU　ese123)ideghlbesti　osγadaγ,　　　 ebegsen

　　 失 って しまう。 縛 った 馬 　は,す ぐに 放 って 草 を 食べ させない と　凍えて しま う。 やせた

　　 　　 　 (qonggil-unl24)sira　usuの 誤 りとみなす)

/03/ma1・du　k6nggin-yin忌arausu　 　 buu　uu1γ一a,　　 qala7un　bolqu　kiridU　 qujir・tai

　　 家畜に 岩穴　　の　 黄色い水を 飲ませ るな125も　暑 く　　 なる　頃 に,　ン ーダ塩のある
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/04/γajar-tu　qoni・yi　salki　uruγu　　　　　　　　　k61Urtel・e　　　　　　　k6gege,　qamar・un

　　所 へ,羊 を 風 下 に向か って(羊 が)汗 をか くまで(馬 で)追 え。 鼻 の

　　qoruqal　unaJU

　　虫126)が 落 ちて,

/05/qurdun　 tarγulamui,　eb血l　qabur　qoni　be16igektii・dUr　nigen　jOg・iyer

　　速 く　 太 る。　　　 冬や 春,　 羊を 放牧する 時,　 同じ　方向に(羊 の群れを)

/06/γarγan　oruγulbasu　 m6n　 morin-u　arγamjin-du　 　　　　　　　　　　　　　 sayin　 jun　 qoni-yi

　　 出し　 入れすれば,　 また 馬　　の 綱(を 張 るの)に(邪 魔 にならな くて)　 良い。　 夏,羊(毛)を

　　　　　　　　 (arbaγad-iyar　qayi6ilaに 同 じ)

/07/tabun　 sarayin　arbad-iyar　　qayieil,　kerbe　 k血iten　boruγu-a　orubasu

　　五 月の 十 日頃127)に 刈れ。 もしも 冷たい 雨が 降れば,

/08/temOr　 kUrje　　　 olan-i　　beled,　　　 m6n　 qoni　osγabasu　 noyitan

　　鉄の　 ショベルを た くさん 用意せ よ。　 まさに 羊が 凍 えれば,湿 った

　 (sirui-barに同 じ)

　　§irui-bar

　　 土を(シ ョベルで掘 り返 して)

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 (jusulangの 誤 り)

/09/bulabasu　 　　　　 dami　 sergemUi,　 　 jusulun　 γajar　irigseger　 arγal　ab6u

　　埋め て しまえば128)す ぐに 元気 にな る。 夏営地の 場所へ 来る途中で 牛糞を 取 って

　 (sibabasuに 同 じ)

　　 蓉ababasu且29)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　usu

　　 塗 りつけて(持 って行って)お けぽ,降

　 (boruγan-iの 誤 り)　　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 (γasilaquの誤 り)

/10/boruγu-a　ni　こaγtu　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s亘前　　γasilqu　Ugei

　　 雨　　 　 の 時 に も(そ れ を燃や して煮 ることができるので)乳 が 腐 ら　 ず

　　 tusatai,　　　　　　　　　　　aqar-i　　　　　　　　　　　namur　 　　　　　ab～iu

　　 有益 である。[羊 の]　 夏の間 に伸 びた毛を 秋に(刈 り)　取 って(翌 夏 まで)

/11/qadaγala,　　　　　 jun-u　　　　　　　　　　　　　　　　urtu-yin　ungγasu-lu7-a　　　qolibasu

　　 保管 せよ。(翌)夏(の 初めに刈 り取 る)の 長 い　 　毛 　 　 と一緒に 混ぜ合わせれぽ,

　　 eSegel　　　　 Sayln

　　 フェル トは 良 く
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/12/bolun　 namur　 　　　　　　　　　　　　biltigeγar乙u　　　　　 UiledbUri-d血tusatai　　　 temege-yi

　 　な り,秋 は(フ ェル トを作 らない分)暇 が　で きて(他 の)仕 事 　　に　有益 であ る。　 ラクダは

【18b/p.156】

/Ol/d6rben　 6a7-tu　　　　　　　　・　　　　　　qoγulai　　seleji'　jun　　jOlge　　　　usun-u　6ngdUr

　 　四　　 季 に応 じて(放 牧す る)広 い谷を 変え,夏 は 草むらや 水辺 の 背の高い

/02/ebesU　ideg廿1,　　　　　 0niy■e-yi　　baγ一a-a6a　ni　sayin　saγaju　　　surγabasu　　elbeg

　 　草を　食べ させよ。　 雌牛 は,若 い頃か ら　よく　搾乳 して 教 えれぽ,豊 富な

/03/sUU・・tei　　　　 boldaγ,　qurγ一a　　 tuγul　　　　 nilq-a　mal-i　　　　　　 γaruγsaγar　qaγurai

　 　乳が 出るように なる。　 一才子羊や 一才子牛等 の 幼い　 家畜を(牧 地へ)　 出す時には,乾 燥 した

/04/γajar　dula7alan　　qalaγun　kO～i廿n-U　6aγ一tu　　segiiderel,　　　　　　6rlUge　seregUn

　 　所 で 暖か くし,暑 さが 厳 しい　時 には 日光 をさえぎれ。 朝や　 涼 しい

　 (tidesiに同 じ)　　　 　 　 　　 　 　　 　 (idebestiの誤 りとみなす)

/05/tide蓉i-yin　6aγtu　ebesti　sayin　idegOl,　　　 idlebesti　sayin　 namur　 qu乙a

　 　夕方 の　 時 に 草を　 よく 食べさせ よ。 食べれぽ 良い。 秋,　 種羊を(雌 羊 と)

/06/neyilekUi-dUr　　　　　　　　　qabur　edUr　s6ni　teng6ekUi-dtir　qurγalaqu　　　　　　　　　　　kiri・・yi

　 　いっ しょにする際には,春 の　昼 と 夜が つ りあ う時に 子を生む(こ とにな る)頃 を

　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 (UgUlenの 誤 り)

/07/boduju　 　sayin　edUr　songγun　tijegUlji'belgetei　Uge　　　Uggtilen

　 　考 えて,吉 　 　日を 選 んで　示 し,　 吉兆ある 言葉を 述べて

　 　　　　　 　　　 (buγur-a　　ingge-1tigeに同 じ)

/08/neyilegtil,　　　　　　buur-a　　　　ingge-luγ一a　qolbun　 　　　yabubasu　 　　　dulaγan　6aγtu

　 　いっ しょにせ よ。 種 『クダを 雌 ラクダと いっ しょに するのなら,暖 かい 季節に

　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　 (botuγulaγsanに同 じ)

/09/botuγulaqu・i　 boduju　neyilegU1,　　　　 m6n乙U　 　　　 botuγulu7san　temege・dif

　 　子 を生む ことを 考えて いっし ょにせ よ。　 また,(前 年)子 を生んだ　 ラクダと

　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　 (6njilの誤 り)

/10/neyilegtilbesti　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6ngjil　　　　Ugei　ingge　　　　botuγularnui,　ajirγ.a■i　unuju

　 　い っしょにすれば,(不 妊の ままその年 を)過 ごす こと な く雌 ラクダは 子を生む。　 種馬 に 乗 って

/11/e～iegeged　　　du監aγan　6aγtu　　una7alaqu-yi　　　boduju　 neyilegUl,　　　　　　　buq-a-yi

　 　疲労 させ,暖 かい　季節に 子を生む ことを 考 えて い っしょにせ よ。 種 牛 には,
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　　　　　　　　　　　　　(unuγ・a,　 qoriγtaiの誤 りとみ なす)

/12/namur　 ebUl-i　　　　　　　　unaγ一a,　　　qoraγtai　　　　　　乙aγtu　　adaγu　k61面rgek藍ba

　　秋 ・　 冬[の 頃 に]130)乗 らせ よ。 禁止 され ている 時期 に 馬に　汗をかかせ た り,

【19a/p.157】

　　　　　(gegUUに 同 じ)

/Ol/namur　 geU　　　unuqu-yi　　～iegerle,　　　　　　　　　unaγalaqu　こaγtu　　　　edUr　s6ni　ki乙iyen

　　秋に　 雌馬に 乗る ことを 禁止せ よ。(馬 が)子 を生む 時 には,昼 　 夜　 努めて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(botuγu-yiの誤 り)

/02/sakin　 　 manaju　 　 unaγ一a-i　 torniγulju　ab,　 　　 botuγu-a-yi　　 t6面gsen

　　見守 り,　番を して,一 才子馬を 成長させ て 取 れB馬 　 一才子 ラ クダが 生 まれた

　　　　　　　　　　　　　 (siruiに同 じ)　　　 　 　 　　 　 (domの 誤 り)

/03/γajar-tur　d血rs藍一i　jiruγad　話irui-yi　　ab乙u　　jeg血lgebes{i　　　 domu　 　　　　bolai,

　　 ところに 姿を　 描 き,　 その土 を 取 って 携帯 させれ ば,　 まじないと なるB2も

　　　　　　　　　　　　　　　(yabu7anの 誤 り)

/04/botuγu-a-i　　　 nilq-a-du　　 yabγal1,　terge,　temege・tei　　　 k廿mnn-i　　　　　　　　 6egerle

　　一才子 ラクダが 幼い 時に,徒 歩や 車 ・　 ラクダを連 れた 人(が 近づ くことを)を 禁止せ よB3も

/05/qalaγul16aγtu　　　 ji'lge　namuγebesU　 bifkifiγajar　imaγta　arγamjiju

　　暑い　　時期 には,草 地や 沼沢の 草の　あ る　 所で 常 に　 つないでお き,

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (uγuraγ一unに 同 じ)

/06/kiri　kiri　usulaju　　　　　orui　talbibasu　sayin,　qurγ■a-yi　　uuraγi34)-yin　Uy-e-dU

　　各　 自　 水を蘇 ませて 晩に 放てば　　よい。　一才羊は,初 乳　　 の　 頃 には

/07/6adqal　 　Ugei　　　　　 sayin　　　　　　　　saγaju　　　ba7-a　torniqui-yin　Uy・e・d負talbiju

　　満腹 させ ない ように よく(母 羊を)搾 乳 し,少 し 成長す る　 頃 に 放 って

　 (k6kifgtiltinの誤 り)

/08/k6kegtilUn　 　jun-u　ekin　 　sara6a　　　　　　　 saγaju　　　　　 dumda

　　乳 を飲 ませ,　 夏 の 最初 の 月(旧 暦四 月)か ら 搾乳 し,'(夏 の)　 中の

　　sarayin　　　　　　　　　qayuδid-bar

　　 月(旧 暦五月)の 後半　　に

/09/saγaqui幽i　joγsu7ajui35)　eke　　　qurγ一a-i　　　　　　　　　tarγulaγulqu-yi　kiこiye,

　　搾 乳　 を やめて　　 　 母羊 と 一才子羊を(共 に)太 らせ ることに 努あ よ。(母 とな った)
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　 (t61tigen一髄の誤 り)　 ,

/10/t61Ug-U　　uuraγi36)　sUO　　　qurγan-u且3?)　nilq-a-du　　qour-a-tai　tula

　　二才羊の 初　 　　 乳 は,一 才子羊が　 幼い 頃は 有害 　　 　なので,

　　　 　　　 　　 　　　 　　　 (6ber-eの 誤 り)　　 　　　　 (jagisaに 同 じ)

/11/uuraγ　　　ni　γartal-a　　　　　　　6ber　bUdUgUn　 　　　qonin-du　jagis,　　　　　　eb廿1-On　kUeiini3s)　kifitUn-e6e

　　その初乳 が 出て しま うまで 他の 成年の(雌)羊 　 に 借 り乳せ よ。 冬 の 極端 に 　 寒い時以

/12/busud　 6aγtu　 mal-i　　　　 erte　ese　be互6igebesO　tarγu　　　　 ktiOdn・dUr　yerti

　　外 の　 時 は,家 畜を(朝)早 く 放牧 しない と,太 り具合いや 体力 が　 一般 に

【19b/p.158】 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　 (idesiに 同 じ)

/01/maγu,　eb曲1・Un　boγuni・yin　ed廿r-tti　　　　　 ide§i　baγadaju　tUrgen　e己廿m廿i,

　　悪 い。 冬 の,短 い　 　　 日　の時には,　 食物が 不足 して 急速に やせて しま う。

　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　(qoyirγusimuiの 誤 り)

/02/jun-u　qalaγun-du　　　 qoruju　 　　　　　　　　 tarγu　　　 ni　qoyirγasimui,　namur　 6a7-tu

　　夏 の 暑い　 時には,暑 さで群がって しまい,　 太 り具合 い が 緩慢 となる。　秋の　 時期には,

　　　 　　 (egeregdenの 誤 り)

/03/usun-du　 egeregdOn　ebesUn-dU　kUrkti　Ugei　bolumui,　qabur乙aγtu

　　水　を　渇望 し　 　草 　　に　近 づか な く なる。　 春の　時期には

　　　 　　　 　　 　　　 　(sibaγに同 じ)

/04/urγuγsan　agi　　　　　 忌aba7i39)-tu　　　 kUrgekU　 Ugei　bolumui　1co),ebtildin　kU6Un

　　伸びた　 にが よもぎや ゴ ビよもぎには,手 をつけ な く なる。　　　 冬　　 　極端 に

/05/kUitiin　bolba6u　ebesUn-O　s61廿　　　　　　　　　　　　sayin　bolbasu　　　　'erte　bel6igebes茸　　gem

　　寒 く　 て も,　 草　 　の 青み の残 り具合いが 良け れぽ,(朝)早 く 食べ させれば 害 も

/06/tigei　 sayin,　yerU　 mal-i　 adaγulqu　jerge-dti　yabuqui-dur　 　 6benin

　　な くて 良い。　一般に 家畜の 放牧　　　等　 で　暮 らす 際に,　 「自らの

/07/tusadu　 　　　mal-i　 6skeji'　 edelekU　jaruqu-du　 　 elbeg　 bolγan　jirγay-a　　　　　　　　 kemen

　　利益のために 家畜を 殖や して 利用 ・ 消費す るのを 豊富に し,　 幸せになろ う」(な ど)　 と

　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 (arbinの 誤 り)

/08/buu　sa11-a,　aju　t6rUkti・i　　　　 sayin　UiledUged　mal-iyan　 　　edelen　 　aribin

　　思 うな。　 生計をたてることを よ く 行ない,　 自分の家畜を 利用 して 豊か で

/09/yeke　 　bayan　 　　bolju　　alba　　degeji　yeke　　　　ergUsUgei,　　　burqan忌ajin-du

　　大変な 金持ち と な り,上 等 の 賦役 を た くさん 献上 しよう。 仏　　 教　への
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (tengkeregifltiy-eの誤 り)

/10/takil　　bo1γay.a,　boγul　sibeg6in-i　　　tejigen　　　　　　　　　　　　　　　tengkerig廿1丘y-e,　baγurai

　　供養 と しよう。　 奴　　碑　 　 を　 養 って(そ れらの生計 を)回 復 させ よ う。　 弱 った

　 (γuyu1γaこinの誤 り)

　　γuyilγag6in-d{u}

　　乞食　 　 に

　　　　　　　　　　 (<skt.　bodhi)

/11/6glige　 696ti　　 buyan-u　 bodi・du　jorin　　 irOgemUi　kemen　 aman-daγan

　　布施を 与 え,　 「善行 の 菩提を　 目指 して 祈 る」　 　と　　 自分の口で

/12/Urgtilji　kelen　 sanaγan・daγan　　martal　tigei　yabubasu　 erkim　 　　 ese

　　常 に　 唱え,　 自分の考 えの中で 忘れ　 ずに 暮 らせば 一番良い。　 も し

【20a/p.159】　　　　　　　　　　　　 (ifgiflegedに同 じ)

/Ol/6idabasu　 　　　　　　　　　　　　6rl且ge　ner-e{igg血1eged　sayin　sanaqul-a　　　　yabubasu　 tere　ed亘r

　　 それが できないな らぽ,朝,　 名を 唱えて　　よ く 念 じてす ぐに 行けぽ,　 その 日

/02/mal　 adayulaqu　 jerge-dU　　　 nig01　 Ugei,　 Uile　　yerti　 yaγu　 Oiledd髄gsen

　　家畜 を 放牧す る　 等　 に際 して 罪過が ない。　行為は 一般 に 何で も 行な った

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (alquba6uに 同 じ)

/03/bUgUde　 nom　 　bolun　 odu　mal　 buるaγaqu　kemen　 nige　alquba6i　 　　　　　 buyan

　　 全てが 仏法 と な り,今 　 家畜 を 戻す　　　とい って 一歩 歩 いても(そ れが)善 行

　　　　　　 (UligerlebesUの 誤 り)

/04/bolumui,　 UligerilbesU　　　　s廿O　k6geregtilktii・dUr　　 noqai-yin　idekU　 qusum

　　 となる。 例えてい うなら,乳 を 煮て泡立 たせ る際に 犬　 の　 食べ る 乳かすが

　 (dasiram・durの 異形 とみ なす)

/05/dasirmaγ 一turγardaγmetU　 　 nom　 　buyan-i　tiiledkUi-dUr　6berifn　aju

　　 ついで　に　 出る　　ように,　 仏法や 善行 を 行な う 際に 自らの 生

/06/t6rUl-dUr　dasirmaγ一tur　btitUmtii,

　　 計 が ついで に 実現す るのである。

⑪(edlelの 誤 り)(qub6asuの 誤 り)

/07/(擁 頭 ・小)nigen　 ji'il,　gerUn　 dotur-a　qangqai　 edelel　 k6nggen　 yabu,　 quba6isu　edelel。i

　　　　　　　 一　　条。 天幕の 中は　　家財な く,所 有物 を 軽 くして 行け。 衣服や　 所有物を

　　　　　　　　 (muquliyの 誤 りとみなす)

/08/60ujitai　　　 muukili7　 01an・dur　aγuγul,　eyimU　bolbasu　negUkUi・dUr

　　 鍵のかか った た くさんo有 蓋車 に 入れ よ。　 こう　 すれぽ 移動 　 の際,
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　 (qoyirγusiquの 誤 り)

/09/qoyirγasiqu　Ugei,　　noqai　olan　　　　　　　　　　say童n,　qotaるi-i　　　　　　　ertekenこadqaju

　 　手間取 ら　 ない。 犬は　た くさんいるのが よい。 番犬は,(夕 方)早 めに 満腹 させ るように して

　 　　 　　(qo7ulaの 誤 り)

/10/tejige,　qoγulu　orui　6ggtibesU　 s6ni　umtaju　 　　　　　　　 qo6urmui,　 　 6idabasu

　 　飼 え。 食事を 遅 く 与えれば,夜 　 眠 って(非 常事態に)遅 れ をとる。　 できれば

/11/edlir　　 qonin-u　 kttmUn　daγaγulun　　6inu-a-i　sakiγul,　　　 usu141)

　 　昼間は,羊 を飼 う 人が　 　連れて行 って 狼　　を 見張 らせ よ。　水や

　 (tUlesi-yiの誤 り)

/12/ttilisi・i　　　　　　　 erkimlen,　 　　　　　　　 mal・un　bel己iger-i　buu　 γa乙iγdaγrul,

　 　薪(の 良い場所)を 選んで(そ の結果 として)家 畜の 牧 地　 を 欠乏 させるな。

　 　ma1-du　 　 ,　　　 maγu

　 　家畜(の 牧養)に 適 していない

【20b/p,160】

/01/kUm"n-i　 {m}edes{U}gei　 kemebesU　 　 tegUni　 　 {γ}adaγ一a-a6a　　　　　　irekUle　　　　 mal

　 　人　 　を　 知ろ う　　 　 とい うなら,そ の者が　 外　　 　か ら[入 って]来 るとす ぐ,　 「家畜を

　 　qarabuu

　 　見たか。

/02/qan・a　 bayin-a　kemen　 asaγubasu　　　　　　　　　　　　oγtu　qaraγsan　tigei　 bayimui,

　 　どこに いる」　 と　　 尋ねれば,(適 していない人は)全 く 見 て　 　 いない ものである。

　 　sa7uqui-dur

　 　座 ってい る時に

/03/ajiγ1abasu　　 ktimUn-06ggOgsen　 6ai-i　 tiker　metti　 sorun　 　 dakin

　 　観察すれば,人 　 　の くれた　 お茶を 牛の よ うに すす り,何 度 も

　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　 (demei　leに 同 じ)

/04/dakin　 aγuju,　 unuγsan　 　mori-ban　 γadan-a　soyiju　　　demile　 　　　　　　　ayil　ayi1

　 　何度 も 飲 んで,乗 っていた 自分の馬を 外 で　 　足 を縛 って 無益 に[し ゃべ って]家 　 々を

　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　(n6kti6egeji')

/05/kesUji'　 edUr-i　barumui,　 edttr　sar・・a-i　n6ke乙igejU　　　arai　　　 nige　ger-iyen

　 　尋ね回 り 一 日を 過 ごす。　 月　　日　 を 無益 に過 ごし,　 ち ょっと 一度 天幕を

/06/negUkU　 　 6aγ・tu　　 Ude　 boluγsan　qoyin。a　bosuju且42)　　 mal　 qarmui　kemen

　 　移動 させ る 時 には,昼 に な った　 後 　 　 起 き出し,　 「家畜を 見る」　 と
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/07/siltaγ1aju　　 mordun　 ayil　ger-iyen　bariγsan　qoyin・a　　　　 ali　 idekti　yaγum-a

　　言い訳 を して 外 出し,天 　幕 を　 建てた　 後になって,　 「何か 食べる ものは

　 (bayina　uuに 同 じ)

/08/bayinu　 kemegseger　irimtii　　　　 eyimg　 　　 kUmifn-i　 ken　 　tijegseger　ger-e乙e　k6gegel1

　　あるか」　 といいつつ 戻 って来る。　 この ような 人　 　は,誰 かが 見てい て 天幕か ら 追い

　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　 Galqaγa1γ・aの誤 りとみなす)

/09/γarγaju　qariyatu・dur　　　 tusiyan　696u　 jalaγal7・a,　ma1・un　ktimUn

　　 出し,　 所属(の 役人)に 引 き　 渡 して 処罰 させ よ。 牧　　　民(た る者)は,

/10/6rlUge　oyir-a　qola-yin　baraγ一a　　d6nggeji'tijegdekti　kiri-d廿　　　　　　　　　γar6u

　　朝 遠 近 が かすかに や っと 見 える ぐらい(の 所)に 出て,

　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　 (ergiji')

/11/ger-iyen　　　　　　　　　　 nige　ergeji'd6rben　 ji'g-tU　sayin　qaraju　mal

　　 自分 の天幕を(遠 巻 きに)　 一　 周 して 四　　　方 を　よく　見,　 家畜

/12/jerge-i　niγtalan　　　Ujeji',　mori-ban　 　bar量ju　　　uy-a,　　　 tere　jabsar-a

　　 等 　を よく調べ て 見 　 　自分の馬を 捕 らえて つなげ。 その 間 　 に

【21a/p,161】

/Ol/こai　　 6inaju　beledkekO　tula　　　　　　　 oruγsaγarこai　　 qurdun　 a四ju　 morduγad

　　 お茶を 煮て　 用意する　ために(天 幕に)入 り,　　 お茶 を すばや く 飲んで 出発 し,

/02/6ngdUr　 deger-eγar6u廿je,　 6berUn　mal　adaγu・i　btiridken

　　 高 い所の 上に　　出 て　見 よ。　 自分の 家　 畜　　を 計算 して

　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 (oyirataγuljuの誤 り)

/03/6u71a7ulju　aq-a　degtiti-yin　mal　　　bayibasu　mbn　 gert"ni　oyirta7ulju

　　 集め,　　 兄　 弟　　の　 家畜が いれば,そ の 天幕 に 近付けて

/04/6g,　 　 eyimti　bolbasu　 aq-a　de帥 廿inaγ　 amura7　 　 bolumui,　 orui　mal

　　 やれ。　 こう　 すれぽ,　 兄　 弟は　 親密 で 愛情 が深 く なる。　 晩に 家畜が

　　 1rlmegce

　　 戻 って来ればす ぐ,(人 が)

/05/umda　 qoyulu　idekU　aγuqu-yin　jabsar-a　ma1・i　ergen　　 ajiγ1aju　bUridken

　　 飲　　食物を 飲　　食する　　間　　に 家畜を 見回 って 観察 ・ 計算 し,

/06/qorin-u　 　sa卜aγaruγsan"a6a　qoyin"a　kiri-dU　　　noqai-yi　d6rben　j直9-tO

　　 二十 日の 月が 出た　 　　　後の　　頃 には,犬 　 を 四　 　 方 に
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　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　 (egiide-dtiの誤 り)

/0Y7/qor7un。du　 kebtegUhin　irijU　 baγan-a　jerge　 modu-yi　 egUUde144)-dil　　　　　　　 talbiju

　　入れ物143)に 寝かせて　 戻 り,柱 　　 　などの 木　 を 戸 口に(も たれかけ させて)置 いて

　　　　　 　　　　　 　　 (bUseに 同 じ)

/08/gertU　 orun　 　　　　　 bUsi45)tayilju　qoγusun　qang6ui・du　kiji'　 sergeg　　umta

　　天幕 に 入 り,(自 分の)　 帯を　　といて 空 の　　 袖　　　に　入れて 用心深 く 眠れ14殊

　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　(qanduアulの 誤 り)

/09/kebtekOi-dttr　　　廿de-yin　naran-u　ji'g　　　　　　　　toluγai　buu　qangd{u}γul,　qangdaγulbasu

　　横になる際は,正 午の 木陽 の 方向(南)に 頭を　 向けるな。　　　 向けたならば,

/10/nasun-du　 maγu　 jun　bolbasu　7adan-a　tergen　deger-e　kebte,　 erte

　　寿命 に　悪い。　 夏　は,　　 戸外の　車 の　 上 で　　寝 よ。　 「早 く

/11/bosubasu　 nige-i　iflek柱orui　umtabasu　 nige-i　sonusqu　kemeg6i

　　起 きれば 一 つを 見,　 遅 く 寝れば 　　一 つを 聞 く」　 とい う

　　　　　 　　　　　 　　　　(bisiuに 同 じ)

/12/qaγuこin　tige　　　 ene　　　 b揃O　 　　　　qoyaduγar　 　　 burqan蓉ajin-i　 erkimlen　buyan

　　古い　 　言葉は,　 ζのこと ではな いか。　第二番 目に147),仏 　　　教　 を 尊重 して 善行 と

【21b/P.'162.】

/01/nom　 　tiiledkU-dUr,　　 6rlUge　bosuγsaγar　bayiqu　ildar-a　blam-aγurban

　　仏法を 実践す るには,朝 　　 起 きつつ　 ある　 時に　 ラマと 三

　　　　　 　　　　　 　　　 (narnan6ilamuiの 誤 り)

/02/erdeni-4面r　bisiren　nigti1-i　namangdlamui,　 　amitan『u　tusa-yin　tula

　　宝　 　を　 敬 って 罪　 を 悔悟せ よ。　　 　 「衆生　 の 利益の　 ため[に]

　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　 (UgUlenに 同 じ)

/03/burqan　 bo旦qu　　boltuγai　kemenγurban・ta　 Ogg髄len　jalbari　basa

　　仏 と　 な ります ように」 と　 　 三 　 　度 述べて 祈れ。 また,

/04/m6rgifkUl-dtir　ungsibasu　 sayin,　qoyisini廿rg廿1ji　sanaqu　 bUri

　　拝む　 　 時に 唱え るの も 良い。 その後 常に　 思 い付 く たび に,

　　 (om　 　mani　 badm-a　 hum<skt.　 om　 ma加 　padme　 htimに 同 じ)

/05/o　 　　 ma・・ni　bad-me　 hO　　　　 kemenこidaqu　 kiri-ber　ung忌i,　 eg曲nh

　　「ナ ム ● マ ニ'バ ドメ ● ホ ム」14陛 ・ で きる 限 り 唱え よ・ これの
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　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　(jobalangの 誤 り)

/06/a6i　tusa　ni　　ene　nasun-du　 　　　　ebedein　jobulang　nig茸l　　ari1γad149)　　sanaγsan

　　御利益 は,今 　生　　において 病気 と　苦痛 と　 罪過 が な くな り,思 った

/07/kereg　 btittikti　qoyitu-dur　tngri　kUmUn-e　 t6rifkif　ba,　or6ilang-a6a

　　 ことが かな う。 来世 で　 天 　 人 　 　に 生 まれ,　 輪廻 　 から

/08/tonilaju　 burqan　bolqu　 mal　 terigUten-i　6iken　sonusbasu　 m6n　 eyimU

　　解脱 して 仏 と　 なる。 家畜 等　 　　の 耳が 聞 いて も,ま た この ように

　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　 (gui乙esiに同 じ)

/09/sayln　terigUten　acl　tusa-1　sanaJu　gulcesl　　ugel　Jlq-a　　　　　　　　　　nlge　Jerge

　　 良い ような　 御利益を 思 って 実現 でき ない 極みである150㌔　 「一　 度

/10/ungsibasu　 γangluur　　　　　 ungsiγsan-luγ一a　adali　 bolun-a　kemell　 　　 nomlajuqui,

　　唱 えれぽ,ガン ジ ョール151)を 読んだの と　 　 同 じに な る」　 と(一 般に)教 え られている。

　　 (Udesiに 同 じ)(qotuluγulunの 誤 り)

/11/曲degi　 mal　 qotulγulun　gertegen　 　　oruju　 　 g　 　　bi§iu　　 !arni　　 suUaq.a

　　 「夕方,家 畜を 柵 に入れて 自分の天幕に 入 り,　 rオ ム ・ ビシウ ・ タルニ ・ン バカ』Is2)

　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　 (degUrmUiの 誤 り)

/12/kemen　 ungsibasu　 ger-tti　kifmtin　edlel　 btiktin・iyer　deg廿rim髄i,

　　 と　　 唱えれぽ,天 幕に 人や　　財産 が 全て　　　 満 ちる,

【22a/p.163】　　(qosiγuに 同 じ)

/01/yadan-a　 tabun　qosiu　mal-iyar　degarimOi　kemen　 　　　nomla7san　 　　tula　　edtige

　　 外には　五　 　 　　 畜IS3)が 満 ちる」　 と(一 般 に)教 えられてい る ので,今

/02/eyimO　 　　surqu　ungsiqUi-dur　amurqan　 n6m-i　 ese　 ungsibasu　 　　　　　　　　　　　 erdemt廿

　　 この ように 学び　唱えるのが　容易 な　 経　を 唱え ないならば,(輪 廻の中で自分が)教 養 ある

/03/kUmUn-ti　 sayin　bey-e-i　olu7san　 　 yeke　kereg-iyen　medegsen　 tigei

　　 人間　 の 良 き　身体 を 得た とい う 一大 事　 を　　知 ら　　　ない

　　 　　 　(tomuγ一aの誤 り)

/04/忌ali7　tomuγu-a　Ugei　kUmUn　 metU　 bolun-a　bisiU　　　　　UIigerlebesU　　　　　keUked

　　 軽率 で ふ まじめな　 人の　 　ように なる　　ではないか。 例 えてい うな らぽ,子 供が

　　 　　 　 　(yuvambuuの 誤 り 〈chi.元 宝)

/05/γ・j・,a6、〉・U・a,nb、。m6・99U・1・ γ・d　 erk・1・nn・γ・d・ju　y・b・γ・d　 9ヒ9・ji'

　　 地面か ら 元宝154)　 銀を　　 拾って,ふ ざけ 遊 んで　 いる うちに な くして
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/06/orkiγsan-luγ一a　adali　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ene　 bey-e　Uneker　qayiran　　　bayin-a　　6rltige

　 捨 てた のと　 同様であ り,(人 間に生 まれた)こ の 身は 本当に 惜 しむべき である。 毎

　 　　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 (<skt.　　　om　 　亘b　　hUm)

/07/bUri　burqan-u　 emUn・e　agi-bar　　　 sang　talbin,　 o　　盃　　 hU　 　　　 kemen

　 朝,仏(像)の 前で　 にが よもぎの 香を た き,　 「オ ・ ア ・ ホ ム」155)と

　 　　 　 (keleの誤 りとみなす)(kesigの誤 り)

/08/γurba　kelen　　burqan且s6)　kisig-Un　tngri　bayasun　ebed6in　qaldaqu廿gei,

　 三度 話せ。 仏 と　 　 　好運の 天 が 喜び,　 病気が はや ら　な くて

/09/sayin,　 kObeg髄n　t6rUn-e　　　b{aya}n　 bolqu　　　　　　terigUten-dUr　kerigtei　　　　　6ai　　　degeji-i

　 　良い。 男の子が 生 まれた り 金持ちに なった りす る など　 に 　 必要 であ る。 お茶の 上等な ものを

/10/7adan-a　 saこu　 yerO　 orun　 delkei-yi　takiju　m6rgUgseger　 bai,　kUmUn一 並

　 、外 に　　撒け。　一般に 国家 ・ 世界 を 祭 って 拝み続け　　 よ。　 人間　 の

/11/btiktii　ttile　　edlel-i　tengkerigillifmifi　　　　 eyimU-yin　tula　　kerseg曲uqaγantai・

　 全 ての 行為や 財産を 回復 させ ることになる。　 こ　 の　 故 に,注 意深 く 知 恵ある

　 　　 　 　　 　 　 　(sinjilenの誤 り)

/12/-nuγud　 　　　　　singiiilen　sanaltai　　　 yuu,　 　　 teyimif-yin　tula

　 　人々は(物 事を)探 求 して 考 え深 いので あろ うか。 そ　　の　 ため,

　 egunl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qoγusun

　 　これ(こ の 『ト・ワンの教え』)を 空

【22b/p.164】 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 (ki6iyenggOyilenの 誤 り)

/Ol/tige　bo1γal　Ugei　tusiya7san　yosuγar　ki乙iyengtiyilen　daγaju　yabuγtun

　 文 と せ 　 　ず,命 じた 　 　通 りに 敬意を払 って 従 って 行 くよ うにσ

/02/egtini　　　　　　　　　　　　　　 tayiji　　　　 daruγ一a　sumun-u　 janggi　kiindti

　 　これ(こ の 『ト・ワンの教え』)に 台吉 ・(族)長 ・　 佐 　 　 領 ・　駝騎校 ・

　 jiγsaγa1-un　daru7-a

　 　侍衛 　 　 長 ・

　 (<man.　 hafan)　 　 　　 　 　　 (γa6aγ一aの誤 り)

/03/qapa6ud　 　　arban　gerUn　daruγ一aγa～iiγ一a　kUi-yin　daruγ一a-nar　daγaju

　 　官吏たち ・ 十　　戸　　長 ・　　 村　　　落　　　長　　　らが 従 って

/04/yabuqu　 esekUi-yi　　 niged　nige　　　　osuldal　　髄gei　bayieaγan　αjejO

　 　い るか どうかを,一 人 一人且57)怠ること な く 調べて　 　みて,
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　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 (suladqan　ealaγayiraqu　ilこ同 じ)

/05/daγa7ulun　　yabuγul,　　 ulam-iyar　ed費r　udaya{raqui}158)-dur　 suldqan　6a17airaqu

　　遵守 させて 行かせよ。　 さらに,　 日が たって も　　　　　 弱め　　な まけることが

/06/tigei　　　　bolγasuγai,　ene　　　　　　　　　　　　　　　 inu(闘 字)　 ulus　t6rU-yin　jirum　 aju

　　 ない ように させ よう。 これ(こ の 『ト・ワンの教 え』)は,　 　 国 政 の 規則や 生

　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　 (ktindUの 誤 り)

/07/t6rUl-dUr　qolbuγdaγsan　anu　k廿ngde　eiqula　　　　　angqan-dur　 kiこiyeged

　　計 への 関わ り 　 が 顕 　 著であ る。 初め は 努めて

/08/adaγ一tur　6alγairaqu　　　　　　　　　　abasu　　　oγtu　UIU　bolqu　yabudal-yi　　　urid-a6a

　　最後には なまけ るとい うこ とが あ っては ならないと　　い うことを,あ らか じめ

　　 　 　　 　(uquγulunの 誤 り)　 (eg廿rideの誤 り)

/09/6ingdalan　uqaγulun　 tusiyaγad　egtttirde　daγaju　yabuγulsuγai　kemen

　　厳 しく　 理解させ て 命 じ,　 常に　 　従 って 行かせ よう,　 と

/10/tusiyan　kUr6ti　iriji'kUi　eyimU-yin　tula　　egUni　 　　　　　　　　　　　　　　 yerUngkei-yin

　　 命 じて 届いて 来た159㌔　 こ　 の　 ため,・ これ(こ の 『ト・ワンの教え』)を 主要 な

/11/daru7-a,　bUk髄n-i　arban-u　daruγ一a-nar-tur161)　tus　tus　ner-e　jiγaju

　　 長且60)や全て　の 十戸　　長　　 ら　に　 　　各　々　名　　指 しで

　 (ya7arab乙ilanの 誤 り)　　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 (beyes・iyerの誤 り)

/12/yaγarb6ilan　tusiyan　yabu7ulba　 kUrUmeg6e　 　　daruγ一a-nar　 biyes-iyer

　　 急 ぎ　 　 　命 じて 送 った。　 届 けぽす ぐに,長 　 　 たちが 自ら,

【23a/p.165】　 　　 　 　 　　 　 　 　 (qamjiyan-uの 誤 り)

/01/sayin　bi6ig　 ungsiqu　kUm伽 ・iyer　qamj量γan・u　doturki　 erUge　am.yin

　　 よく 文書を 読める　 人を使って,管 轄 　　　 下にあ る 戸　　口 の

/02/kUmUn　 bUri-dUr　nige-i　6U　dutaγdaγulal血gei　bhridkell　sayin

　　 各 　 人 に 一人 残 ら 　　 ず 照合 して 良い

　 (iraγuの誤 り)

/03/irγu　　　daγun-iyar　ungsiju　　　　　　dabdarui　uqaγulun　　tusiyaγad,　yerU

　　 口調の 声　　で　 読み聞かせ,す ぐに　 理解 させて 命ぜ よ。　 一般 に

/04/kUmUn　 aju　t6rUkU　 　　　　　　jerge・i　ene　 yosu7ar　daγaju　yabuqu　 esek廿一i

　　 人が　 生計 をたてて行 くこと などで この 通 りに　従 って いるか　どうか を

/05/sayin　maγadlan　 bey・e　tulju　 sayin　sana7an・dur　aγuγulun　stibeg6ilen

　　 よく 確かめて,身 を 以 って よ く 考え　 に　 入れ,　 詳 しく
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/06/niγtalan　　ifjeji'　　　dakin　dabtan　　　　bayi乙aγan　ene　 ji'il-e6e　oγtu

　 調査 して みてから 再 び　繰 り返 して 調べ,　　 この 条文を 決 して

　 　 　 　 　 　 　 　 (qasi　 yasiに 同 じ)

/07/osuldan　 6a17airaju　qayisi　yayisi　bolγaju　bolqu　Ugei　yabuda1-i　　　uqaγulun

　 怠 り　 　な まけて　ないが しろに しては な ら　 ない とい うことを 理解させ,

/08/basak"　 るaγ　　　bUri　　 ene　 bi6ig-i　nigen　udaγ一a　tus　tus-un　arban-u

　 また,時 ある ごとに この 文書を 一　　度　　 各　々 の　十戸

/09/doturki　olan　 kifmUn-dUr　basa6u　dakin　 　　 ungsin　6gこ通　 eg廿ride

　 中の　 多 くの 人 　 　に 　 また 　 繰 り返 して 読んで や り,常 に

/10/daγaju　 yabu7ulqu・yi　 　 6ingdalan　 uqaγulun　 　tusiyaγtun,

　 従 っ て 行か せ る こ とを 厳 しく　 理 解 させ て 命 令 せ よ。

　 (<skt,　 oコP)

/11/　 　　　　o　　　　sayin　 amuγulang　 boltu7ai,

　 　 　 　 「オ ム,良 き 平 安 と　 　 なれ 」162)

お わ り に

　 「はじめに」でも述べたように,清 朝支配時代のモンゴル 史の研究は,そ の膨大な

棺案史料の量に比 して,い まだ充分な広が りを持っているとはいい難い。研究の幅を

広げることは一朝一夕にできることではないが,こ の短い 『ト・ワンの教え』からう

かがえる19世紀ハルハ ・モンゴルの遊牧生活史や精神史の一端が,今 後の研究に少 し

でも刺激を与えることができたならぽ,本 稿作成の意義は充分にあったと考えたい。

　 また,影 印写本の出版されている 『ト・ヲン の教え』そのもののみならず,モ ンゴ

ル本国で楢案史料が 自由に閲覧できるようになった今こそ,ト ・ワンの改革とその意

義に関する政治史的研究がなされてしかるべきであろう。そ してその際注意すべきこ

とは,活 仏制モンゴル国へ とつながってゆ く時間軸と,広 く19世紀の東アジア史全体

から眺める空間軸 との双方の視点を所有することではないだろうか。

注

1)清 朝 支 配 時 代 の モ ン ゴル(内モンゴル:1635-1911年,外 モ ン ゴル:1691-1911年)は,理

藩 院 とそ こか ら派 遣 され た 庫 倫癬 事 大 臣等 の駐 防 官 の 管轄 下 で,盟(6iγu1γan),さ ら に そ の
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　下の旗(qosiγu)と い う行政組織に分割 され ていた。旗 長(jasaγ)は,原 則 と してチ ンギス

　 ・ハ ンー族の血 を引 くモンゴル 貴族が世襲 してお り,皇 帝 ・理藩院が代 々任命 していた。 ハル

　 ハの四盟についてい うと,汗 部(qan　 ayimaγ)・ 部(ayimaγ)と い う,よ り古 い起源 の行政

　単位 とも一致 してお り,各 盟 に盟長,副 盟長,副 将軍,参 賛 とい う役職 が設け られていた。

　 これ らの役職 は,い ずれ も盟 内の各旗長や間散(旗 長職に ない者)の 貴族 の中か ら理藩院が

　任命 して兼任 させていた。 さらにこれ らのモ ンゴル貴族は,皇 帝か ら(一)和 碩親王,(二)

　多羅郡王,(三)多 羅 貝勒,(四)固 山貝子,(五)鎮 国公,(六)輔 国公,(七)台 吉,(八)

　塔布嚢,の8段 階 の爵位 を与 えられ,そ れに応 じて理藩院か ら俸 禄を給 せられ ていた。ただ

　 し(七)と(八)だ け は,旗 長職にあ る者以外俸禄 が支給 されず,か つ一～四等 の4ラ ン ク

　に細分化 され ていて人 口も大変多 く,貴 族 とはいえ貧富の差が大変激 しか った。 また ハル ハ

　の3つ の汗部 では,伝 統的な汗(qan)の 称号 も認め られていた。

　 　ここで述べる ト・ワンは,ヘ ル レンバルホ ト盟(チ ェチ ェン汗部)中 右旗(地 図参照)の

旗長で,こ の盟 の参賛 を兼任 してお り,皇 帝か ら多羅郡 王の爵位を与え られ ていたため,「参

　賛 ・王」 とい う表現にな ったのである。

2)本 教訓書の和訳 を筆者に勧めて くれた若松寛氏(京 都学園大学)と,和 訳に際 して多 くの

　助言を与えて くれ た小長谷有紀氏(国 立民族学博物館),テ クスバヤル氏(内 蒙古大学),松

　川節氏に心か ら謝意を表 したい。

3)『 王公表伝』vol.3,　pp.1415,1417,1737,『 清史稿』vol.28,　pp.8489,8493,8494,　 HlapxYY

　1984,pp.173,176,　 Hallarnop)K　l　968,　p.8に よる。 この うちナ ツァク ドル ジは,ト ク トフ ト

　 ゥルの即位 を道光2(1822)年 としてい る。

4)HaHarAop)K　 1968,　p.11.に よる。

5)清 代モ ンゴルの平民は,そ の所属に よって一般にン ムニアラ ト(sumun-u　 arad,箭 丁),ハ

　 ムジラガ(qamji1γ 一a,随丁),シ ャビ(§abi,複 数形 で9abi-narと も)に 大別され る。ン ムニ

　 アラ トは建前 上旗 に直属す る民 で,ン ム(佐 領)と い う戸籍上の単位 に まとめ られた上で清

　朝皇帝の公の賦役 を負担す る。ハ ムジラガは,旗 長や一般の台吉な ど貴族個人 の下 でその賦

　役を担 う私的隷属民。 シャビは活仏の賦役を担 う隷属民であ った。

6)jebjundamba　 qutuγtu.庫倫 つま り現 ウランバー トル市に当時住 んでいたハルハ最高 のチベ

　 ッ ト仏教の活仏。 ボグ ドゲゲン とも呼ばれ る。1世 か ら8世 まで転生 し,1世,2世 は モ ン

　 ゴル人,そ の後はチベ ット人 であった。

7)当 時のモ ジゴルには刑罰 としての監禁 はな く,容 疑老 ・未決囚 ・証人等 を一時的に収容す

　 る拘置監のみ があった。それ も一般には天 幕か あるいは井戸の ように地 中深 く掘 った大 きな

　穴を使 っていた よ うであ る。・

8)註1を 参照。

9)キ リル文字転写文では,腫 ∬ 「行為」 とい う語が ここに入 っている。

10)族 長 とは,旗 内の台吉(註1参 照)た ちの代表で,一 般の台吉たちを管理す る立場にあ る

者 をい う。旗 には,旗 長の役所があ り,旗 長 の下に上か ら順に,協 理 台吉,管 旗章 京,副 章

京,参 領,佐 領(註5で 述べたン ムを管理す る),駝 騎校,領 催 とい う職名 の役人 がいた。

　侍衛長 とは,「 王」の爵位 を有す る貴族 に仕 える侍衛た ちの長であ る(萩 原1988:30,n.15;

Hallarllop)K　1968:167-177等 参照)。

ll)バ グとは,台 吉やその ハムジラガたち(註1及 び註5参 照)の 管理単位 で,ン ムはン ムニ

　ア ラ ト(註5参 照)の 管理単位である。 ただ し19世紀末にはン ムニアラ トもパ グとい う名の
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　 単位 で分 割 徴 税 され る こ とが あ った 。 これ につ いて は,岡 洋樹 の研 究 が あ る(岡1990)。

12)原 義 は 「何 を い う」 で あ るが,「 何 を か い わ んや 」 か ら転 じて 「～ は 勿 論 の こ と」 の意 と

　 判 断 した。

13)チ ベ ッ ト ・モ ン ゴル で よ く用 い られ る贈 答 用 の細 長 い絹 布 。 敬 意 を表 す る意 味 が 込 め られ

　 て い る。

14)dulaγanが 前 行 と合 わ せ て二 つ 入 って い る。 誤 りで あ ろ う。

15)キ リル文 字 転 写 文 で は,kUndUle「 尊 べ 」 と読 ん で 文 を 切 って い るが,影 印 写 本 を 見 る と

　 kUndtilen「 尊 び」 が 正 しい 。

16)7・8行 目部 分 は,キ リル 文字 転 写 文 では 補 足 記 号 が抜 け て い る。

17)『 聖 諭 広 訓』モンゴル 語 版 の8b-9a(第 一 条)に 対 応 す る(岡1997:40参 照)。

18)原 義 は 「教 え るべ く」 で あ るが,そ れ では 意 味 が 通 じな い の で,こ こ では 一 応 こ う訳 して

　 お く。

19)キ リル文 字 転 写文 は,buu「 ～ す る な」 の 位 置 が違 って い る。

20)『 聖 諭 広 訓 』モ ン ゴル 語版 の15b-16a,50a,56a,57aか ら の直 接 引用(岡1997:40-41参 照)。

21)チン ギ ス ・ハン の格 言 といわ れ る も のは,モンゴル 各地 に様 々 な形 で伝 承 さ れ て い る。 以

　 下 の 訳文 で も同 じ(Hauarnop)K　 l968:176;Okada　 1992等 参 照)。

22)明 らか に,oyir-a-a6aの 口語 形(cf.　 otipHooc)の 発音 を 反 映 した綴 りであ る。　nは 深 い 意

　 味 な く慣 用 的 に付 け られ た もの で あ ろ う。

23)「 再 び 」 と述 べ て い るの は,ト ・ワン が 既 に道 光14(1834)年 に煙 草 を 禁 止 す る命 令 を 出

　 した こ とが あ るか らで あ ろ う(Hauarnop)K　 l968:70参 照)。

24)キ リル文 字 転 写 文 はbUgUdeger「 全 て」 の転 写 を誤 って お り,そ の後 の補 足 記 号 も抜 け て

　 い る。 影 印写 本 で は この補 足 部 分 は 空 白に な っ て抜 け て い る。

25)影 印写 本 がnigen　 jil　r一 年 」 とな って い るの は誤 り。 キ リル 文 字転 写 文 に 従 って 「一 ケ月 」

　 とす る。

26)乾 燥 した 牛糞 を燃 料 用 に 集 め る仕 事 。

27)明 らか にjekeiの 口語 形(cf.　 33Xllti)の 発 音 を 反 映 した綴 りであ る。

28)aが 抜 け て い るの は,ulataiの 口語 形(cf.　 ynTaii)の 発音 を反 映 して い る のか も しれ な い 。

29)三 合 油 鞍 褥 は,高 級 な皮 革 を染 色 して 作 った鞍 褥 。柞 練 綱 は,や ま まゆ の糸 で作 った 絹 布 。

　 綿 綱 は,紬 の類 。 潭 綱 は,中 国福 建 省潭 州 産 の 編 子 。 い ず れ も訳 者 の比 定 で あ る(内 蒙 古 大

　 学1976:849,1245;Hauarnop)K　 l968:171,176;Lessing　 l　960:1034等 参 照)。

30)bayal量 γ の 口語形(cf.6a朋ar)の 発 音 を 反 映 して い る と思わ れ る。

31)こ の 語 は 影 印写 本 では 行 の 左 側 に 後 か ら書 き 加 え て あ り,キ リル文 字転 写 文 では 抜 け て い

　 る。

32)3行 目の お 茶 と一 緒 に煮 る穀 物 とは,何 な の か 不 明。 お茶 に入 れ る乾 い た穀 物 とは,お そ

　 ら く煎 った 黍 で あ ろ う。煎 った黍 を お茶 に 入 れ るの は,今 日で もモ ンゴ ルで は 一 般 的 な 習慣

　 で あ る。 テ クス バ ヤ ル氏 の 御 教 示 に よる。

33)合(0.10355リ ヅ トル),升(1.0355リ ッ トル),斗(10.355リ ッ トル)は,い ず れ も清 朝 の

　 体 積 単位(Hallarnop)K　 1968:168,176参 照)。 こ こで,ど の穀 物 の こ とを指 して述 べ てい る

　 の か は不 明。 キ リル 文 字転 写 文 に は,補 足記 号 が 抜 け て い る。

34)両(37.3g),銭(3.73　 g),分(0。37　 g)は いず れ も清 朝 の重 量 単 位 で,こ こ では そ れ だ け

　 の重 さの 銀 の こ とを述 べ て い る。 以 下 の 訳 文 で も同 じ。 清 代 モ ン ゴルの 貨幣 体 系 は,勿 論 清
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　 朝本土 と同 じで,銅 銭 と秤量貨幣 と しての銀であ った。 なお 「分」の音訳綴 りに当た るpifn

　 (fUnの 誤 り)のpは,こ こではモ ンゴル文字のpで はな く,満 洲文字のpを 使 っている。

35)子 羊一頭が五銭なのに,そ の皮 だけ で六銭 となってい るのは,皮 をなめす手間賃が加わ っ

　 たため と思われる。楊海英氏(中 京女子大学)の 御教示に よる。

36)キ リル文字転写文 の この行は,誤 りが多 い。 なお行頭 の 「(清朝)皇 帝」の語が擁頭にな

　 っていないのは注 目すべ きことである。

37)註10参 照。領催 は,賦 役を徴 収するのが主た る職務であ った。

38)註10参 照。

39)影 印写本では,こ の語を一度書 き損 じて抹消 した後,続 けて書 き直 してい る。

40)口 語(cf.　a)K)の 発音 を反映 した綴 りと思われ る。

41)影 印本では この行 の行頭に短 い書き損 じが あった らしく,抹 消 されてい る。

42)こ の 一unは,後 か ら別の筆 跡で行の左側 に書 き込 まれ た語である。

43)こ の語は,後 から別の筆跡で行の左側 に書 き込 まれた語である。

44)モ ンゴルで各種家 畜の総量 を,総 合的 に数 える際の単位。換 算比 率は時代や地域 によって

　一 定 しないが,一 般 に ラクダ1頭 を1.5な い し2ボ ド,馬 や牛 は1頭 を1ボ ド,羊 は5な い

　 し7頭 程度で1ボ ド,山 羊は7な い し14頭程度 で1ボ ドと換算す る。つ ま り馬 と牛がその基

　準 となってい るわけである。 ボ ド,あ るいはボ ド・マルで,牛 ・馬 ・ラクダ等 の大家畜を指

　す こ とも多い。

45)註29を 参照。

46)こ の語は一度書 き損 じて抹 消 され た後,行 の左側に書き直されてい る。

47)具 体的に どの植物 の ことを指 しているのか不 明であ るが,モンゴル ではお茶 は産 しないの

　 で,な んらかの野生植物の葉 を指 しているものと思われる。

48)ボ イルスの 日本語植物名は不 明。6urgiriの 綴 り補正(こuligir)は テ クスバ ヤル氏 の御教示

　 によるもので,ナ ツ ァク ドルジの索 引ではuyπxHpと な ってい る(HaHarmp)K　 l　968:180)。

　 この 植物 はサ ンボ ーの 本に"6ulgir"と して 色刷 りの絵 が示 され てお り(Sambuu　 1945:

　 176。177),日 本語名は 『蒙漢辞 典』に 「沙蓬」(内 蒙古大学1976)と あ ったのを,『 中国語

　大辞典』(大東文化大学1994:2645)に 従 って訳 した。

49)か わ うその毛皮を ど うや って使 うのか,詳 細は不明。

50)写 本 では 一barの部分をい ったん抹 消 し,行 の左に訂正 して書 き直 している。 それに従 う。

51)こ の部分意味不 明。一応 こう訳 してお く。

52)深 い意味は不 明。

53)明 らかに 口語(cf.　CYY)の 発音を反映 した綴 りであ る。

54)註44を 参照。

55)こ の語は書 き誤 った形跡 があ り,抹 消された語なのか もしれない。

56)こ の語は,一 度書 き損 じた後 それ を抹消 し,行 の左側 に書 き直 してある。

57)明 らかに口語(cf.　nacaMra")の 発音をその まま反映 させた綴 りである。

58)ナ ツァク ドル ジは新婚家庭 の愛情 と解 してい るが(Hallarπop)K　 1968:79),こ こでは次の

　文か ら推 して,「 ひね くれ者 にな って しま う」 とい う文脈で,両 親へ の愛情 と解 してお きた

　 い。

59)こ の 一a6aは,後 から行の左に書 き足された語 である。

60)勿 論,子 供 をた くさん産ん で,産 めな い年齢になった後 でないと尼僧にな ることを許 さな
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　い とい う意味である。 ト・ワンの人 口増殖政策が裏にある ものと思われ る。

61)原 義は 「天幕を二重 にす る」であるが,こ こでは二人 目の妻 をめ とるとい う意味であろ う。

　ナ ツァク ドル ジもそ う解釈 している(Hanarnop)K　 l968:79)。

62)こ のtδrU　t61は,正 確には意味不 明。 キ リル文字転写文 ではTepn(t6rU-dtir)と なってい

　 るが,写 本では与位格 一dtirは抹消 されてその左 にt61と 書 き直 されてい る。

63)キ リル文字転写文 では,補 足記号な しでこの後にaMbを 補 っている。その方が意味がは っ

　 き りす るので,訳 はそれ に従 う。

64)具 体的に何を指 しているのか不明。6eregは,口 語(cf.　u3p3r)の 発音 を反映 した綴 りと

　思われ る。

65)出 典不 明。

66)写 本では,9行 目の3語 目がbolbasu「 な らぽ」,こ こがayiladduju「 おっ しゃって」 とな

　 ってい るので,こ の写本 の筆写者は 《人 々の貧 しい時には,釈 迦はわ ざと嘘をついて自分た

　 ちの空腹を我慢 した》 と解釈 した よ うであ る。 しか し前後 の文脈か ら判断す ると,キ リル文

　字転写文(Hauamop;K　 l968:lll)の 補足に従 って訳文の ように解釈す る方 が 自然である と

　 思われ る。

67)こ の語は一度書き損 じて抹消 され,そ の下に続けて書 き直 されてい る。

68)こ の行,意 味不明。 ト・ワンの旗で起 こった ラマ集住 への反対運動 と関連 しているのか も

　 しれ ない。

69)雍 和宮は,現 在 も北京 に存在す るチベ ッ ト仏教の寺院である。 この音訳綴 りは満洲文 字の

　 正書法 で書かれているが,雍 和宮の正式 な満洲語名,モ ンゴル語名は また別 に存在す る。

70)ド ロン ・ノールの寺院 とは,当 時 内モンゴル の ドロン ・ノールにあった彙宗寺,善 因寺等

　 を指 している。

71)チ ベ ッ ト仏教の内のゲルグパを指 している。

72)写 本では,上 か ら訂正が加 えられて この綴 りにな ってい る。

73)キ リル文字転写文では,誤 ってM3T(metU)「 ように」 としている。

74)註22を 参照。

75)sUidkel　 r荒廃」に動詞形成語尾 一6ile一が付いたものとみなす。

76)キ リル文字転写文では,9行 目のnutuγ か ら10行 目のboljuま でを誤 って抜か している。

　 また10行 目の6igiriγとifgeiに は,影 印写本中で()の 記号が付 され ている。()が,い

　 つ誰に よって どうい う意図で付された のか不明。

77)写 本では この語を書き損 じた後抹消せずに,行 の右側 に訂正 して この綴 りを書 き加 えてい

　 る。

78)写 本 では この語のnの 字形 は誤 ってお り,1と も読 めるよ うにな っている。

79)旗 内にあ る旗長の役所。旗長の印鑑 を保管 ・押印 していたので,こ の名がある。

80)意 味不明。一応 こう訳 してお く。　　 ,

81)キ リル文字転写文 では,誤 ってcyliTr3H(suidken)と している。

82)写 本 ではedUr・berを 書 き損 じて抹消 した後,下 に続けて正 しく書 き直 している。 ここで述

　 べているのは,十 五人を一組 とした班 を計四班作 って,一 班につ き二 日間担 当 として以下の

　 ような警備を行な うとい うことであろ う。

83)厳 密にはk61は 「足」であ るか ら,正 確 な意味は不明。一応,こ う訳 してお く。

84)蒸 留酒を若者 が飲む ことを禁止 したのは よく理解で きるが,馬 乳酒 まで禁止 した とい うの
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　 は や や 理 解 し難 い。 ハ ンガ イ地 方 な どで は,夏,主 食 に近 い といわ れ るほ ど誰 もが 馬 乳 酒 を

　 大 量 に飲 む の に 対 して,東 部 モ ン ゴ リアで は 禁 止 す る こ とが可 能 な程 度 に しか 飲 まな か った

　 の で あ ろ うか 。

85)キ リル 文 字転 写 文 で は,こ の語 を誤 って 次 の13bの1行 目語頭 に入 れ て い る。

86)こ の語 の最 初 の文 字 は 満洲 語 風 に右 側 に 点 が 打 って あ るた め,一 応,dと 転 写 した。 ま た

　 キ リル文 字 転 写 文 で も,AaBnyBと 転 写 して い る。 しか し,意 味 を考 えれ ば,　tobtubと 理解

　 す る のが 最 も合理 的 で あ ろ う。

87)柔 らか くな め した ロ シア風 の 革 。

88)具 体 的 に ど うす るの か,不 明。 あ るい は 靴 の よ うな物 を ラ ク ダには か せ て,そ の 底 を 縫 い

　 つ け る とい うこ とか。

89)写 本 では,こ の 直後 に三 語 の 書 き誤 りが 抹 消 され て い る。

90)yabudal-iは,行 の 左側 に後 か ら書 き込 まれ て い る。

91)キ リル文 字 転 写文 で は,3acaan(jasaγad)「 整 え て 」 と して い る。 語 頭 はjで は な く,qに

　 見 え るが,あ るい は キ リル文 字 転 写 の方 が 正 しい か も しれ な い。

92)写 本 ではOrlUge　 bUriの 綴 りが誤 って お り,行 の 左 側 に正 しい綴 りで後 か ら訂 正 して あ る。

　 そ ち ら に従 う。

93)道 中 の家 々を は っ き りした 目的 な く訪 ね て 回 るの は,今 日で もモ ン ゴル牧 民 の 楽 しみ の 一

　 つ で あ る。

94)写 本 では 書 き損 じを抹 消 して,行 の左 側 に この 語 を 書 き直 して い る。 そ れ に従 う。

95)キ リル文 字 転 写 文 で はelllHrne)K(Oskeleju)「 け って 」 と して い るが,意 味 も綴 りも合 わ

　 な い。 こ こで は一 応,訳 文 の よ うに解 釈 して お くが,-1・ が 入 って い る理 由は説 明 が つか ない 。

96)barinの 意 味 は は っ き りしな い が,一 応 こ う訳 して お く。

97)butuγulと い う植 物 は,サ ンボ ー の本 にbutiulと して 色 刷 りの 絵 が 示 して あ る(Sambuu

　 l945:176-177)。 また,註 は 付 して い な いが,テ キ ス ト16a,1.2のkirisUも 同所 にkeresliと

　 して 色 刷 りの 絵 が 示 してあ る(Sambuu　 1945:144-145)。 いず れ もテ クス バ ヤ ル 氏 の 御 教 示

　 に よる。

98)こ の 行 のtuyibarsiγulalと い う語 は,写 本 では 書 き誤 りを 抹 消 して,行 の 左 側 に 書 き直 し

　 て あ る。tarγunは,あ るい はtaraγuu「 散 らば って 」 を 誤 って こ う書 いた もの か。

99)3行 目最 後 のmanggirlaqu以 下 の二 語 は,書 き誤 りを 抹 消 して行 の左 側 に訂 正 した語 であ

　 る。manggirlaquは,　 manggir　 r野 生 ね ぎ」 に 動 詞 形 成接 辞 一1一が 付 いた もの と思わ れ るが,

　 正 確 な意 味 は 不 明 。 一 応,こ う訳 して お く。

100)ど ん な花 か 不 明 。 お そ ら くqongγur　 6e6egの 形 で,何 らか の淡 黄 色 の 花 を指 して い る も の

　 と思 われ る。

101)saγaγadは 判 読 しに く く,キ リル文 字 転 写 と も少 し違 うが,一 応 こ う転 写 して お く。

102)saγaqalta　 rサ ーハ ル ト」 とは,母 羊 と子 羊 の牧 養 を互 いに 分 担 して い る近 隣 の牧 民 家 庭 の

　 こ とで あ る。

103)こ の 一tuは,行 の左 側 に 後か ら書 き加 え られ た も ので あ る。 ま た この6aγ は,季 節 の こ と

　 を指 して い る のか,一 日の うちの 時 間 の こ とを指 して い るの か,は っ き り しな い。

104)der-eは 「枕 」 の 意 で あ るが,こ こで は お そ ら く 「縁(ふ ち)」 に近 い意 味 で あ ろ う。

105)こ の 行 のqobuniはqobuyu-yinで は な く,qubing-unの 誤 りで あ る可 能 性 もあ る 。6id-

　 qbasuは,写 本 で は一 度 書 き誤 って抹 消 し,そ の下 に続 い て書 き直 して い る。
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106)「 控 馬 の法(ン イル ゴ)」 と して知 られ てい る家 畜 の 食事 節 制 方 法(後 藤1968=115-116参

　 照)。

107)写 本 で は こ の語 を 一 度書 き誤 りか け,抹 消 した 後,続 い て書 き直 して い る 。

108)写 本 で は こ の語 を 書 き誤 って抹 消 し,行 の左 側 に訂 正 して い る。 そ れ に 従 う。

109)こ の 語 は キ リル文 字 転 写 文 で は63pr3Hと な って い るが,意 味 不 明。 こ の行 は ほ とん ど文

　 字 が 見 え ず,キ リル文 字 転写 文 に よ る しか な い。

llO)写 本 で は この語 を書 き誤 って抹 消 した 後,続 い て正 し く書 き直 して い る。

111)具 体 的 に何 を指 して い るのか 不 明。 あ るい は オ ー ロラか 。

112)口 語(cf.　 TyynaH)の 発 音 そ の ま まの綴 りで あ る。

113)写 本 では書 き誤 りを 抹 消 して,行 の左 側 に この語 を書 き直 して い る。

ll4)口 語(cf.　 xeeper)の 発音 を反 映 した綴 りで あ る。

115)こ の 語 は,行 の左 側 に後 か ら書 き加 え られ て い る。

116)キ リル文 字 転 写 文 では,こ の 語 をTo恥oM(toyirum)「 沼 」 と して い る。 単 な る転 写 上 の

　 誤 りな のか,他 の写 本 に よ る訂 正 な のか は,わ か らな い 。

117)こ の行 のnaγuurと9abarと は,い ず れ も 口語(cf.　 Hyyp,皿aBap)の 発音 を反 映 した 綴 り

　 で あ る。

118)キ リル文 字 転 写 文 で は,こ の語 をuar「 時 期 」 と して い る。

119)キ リル文 字 転 写 文 で は,deger-e　 beledkenをn33n・TaJln(degedU　 tala-dur)と して い る。 他

　 の写 本 に よる訂 正 な の か も しれ な い 。

120)風 に 押 され なが ら戻 る とい う意 味 で あ ろ う。

121)写 本 で はdotuγ9iと 書 い た後,行 の 左 側 に 別 の筆 跡 で γadaγsi「外 側 向 け に 」 と訂 正 してい

　 る。 しか し意 味 の上 で は前 者 の 方 が適 当 で あ り,キ リル文 字転 写 文 もnOTorlll「 内側 向 け に」

　 と して い る。 それ に従 う。

122)牛,馬,羊 を 具 体 的 に ど うい う状 態 に して お くのか,は っ き りしな い 。牛 馬 を数 珠 つ な ぎ

　 に 縛 って 輪 の形 に し,そ の 中 に羊 を いれ るの か?

123)写 本 で は このeseは 抜 け て い て,行 の 左 側 に書 き加 えて あ る。

124)キ リル 文 字 転写 文 では,こ う直 して い る。 そ れ に 従 う。

125)水 が くさ って い て,飲 んだ 家 畜 が弱 る と いけ な い か らで あ ろ う。

126)何 らか の 寄 生 虫 で あ ろ う。 名前 は不 明。

127)キ リル文 字 転 写文 では,補 足 記 号 な しに 「十 五 日頃 」 と して い る。

128)羊 を湿 った 土 に埋 め る と も解 釈 で きる が,訳 文 の よ うに解 してお く。

129)写 本 では この 語 は,行 の左 側 に 書 き加 え て あ る。

130)写 本 で は,こ の補 足 部 分 が 空 白 に な って空 い て い る。 理 由 は 不 明。 また キ リル文 字 転 写 文

　 　も,記 号 を付 さず に 補 って い る。

131)具 体 的 に ど うい うこ とを述 べ て い るの か,不 明。

132)何 の 姿 を描 き,何(誰)に 携 帯 させ,何 の ま じな い に な る のか 不 明(Hauarnop》K　 1968:

　 86参 照)。

133)後 に つ い て 行 って しま うか らか 。 写 本 で は6egerleを 一 度書 き誤 って抹 消 した 後,続 い て

　 下 に 書 き直 して い る。

134)口 語(cf.　 yypar)の 発 音 そ の ま ま の綴 りで あ る。

135)写 本 で は この 語 を一 度 書 き誤 りか け て 抹 消 し,そ の 下 に続 い て 書 き直 して い る。
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136)同 上 。

137)写 本 では誤 って与 位 格 一duを 書 き,抹 消 して か ら行 の左 側 に属 格 一uを 書 き直 して い る。

138)写 本 では この語 を行 の 左 側 に 後か ら追 加 して い る。

139)口 語(cf.　 maBar)の 発 音 そ の ま まの綴 りで あ る。

140)写 本 で は この語 を書 き誤 って 抹 消 した 後,続 け て下 に書 き直 して い る。

141)同 上 。

142)同 上 。

143)犬 小 屋 の こ とか 。

144)口 語(cf.　 rvn)の 発 音 を反 映 して,こ うい う長 母 音 の綴 りに な った もの と思 われ る。

145)口 語(cf.6yc)の 発 音 そ の ま まの綴 りであ る。

146)帯 を 袖 に 入 れ る のは,非 常 の 際 にす ぐ身 支 度 が で き る よ うにで あ ろ うか。

147)こ の 条 の 第二 番 目に,と い う意味 か 。

148)サ ン ス ク リ ッ ト語 か らチ ベ ヅ ト語 ・モ ンゴル 語 に 入 った仏 教 の祈 りの言 葉(真 言,す な わ

　 ち マ ン トラmantra)。 こリ サ ンス ク リ ッ トの 原語 は よ く知 られ て い る もので あ る。

149)こ の 語 は 判 読 が 困難 で,か つ キ リル文 字 転 写 も明 らか に誤 って い る。 こ こで は 一 応,こ う

　 転 写 して お く。

150)は っ き りした意 味 は 不 明 で あ るが,一 応 こ う訳 して お く。

151)チ ベ ッ ト仏 教 の 大 蔵 経 を 構 成 して い る カン ジ ュル(bkah　 hgyur,仏 説 部),タ ン ジ ュ ル

　 　 (bstan　hgyur,論 疏 部)と い う大 きな 二 つ の部 分 の うち の前 者 。 カ ン ジ ュルは,漢 訳 大 蔵 経 で

　 い う 「経 ・律 ・論 」 の うち の 「経 」 にほ ぼ 相 当 す るが,「 律 」 を 含 む 場 合 もあ る。

152)サ ンス ク リッ ト語 に よる 仏教 の祈 りの 言葉(真 言)。 訳 者 の手 に負 えぬ た め,伏 見 誠(イ

　ン ド哲 学 専 攻),苫 米 地 等 流(と まべ ち とお る,京 都 大 学,仏 教 学 専 攻)両 氏 の御 教 示 を 得

　 た 。 苫 米 地 氏 の検 討 に よる とサン ス ク リ ッ トの 原 語 に は ①om　 viSva・dharani　 svaha,②om

　 viSva-tariqi　svaha,③om　 vasudharipi　 svaha,④om　 vasudharipyai　 svaha等 カミ想 定 で き る との こ

　 とで,特 に③ と④ は 財 宝 神 と して の性 格 を 持 つ ヴ ァス ダ ー ラ ー女 尊 とい う尊 格 の真 言 な ので,

　 こ こで の 文脈 に適 合 して い る とい う。 この 場 を借 りて両 氏 に 厚 く謝意 を表 した い。

153)馬 ・牛 ・羊 ・山羊 ・ラ ク ダの五 種 の家 畜 。

154)中 国 で,一 般 に 馬 蹄 形 の 銀塊 を指 して い う言 葉。 秤 量 貨 幣 で あ る。

155)サ ンス ク リ ッ ト語 に よ る仏 教 の祈 りの 言葉(真 言)。 サ とス ク リ ッ トの原 語 比 定 は,苫 米

　 地 氏 の 御 教示 に よ る(註152参 照)。

156)写 本 の この 語 は 判 読 困 難 で,か つ キ リル文 字 転 写 文 は6yHH(buyan)「 善 行 」 と して い る

　 が,一 応 こ こはburqanと して お く。

157)不 明 。 一応 こ う訳 して お く。

158)写 本 で は この語 を 書 き誤 った ら し く,抹 消 せ ず に そ の上 か ら再 び 書 き直 して い る 。 そ の た

　 め 判 読 は 困難 であ る。

159)お そ ら く旗 長 ト ・ワ ンの 印務 所 か ら,佐 領 な どの役 人 に届 いた もの と考 え られ る 。 した が

　 って,こ れ 以下 の 文 は,佐 領 な ど の役 人 が 書 い た も の と思 わ れ る。

160)具 体 的 に どん な 長 を 指 して い る のか,不 明 。

161)こ の ・turは,写 本 で は 行 の 左 側 に後 か ら書 き加 え られ て い る。

豆62)モ ン ゴル の仏 教 色 の 強 い文 献 の典 型 的 な終 わ りの言 葉 。
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